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資料１



⚫ 本小委員会では、2024年５月から同年11月まで、合計10回にわたり第７次エネルギー基本計画の策
定に向けた検討を行った（詳細下記）。検討結果は基本政策分科会に報告し、同分科会でも検討を行っ
た上で、パブリックコメントを経て、2025年２月に第７次エネルギー基本計画が策定された。

⚫ 第７次エネルギー基本計画においては、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、関係省庁が施策を強
化することで、地域との共生と国民負担の抑制を図りながら最大限の導入を促す方向性が掲げられた。ま
た、2040年度エネルギーミックスにおいて、再エネ比率は約４～５割程度と示された。

⚫ こうした中で、前回会合（５月27日）には、環境省・国土交通省・農林水産省から再エネ導入拡大に向け
た方向性等をヒアリングしたところ。本日の会合では、このヒアリング結果を踏まえつつ、再エネ政策全体について、
2030年エネルギーミックスの実現に向けた施策の進捗状況の整理を行った上で、2040年を見据えた再
生可能エネルギーの主力電源化のための施策の方向性を幅広く御議論いただきたい。

本日御議論いただきたい事項
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① 第62回会合（５月29日）
• 今後の再生可能エネルギー政策について（事務局）
• 再生可能エネルギーの長期安定的な大量導入と事業継続に向けて（事務局）
• 電力ネットワークの次世代化について（事務局）
• 系統用蓄電池の現状と課題（事務局）

② 第63回会合（６月13日）
• 関係省庁による施策のフォローアップ①（経済産業省、環境省、国土交通省、農林水産省）

③ 第64回会合（７月17日）
• 事業者団体等ヒアリング①

（太陽光発電協会、日本地熱協会、REASP、電気事業連合会）

④ 第65回会合（７月25日）
• 事業者団体等ヒアリング②

（日本風力発電協会、中小水力関係４団体、バイオマス発電関係団体、
全国銀行協会、エネルギーリソースアグリゲーション事業協会）

⑤ 第66回会合（８月７日）
• 関係省庁による施策のフォローアップ②（経済産業省、国土交通省）
• 再生可能エネルギーの導入に関する諸論点

（FIP制度の更なる促進に向けた政策措置等）

⑥ 第67回会合（８月19日）
• シンクタンクへのヒアリング

（RITE、デロイトトーマツコンサルティング、日本エネルギー経済研究所/横浜国立大学）

⑦ 第68回会合（９月11日）
• 関係省庁による施策のフォローアップ③（環境省、農林水産省）
• 事業者団体等ヒアリング③

（日本気候リーダーズ・パートナーシップ、北海道せたな町、市民エネルギーちば、
あいおいニッセイ同和損害保険）

• 大規模な再エネ電源投資を確実に完遂するための制度のあり方について（事務局）
• 電力ネットワークの次世代化について（事務局）

⑧ 第69回会合（９月30日）
• FIP制度に関する政策措置について（事務局）
• 再エネ大量導入時代における分散型エネルギーシステムのあり方（事務局）

⑨ 第70回会合（10月22日）
• 再生可能エネルギーの長期安定電源化について（事務局）

⑩ 第71回会合（11月28日）
• 次期エネルギー基本計画の策定に向けたこれまでの議論の整理（事務局）

【参考】 第７次エネルギー基本計画の策定に向けた本小委員会での検討状況（2024年）



（参考）第７次エネルギー基本計画の概要（再生可能エネルギー関係）
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（参考）2040年度におけるエネルギー需給の見通し
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2023年度
（速報値）

2040年度
（見通し）

エネルギー自給率 15.2% 3～４割程度

発電電力量 9854億kWh
1.1～1.2兆
kWh程度

電源構成
再エネ 22.9％ 4～5割程度

太陽光 9.8％ 23～29％程度

風力 1.1％ 4～8％程度

水力 7.6％ 8～10%程度

地熱 0.3％ 1～2％程度

バイオマス 4.1％ 5～6％程度

原子力 8.5％ ２割程度

火力 68.6％ ３～４割程度

最終エネルギー消費量 3.0億kL 2.6～2.7億kL程度

温室効果ガス削減割合
（2013年度比）

22.9％
※2022年度実績

73％

⚫ 2040年度エネルギー需給の見通しは、諸外国における分析手法も参考としながら、様々な不確実性が存在
することを念頭に、複数のシナリオを用いた一定の幅として提示。

（参考）新たなエネルギー需給見通しでは、2040年度73％削減実現に至る場合に加え、実現に至らないシナリオ（61％削減）も参考値として提示。 73％削
減に至る場合の2040年度における天然ガスの一次エネルギー供給量は5300～6100万トン程度だが、61%削減シナリオでは7400万トン程度の見通し。
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（参考）再生可能エネルギーの最大限導入

再エネの導入状況（日本） 国土面積あたりの太陽光設備容量（2023年）

（出典）外務省HP（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html）、Global Forest Resources Assessment 2022（http://www.fao.org/3/ca9825en/CA9825EN.pdf）
IEA Renewables 2023、IEAデータベース、2023年度エネルギー需給実績(確報)、FIT認定量等より作成
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⚫ 政府は、再エネの主力電源化に向けて、FIT/FIP制度などを活用して再エネの最大限導入を実施。

⚫ 震災以降、約10年間で、再エネ（全体）を約2.2倍、風力を約2.5倍、太陽光は約22倍まで増加させた。

⚫ その結果、国土面積あたりの太陽光設備容量は主要国の中で最大級の水準に到達。

2011年度 2023年度 増加率

再エネ
（全体）

10.4％
(1,131億kWh)

22.9％
(2,261億kWh)

約2.2倍

太陽光
0.4％

(48億kWh)
9.8％

（965億kWh） 約22倍

風力 0.4％
(47億kWh)

1.1％
(105億kWh) 約2.5倍

水力
7.8％

（849億
kWh）

7.6％
(749億kWh) ー

地熱
0.2％

(27億kWh)
0.3％

(34億kWh) ー

バイオ
マス

1.5％
(159億kWh)

4.1％
(408億kWh) 約2.8倍

http://www.fao.org/3/ca9825en/CA9825EN.pdf


（参考）再生可能エネルギーの導入に向けた課題

⚫ 再生可能エネルギーについては、地域共生を前提に、国民負担の抑制を図りながら、主力電源として、最大限
の導入拡大に取り組む。

⚫ 他方、再エネ導入にあたっては、我が国のポテンシャルを最大限活かすためにも、以下の課題を乗り越える必要
がある。

✓ 不十分な管理で放置されたパネルが散見。

✓ 2030年半ば以降に想定される使用済太陽光パ
ネル発生量ピークに計画的な対応が必要。

✓ 適切な廃棄のために必要な情報（例：含有物
質情報）の管理が不十分。

⇒ 適切な廃棄・リサイクルが実施される制度整備
が必要

⑤使用済太陽光パネルへの対応

✓ 気象等による再エネの出力変動時への対応が重要。

✓ 全国大での出力制御の発生。

✓ 再エネ導入余地の大きい地域（北海道、東北など）
と需要地が遠隔。

⇒ 地域間連系線の整備、蓄電池の導入などが必要

③出力変動への対応

✓ 傾斜地への設置など安全面での懸念増大。

✓ 住民説明不足等による地域トラブル発生。

⇒ 地域との共生に向けた事業規律強化が必要

①地域との共生

✓ 平地面積や風況などの地理的要件により新たな再エ
ネ適地が必要。

✓ 太陽光や風力を中心に、原材料や設備機器の大半
は海外に依存。

✓ 技術開発のみならず、コスト低減、大量生産実現に
向けたサプライチェーン構築、事業環境整備が課題

⇒ ペロブスカイトや浮体式洋上風力、次世代型地熱
などの社会実装加速化が必要

④イノベーションの加速とサプライチェーン構築

✓ FIT制度による20年間の固定価格買取によって国民
負担増大（2025年度3.98円/kWh）。

✓ 特にFIT制度開始直後の相対的に高い買取価格。

⇒ FIPや入札制度活用など、更なるコスト低減が必要

②国民負担の抑制
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１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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2030年エネルギーミックスに対する関係省庁施策の進捗状況

*1 第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会での関係省庁によるフォローアップ時点において施策ごとに捕捉された2024年度末までの導入量。2024年度の数値が得られていない施策は、最新年度までの集計。
*2 地域共生型太陽光発電の導入（環境省施策）と地域共生型再エネの導入促進（環境省・農水省施策）の合計
*3 新築戸建住宅への太陽光発電設備設置率60％を目標としており、この設置率においてフォローアップを行っている
*4 再エネ海域利用法等に基づく公募済又は公募中の案件を含む  *5 JOGMECによるリスクマネーの供給・先導的資源量調査や掘削技術開発の成果の共有等の実施を指す
*6 自然公園内を中心としたJOGMEC自らが行う「先導的資源量調査」の実施等を指す *7 ミックス2030年目標（10.4GW）とそれに対する進捗状況は中小水力に限るが、関係省庁における施策には大水力を含む
*8 既存設備の最適化・高効率化/長時間流入量予測技術の活用等による効率的な貯水池運用の実施を指す *9 国産木質バイオマス利活用の拡大やバイオマス燃料の持続可能性確保を指す

出典：再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会における関係省庁のプレゼン資料等に基づき作成。 8

各電源の導入量 関係省庁における施策の進捗状況

①
ミックス

2030年
目標

②
導入量

2024.12
時点

（参考）
導入量

＋FIT/FIP
認定済未稼働

（①ー②）
ミックス達成
に必要な
残容量

施策名
担当
省庁

A
2030年
目標

B
2020～

2024年度の
導入量*1

太陽光
103.5
～

117.6GW
75.6GW 80.7GW

27.9
～

42.0GW

公共部門の率先実行 環ほか 6.0GW 0.22GW

地域共生型太陽光発電の導入等 *2 環・農 8.2GW 1.4GW

空港の再エネ拠点化 国 2.3GW 0.2GW

民間企業による自家消費促進 環 10.0GW 0.7GW

新築住宅への施策強化 国・経・環 60% *3 36.5%

陸上
風力

17.9GW 6.0GW 16.2GW 11.9GW

環境アセスの対象の適正化等 経・環 2.0GW ー

改正温対法による促進 環 0.6GW ー

系統増強等 経 2.0GW ー

洋上
風力

5.7GW 0.3GW 5.1GW *4 5.4GW
ハンズオンサポートの実施等 経・国 2.0GW ー

系統増強等 経 2.0GW ー

地熱 1.5GW 0.6GW 0.7GW 0.9GW

JOGMECによるリスクマネーの供給等 *5 経・環 0.3GW 0.01GW

自然公園内での先導的資源量調査等 *6 経・環 0.5GW ー

旧ミックス達成に向けた施策強化 経・環 50億kWh 0.1億kWh

水力
*7

10.4GW 10.0GW 10.3GW 0.4GW
既存設備の最適化・高効率化等 *8 経・国 80億kWh 4.1億kWh

旧ミックス達成に向けた施策強化 経・国・農 50億kWh 0.3億kWh

バイオ
マス

8.0GW 8.1GW 10.7GW （達成済）
国産木質バイオマス利活用の拡大等 *9 経・農 0.08GW 0.18GW

廃棄物発電の導入加速 環 0.6～0.7GW 0.05GW



⚫ 2024年12月末時点で、FIT制度開始後に新たに運転を開始した設備は、約8,100万kW（認定容量全
体の約80％）。このうち、太陽光発電が約86％を占める。

⚫ また、FIT/FIP認定容量は、約10,306万kW。このうち、太陽光発電が約73％を占める。

電源別のFIT/FIP認定量・導入量（2024年12月末時点）
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＜2024年12月末時点のFIT/FIP認定量・導入量＞

※認定・導入の量及び件数については速報値 ※ バイオマスは、認定時のバイオマス比率を乗じて得た推計値を集計。 ※ 各内訳ごとに、四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

設備導入量(運転を開始したもの)

再エネ
発電設備
の種類

制度
導入前 固定価格買取制度導入後
2012年
６月までの

累積

2012年度
７月～・

2013年度
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

2024年度
（～12
月）

制度開始後
合計

太陽光
(住宅)

約４７０万
kW

207.5万kW 103.6万kW 85.8万kW 79.2万kW 66.0万kW 73.3万kW 76.9万kW 76.0万kW 85.8万kW 105.9万kW 103.7万kW 82.7万kW 1146.4万kW

(476,428件) (228,651件) (179,364件) (161,327件) (133,269件) (146,665件) (152,217件) (141,531件) (153,166件) (197,521件) (197,521件) (163,736件)
(2,324,178

件)

太陽光
(非住宅)

約９０万kW
676.1万kW 836.6万kW 814.9万kW 544.2万kW 474.5万kW 490.3万kW 487.8万kW 499.4万kW 372.7万kW 352.3万kW 209.7万kW 93.9万kW 5852.4万kW

(123,610件) (152,734件) (115,916件) (72,549件) (53,337件) (54,808件) (49,159件) (33,284件) (20,560件) (13,661件) (7,811件) (3,031件) (700,460件)

風力 約２６０万
kW

20.8万kW 22.5万kW 14.8万kW 31.0万kW 14.9万kW 16.8万kW 48.9万kW 36.2万kW 25.0万kW 31.2万kW 106.7万kW 16.3万kW 385.1万kW

(29件) (24件) (54件) (148件) (314件) (451件) (294件) (267件) (243件) (306件) (244件) (107件) (2,481件)

地熱 約５０万kW
0.0万kW 0.4万kW 0.6万kW 0.5万kW 0.7万kW 0.9万kW 4.8万kW 1.4万kW 0.0万kW 0.2万kW 4.1万kW 0.7万kW 14.2万kW

(1件) (8件) (10件) (8件) (23件) (10件) (6件) (8件) (4件) (2件) (10件) (1件) (91件)

中小
水力

約９６０万
kW

0.6万kW 8.5万kW 9.3万kW 7.9万kW 7.5万kW 6.1万kW 13.3万kW 16.6万kW 12.8万kW 28.8万kW 25.0万kW 9.4万kW 145.7万kW

(37件) (56件) (87件) (101件) (86件) (86件) (88件) (79件) (96件) (70件) (86件) (59件) (931件)

バイオ
マス

約２３０万
kW

18.4万kW 18.2万kW 30.2万kW 31.3万kW 43.1万kW 31.2万kW 48.6万kW 44.6万kW 67.5万kW 131.6万kW 59.1万kW 54.4万kW 578.1万kW

(59件) (48件) (57件) (64件) (72件) (60件) (62件) (56件) (66件) (60件) (57件) (68件) (729件)

合計 約2,060万kW
923.5万kW 989.9万kW 955.6万kW 694.0万kW 606.8万kW 618.5万kW 680.3万kW 674.1万kW 563.7万kW 650.0万kW 508.3万kW 257.3万kW 8122.0万kW

(600,164件) (381,521件) (295,488件) (234,197件) (187,101件) (202,080件) (201,826件) (175,225件) (174,135件) (211,620件) (205,729件) (167,002件) (3,028,870件)

認定容量

固定価格買取
制度導入後

2012年7月～

   2024年12月末

1,174.7万kW

(2,383,556件)

6,338.5万kW

(724,627件)

1,680.2万kW

(6,133件)

21.5万/kW

(118件)

258.0万kW

(1,197件)

834.4万kW

(1,061件)

10,306.3万kW

(3,116,692件)

80％
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40

⚫ 太陽光発電の2024年12月末時点の導入量は75.6GW。足下では概ね５GW/年のペースで導入が進んで
いる。2030年目標（103.5～117.6GW）の実現には、今後約６年間で30～45GWの導入、すなわち、
５～7.5GW/年のペースで導入を継続していくことが必要となる。

⚫ 他方、我が国の国土面積当たりの太陽光導入容量は、既に主要国の中で最大級となっており、特に地上設置
型について、今後の導入余地となり得る適地が減少している。適地減少等を背景に、FIT/FIP制度の認定容
量は足下では減少している一方で、導入コストの低減が進み、FIT/FIP制度によらずに事業を実施する形態
も現れてきている。

太陽光発電の導入状況
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10
※ 導入量は、FIT前導入量5.6ＧＷを含む。 ※ FIT/FIP認定量及び導入量は速報値。
※ 入札制度における落札案件は落札時点の認定量として計上。

導入目標

103.5
~117.6GW

未稼働量

5.1GW

導入量

55.8GW

追加導入量

17.3GW

2019年度末
(エネ基策定時点)

2024年12月末 2030年度

未稼働量

23.9GW

30~45GW

（GW）

導入量

55.8GW

導入量
75.6GW

【太陽光発電の導入状況】



（参考）太陽光発電の導入状況（経年変化）
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⚫ 一般送配電事業者の系統接続済容量等を踏まえて推計したFIT/FIP制度によらない導入量を含めると、
太陽光発電は、直近では、５GW/年程度の追加導入が見られる。

⚫ また、2024年度からは、省エネ法の定期報告において、太陽光等の再エネの自家消費量の報告を求めてお
り、エネルギー多消費事業者における再エネ自家消費量の捕捉が可能となっている2024年度の報告による
と、2023年度の再エネの自家消費量は、 約14億kWh・約2GW（約2,500件）。

（年度）

（GW）
【（参考）太陽光発電の認定量推移】

15.7 

23.8 

10.1 

3.5 
4.7 
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※ 失効済の設備については除外している。
※ 2023年度末時点におけるFIT/FIP認定量及び導入量は速報値。
※ 入札制度における落札案件は落札年度の認定量として計上。

（年度）



⚫ 事業者団体が公表している出荷統計によれば、2024年度の太陽光パネルの国内出荷量は5.5GW。

⚫ FIT/FIP制度による導入量が減少している一方で、太陽光パネルの出荷量は概ね同水準にあることを踏まえると、
FIT/FIP制度によらず事業を実施する形態が増加していると考えられる。

（参考）太陽光発電の導入状況（太陽光パネルの出荷統計）

12

（年度）

(GW)
【太陽電池モジュール国内出荷量】

※一般社団法人太陽光発電協会「出荷統計」より資源エネルギー庁作成
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第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会（2025年５月27日）環境省資料より抜粋

（参考）太陽光発電の導入状況（環境省による自家消費型太陽光発電量の推計①）
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第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会（2025年５月27日）環境省資料より抜粋

（参考）太陽光発電の導入状況（環境省による自家消費型太陽光発電量の推計②）
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【施策】 公共部門の率先実行（6.0GW）
【省庁】 環境省、その他関係府省庁

【導入状況】

【導入量の把握方法】

地方公共
団体

（4.82GW）

政府
（0.002GW）

地方公共団体
（0.189GW）

（GW）

➢ 政府保有施設、独立行政法人等については、毎年度実施する政府実行
計画の実施状況調査で太陽光発電の導入量を調査
※2024年度は導入予定量を調査。

➢ 地方公共団体の保有施設については、毎年度実施する「地球温暖化対策
の推進に関する法律施行状況調査」で太陽光発電の導入量を調査（※）

※2022～2023年度実績と2024年度の導入予定量を調査

独立行政法人等
（0.03GW）

追加的な
取組

6.0GW

2030年度
導入目標

2020～2024年度
の導入量

合計
0.22GW

※2030年度導入目標（6.0GW）の内訳は、エネルギーミックス策定後に、「公共部門等の脱炭素化に
関する関係府省庁連絡会議」等での議論を経て定めたもの。

政府
（0.06GW）

政府
（0.001GW）

地方公共団体
（0.129GW）

独立行政法人等
（0.009GW）

合計
0.1GW

2020～2023年度
の導入量

15

【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【環境省、その他関係府省庁】
➢ 政府保有施設について、政府実行計画に基づく太陽光発電導入目標の達成に向けた導入を実施。

(約0.002GW) 
➢ 公共部門の太陽光発電導入目標達成等に向けて必要な検討や取組の円滑な実施を図るため、

2023年９月に環境省が事務局となり全府省庁を構成員とする「公共部門等の脱炭素化に関する関
係府省庁連絡会議」（以下「連絡会議」という。）を設置し、2024年３月の第２回連絡会議で、
政府保有施設について府省庁ごとの目標（0.06GW）を、地方公共団体の保有施設について関
係省庁で施設種別の導入目標（4.82GW）を設定。

➢ 各府省庁において政府施設における太陽光発電整備計画を策定するとともに、関係省庁において地
方公共団体に対して太陽光発電導入の取組を推進するよう支援予算等をまとめた通知を発出。

➢ 独立行政法人について、政府の取組に準じて導入を実施(約0.03GW)。また、導入目標の設定に
向け、導入ポテンシャル調査を実施。

➢ 地方公共団体の保有施設について、地方公共団体実行計画に基づく取組が進むよう財政支援及び
技術支援を実施。(約0.189GW) 

【課題】目標に向けた着実な導入
➢ 政府施設について、導入目標の達成に向けて、各施設単位での調査を進め、太陽光発電整備計画

を更に具体化しながら予算措置を実施する。(0.06GW)
➢ 公共部門６GWの達成に向け、導入ポテンシャルの把握に関する追加的な取組として、政府施設にお

ける追加的なポテンシャルの再検討や、独立行政法人等のポテンシャルの精査と目標への算入、更
なるポテンシャルの継続的な把握を行う。

➢ 避難施設等への再エネ・蓄電池の導入について、国土強靭化実施中期計画（素案）に位置付け、
2035年度までに追加で3,000箇所を導入すべく取組を加速する。

➢ 政府施設におけるペロブスカイト太陽電池の設置に適した屋根や壁面について精査し、調査結果を踏
まえて、ペロブスカイト太陽電池の導入目標の検討を行う。加えて、地方公共団体向けにペロブスカ
イト太陽電池の導入支援を行う。

➢ 地方公共団体による導入を推進するため、関係省庁において、支援策や助言ツールを活用し、地方
公共団体向け会議等にて、施設ごとの訴求ポイントを踏まえた導入呼び掛けを行っていく。

➢ 公共部門への太陽光導入について、脱炭素先行地域や重点対策加速化事業等で得られた実践的・
具体的なノウハウを積極的に周知・発信する。また、環境省は、これまでの課題を踏まえ地方公共団
体における太陽光発電導入をより促進するため、技術・ノウハウ等の横展開に係る支援を行う。
(4.82GW)

➢ 地方公共団体への専門人材派遣プールを拡充するとともに人材マッチングを強化する。
➢ 副大臣会議や地域脱炭素に関する国と地方の意見交換会等の場を通じて、公共部門の率先実行に

ついて、改めて取組の推進を要請する。
➢ 以上の取組について、連絡会議で着実にＰＤＣＡを回していく。



【施策】 地域共生型太陽光発電の導入（4.1GW）
【省庁】 環境省

【導入状況】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【環境省】
① 地域脱炭素推進交付金
➢ 民生電力部門を中心に2050年を待つことなく、2030年度までに脱炭素と地域課題解決を同時

に実現する脱炭素先行地域及び全国で重点的に導入促進を図る屋根置き太陽光発電、ZEB・
ZEH、EV等の取組を地方公共団体が複数年度にわたり複合的に実施する重点対策加速化事
業の取組を推進。

➢ 脱炭素先行地域づくり事業で88件、重点対策加速化事業で148件採択。（0.18GW）
※採択団体における計画期間全体での導入予定量：1.0GW

② 再エネ促進区域による導入
➢ 2022年度に地域脱炭素化促進事業制度が施行。2025年度に都道府県と市町村が共同で
促進区域を設定できることとする等の改正法が施行。地方環境事務所による伴走支援、各種
技術的支援、ゾーニングに係る財政支援を実施（太陽光32自治体）。

➢ 2025年3月時点で、太陽光に関して、55自治体が促進区域を設定、認定事業が
1件（2.5MW）。

③ 地方公共団体実行計画に基づく取組の推進
➢ 2021年の地球温暖化対策推進法改正により、都道府県・指定都市等以外の市町村について、

地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定を努力義務とし、区域施策編の策定事項と
して、施策目標（再エネ導入目標を含む）を追加。地方公共団体による区域施策編の策定
を後押し。

➢ 地方公共団体実行計画（区域施策編）に基づく再エネ導入施策（単独補助金等）の実施
を後押し。（地方公共団体の単独補助金等による導入：0.9GW）

【導入量の把握方法】

➢ 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交
付金）交付要綱で規定する実績報告

➢ 地方公共団体により公表された認定地域脱炭素化促進事業計画等
➢ 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

(GW)

4.1GW地方公共団体実行計画
に基づく取組の推進

（0.9GW）

地域脱炭素推進交付金
（0.18GW）

2030年度
導入目標

2020～2024年度
の導入量

合計
1.1GW

（注）地域共生型の太陽光発電の関係施策は、
①地域共生型太陽光発電の導入（環境省）（4.1GW）
②地域共生型再エネの導入促進（環境省・農水省）（4.1GW）
である（合計8.2GW）が、このページでは、①をフォローアップ。

※2023年度末現在、再エネ促進区域による導入量は未存在である。
※地方公共団体実行計画に基づく取組の推進は、地方公共団体独自の補助金制度による導入を指す。

【ミックス策定から現在までの取組内容】

地方公共団体実行計画
に基づく取組の推進

（0.4GW）

地域脱炭素推進交付金
（0.08GW）

2020～2023年度
の導入量

合計
0.5GW 地域脱炭素化促進事業

（0.003GW）

【課題①】 地域脱炭素推進交付金の更なる活用
➢ これまでに脱炭素先行地域は88件の提案を採択。令和7年度中に第7回募集を行う予定。
➢ これまでに重点対策加速化事業は148件を採択し、現在新たな採択に向け提案審査中。
➢ 脱炭素先行地域や重点対策加速化事業等で得られた実践的・具体的なノウハウを積極的に周

知・発信。
【課題②】 促進区域における事業創出
➢ 促進区域内における再エネ設備の導入調査に対する財政支援や太陽光の認定地域脱炭素化

促進事業への固定資産税の特例措置を通じて、引き続き認定事業の創出を後押しする。また、地
域脱炭素化促進事業制度の活用に関する誘導措置やインセンティブ強化等の対応を検討する。
加えて、国として案件形成支援の強化を図る。

【課題③】 小規模自治体の支援等
➢ 小規模自治体における、財源や人材の不足等に対応するため、地方公共団体実行計画の策定

支援に加え、都道府県と連携した支援、優良事例の横展開等により、地方公共団体実行計画に
基づく取組の後押し強化を行う。また、地方公共団体への専門人材派遣プールを拡充するとともに
人材マッチングを強化する。 16



【施策】 地域共生型再エネの導入促進（4.1GW）
【省庁】 環境省・農林水産省

【導入状況】

【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【導入量の把握方法】

【環境省】
【課題①】地域共生型の再エネ導入の更なる促進
➢ 以下の取組を通じて、今後更なる地域共生型再エネ（太陽光以外の再エネ種を含む）の導入促進を

進める。
✓ 地域脱炭素推進交付金を通じた再エネ導入（小水力、バイオマス、地熱）
✓ 地域脱炭素化促進事業制度の活用推進
✓ 民間金融と連携したファンドの設置等、脱炭素化支援機構（JICN）による更なる支援
✓ 地域エネルギー会社による地域共生型・地域裨益型で地方創生に資する再生可能エネルギーの導入拡

大や地産地消を推進する仕組みについて検討 等
➢ 営農型太陽光発電について、事業者向けガイドラインを作成する。
➢ 地方公共団体への専門人材派遣プールを拡充するとともに人材マッチングを強化する。
【農林水産省】
【課題②】農山漁村における地域共生型、地産地消型の再エネ導入の更なる促進
➢ 以下の取組を通じて、農山漁村地域の活性化等に資する更なる地域共生型、地産地消型の再エネの

導入を促進する。
✓ 農林漁業を核とした循環経済地域の構築の取組支援
✓ 農林漁業者や市町村等からの問合せに係るワンストップでの受け付け
✓ 再エネ導入に関する専門家による相談対応
✓ セミナー、関係者の人材育成等の開催

【課題③】望ましい営農型太陽光発電の普及拡大及び不適切事案への厳格な対応
➢ 営農に支障が生じるなどの不適切な事例が散見されるなか、推進すべき望ましい営農型太陽光発電の
考え方を整理することで、よりよい取組へと誘導を図る。

➢ R6.4.1に施行した改正農地法施行規則やガイドラインの周知、指導等を通じて営農型太陽光発電
の適正化と基準等の明確化を通じた手続き事務の円滑化を図る。

（GW）

➢ 農山漁村再生可能エネルギー法に基づく導入量（2020～2023年度） 
（農林水産省調査）
➢ 営農型太陽光発電の導入量（2020～2023年度）（資源エネルギー庁調査）

➢ 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」

0
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1
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2

2.5

3

3.5

4

4.5

4.1GW

営農型太陽光発電
（0.06GW）

農山漁村
再エネ法

（0.13GW）

合計
0.3GW

営農型太陽光発電
（0.06GW）

農山漁村
再エネ法

（0.13GW）

合計
0.2GW

【環境省】
➢ 2022年度地域脱炭素化促進事業制度が施行。 2025年都道府県が市町村と共同で促進区
域を設定できるよう改正。地方環境事務所による伴走支援、各種技術的支援、ゾーニングに係

る財政支援を実施。 2025年3月時点で、55自治体が促進区域を設定（うち、水力：４
自治体、バイオマス：５自治体）

➢ 地方公共団体実行計画に基づく再エネ導入施策（単独補助金等）の実施を後押し。(地
方公共団体の単独補助金による導入等。太陽光を除く) (0.12GW）

➢ 株式会社脱炭素化支援機構（JICN）による支援（８件）
【農林水産省】
➢ 農山漁村再エネ法を活用し、農山漁村の活性化、地域の活力の向上に資する地域共生型の再エ

ネ導入を促進。2020～2023年度にFIT/FIP認定された導入件数は８件（うち、太陽光、風
力、水力：各１件、バイオマス：５件）（0.13GW）

➢ 営農型太陽光発電について、2020～2023年度までの導入件数は1,013件（資源エネル
ギー庁調査）（0.06GW）

2030年度
導入目標

2020～2023年度
の導入量

（注）地域共生型の太陽光発電の関係施策は、
①地域共生型太陽光発電の導入（環境省）（4.1GW）
②地域共生型再エネの導入促進（環境省・農水省）（4.1GW）
である（合計8.2GW）が、このページでは、②をフォローアップ。

※上記の「2020～2023年の導入量」には、2019年度末時点でFIT認定済の事業を含む。
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2020～2024年度
の導入量

地域脱炭素推進交付金
（ーGW）

地方公共団体
実行計画に

基づく取組の推進
（0.12GW）



【国土交通省】

➢ 「空港分野におけるCO2削減に関する検討会」を設置（令和3年3月）。
※空港の再エネ拠点化等の空港脱炭素化に向けた取組を推進。

➢ 改正航空法・空港法等が成立（令和4年6月）。
※空港脱炭素化推進計画の認定制度を導入。

➢ 改正法に基づく「航空脱炭素化推進基本方針」を策定（令和4年12月）
※航空の脱炭素化の推進の目標を設定。

➢ 「空港脱炭素化推進のための計画策定ガイドライン（第二版）」及び「空港脱
炭素化事業推進のためのマニュアル（初版）」を作成（令和4年12月）。

➢ 各空港において「空港脱炭素化推進計画」の策定を進め、令和５年12月に成
田、中部、関西、大阪の４空港の推進計画を、さらに令和6年3月には地方自
治体が管理する県営名古屋空港の計画を初認定し、同年4月に国管理の全
27空港の作成を公表。その後も計画の認定等が進み、令和6年度までに、48
空港（計96空港中）にて認定等済み。

0

0.5

1

1.5

2

2.5

【施策】 空港の再エネ拠点化（2.3GW）
【省庁】 国土交通省

【導入状況】
【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【導入量の把握方法】

【課題①】制限区域の活用検討
➢ 未利用地に設置する際の管理方法を整理するとともに、技術開発の動向を踏

まえて、安全性等を確認するための段階的な導入実証を検討する。

【課題②】壁面や設置が困難な屋根等への導入検討
➢ 技術開発動向を踏まえ、導入の可能性を検討する。

※軽量で柔軟なペロブスカイトや、窓や壁面への建材一体型太陽光発電の
 導入可能性を検討。

2030年度
導入目標

2020年度
の導入量

2.3GW

空港周辺
（0.2GW）

空港内
（0.03GW）

（GW）

➢ 各空港管理者等へのアンケートの集計値（2021年3月実施、最新実績は
集約中）。
（※注）各空港の「空港脱炭素化推進計画」の数値の集計値ではなく、全ての空港を

 対象としたアンケート結果に基づく集計値。
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空港周辺
（1.6GW）

空港内
（0.7GW）

合計
0.2GW

※ 2021年度・2022年度・2023年度・2024年度の導入量、空港脱炭素化推進計画に基づく導入量は、
現時点で未確認。

2024年度
の導入量

(集約中)
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【施策】 民間企業による自家消費促進（10.0GW）
【省庁】 環境省

【導入状況】

【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【環境省】
➢ 「民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」を実施し、令和3

年度から令和6年度までの屋根置き太陽光やソーラーカーポートの自家消費型
太陽光発電設備の補助実績として、約0.63GWの導入を支援

➢ また、営農地を活用した太陽光発電設備や建材と一体型の太陽光発電設備等
の導入に関しても、民間企業による自家消費の促進を支援（約0.02GW）

➢ 加えて、PPAモデル等を活用した自家消費型太陽光を含む再エネ導入促進のため
の「はじめての再エネ活用ガイド（2022年3月）」を公表すると共に、「再エネ導
入のためのオンラインセミナー」（延べ参加人数約3,400人）を実施

➢ 加えて、PPAモデル等を活用した自家消費型太陽光を含む再エネ導入促進のため
の「はじめての再エネ活用ガイド（2022年3月）」を公表すると共に、2021年
度より「再エネ導入のためのオンラインセミナー」（延べ参加人数約3,400人）
を実施

➢ デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）を通じ、出力制
御に対する解決策として、昼の電力需要創出に向けたモデル実証を実施。

➢ この他、更なる実態把握に向けた推計を実施。

【導入量の把握方法】

【課題①】民間企業による自家消費型太陽光の導入実績の捕捉
➢ 民間企業による自家消費型太陽光の導入状況については、公的な政府統計が

存在しないため、統計整備の手法も含め検討を進め、実態について精査を行う

【課題②】自家消費型太陽光の導入促進
➢ 初期費用ゼロ型の太陽光発電設備導入の支援、壁・窓と一体となった太陽光発

電設備への支援、住宅・建築物のZEH化・ZEB化への支援等、制度的な対応
も含めて建築物の屋根・壁面等における太陽光発電設備導入を強力に推進

【課題③】自家消費型太陽光・蓄電池の収益性向上等に向けた施策の推進
➢ 補助事業の継続実施を通じて、ストレージパリティの実現に向けた蓄電池の更な

る価格逓減を推進し、自家消費型太陽光・蓄電池の導入加速化
➢ 自家消費型太陽光の導入を進めるための事業上の課題の解決に資するPPAモ

デル等の普及促進

➢ 「民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」による令和3
年度から令和6年度までの、民間企業による自家消費型太陽光発電設備の
導入量は約0.65GW

➢ 補助事業によらない自家消費型太陽光発電の導入量把握に向けた推計
手法について検討し、1.7～3.2GW程度と推計。

【導入状況】

10GW

（GW）

2030年度
導入目標

2020～2024年度
の導入量

1.7~3.2GW
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0.6GW

2020～2023年度
の導入量

0.7GW



【施策】 新築住宅への施策強化（3.5GW）
【省庁】 国土交通省・経済産業省・環境省

【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【設置率の把握方法】

0%

20%

40%

60%

80%

100%

➢ 建築物省エネ法に基づくトップランナー報告及び国交省による実態調査（抽出調査）の結
果・建築着工統計調査に基づく各事業者の設置率を供給シェアで加重平均し算出。

【新築戸建住宅への太陽光発電設備設置率】
国交省・経産省・環境省で連携し、以下の取組を推進。

【国交省】
➢ 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の推進。
➢ 再エネ設備の設置を低炭素建築物の認定要件化、認定低炭素建築物の住宅ローン減税等

における優遇。
➢ 建築物の省エネ性能表示制度の推進。再エネ設備の設置の有無、エネルギー消費性能への

効果を表示。 
➢ 戸建住宅の太陽光発電システム設置に関するQ&Aを策定・公表。
➢ 戸建住宅に係る住宅トップランナー基準として太陽光発電設備の設置に係る2027年度まで

の目標を設定。
➢ フラット35において、ZEH住宅の金利引下げ。
➢ 太陽光パネルによる重量増に対応可能な壁量基準等の見直し。

【経産省】
➢ FIT制度において、事業用太陽光より高い買取価格（2024年度16円/kWh）を設定。
➢ ZEHビルダー/プランナー登録制度に基づくZEH供給実績の評価。
➢ ZEHの普及に向けた補助事業の実施。

【環境省】
➢ ZEH等への支援を通じた太陽光発電設備の普及促進
➢ PPAモデル等の初期費用ゼロ型の太陽光発電設備の導入に関する情報提供
➢ 9割の都道府県が温対法に基づく地方公共団体実行計画において再エネ導入目標を設定。

あわせて、一定程度の都道府県が住宅太陽光に係る目標も設定している。

引き続き、国交省・経産省・環境省で連携し、上記に加え、以下の取組を推進。

【課題①】普及啓発・誘導の加速
➢ ZEHビルダー/プランナー登録制度における事業者に対する表彰制度の創設＜経産省＞
➢ デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）の促進等を通じた住宅の脱

炭素化に関する情報提供。 ＜環境省＞
【課題②】地域ごとの適性を踏まえた太陽光発電設備の設置
➢ 自治体との連絡会議を開催し、先行自治体の取組の横展開を図る。 ＜環境省・国交省＞
【課題③】建物の壁面や耐荷重性の低い屋根など、これまで導入が困難であった場所への導入
➢ 次世代型太陽電池の早期の社会実装に向けて、①量産技術の確立、②生産体制整備、③

需要の創出に三位一体で取り組んで行く。 ＜経産省・環境省＞
【課題④】太陽光発電設備の設置に係る初期コストの低減、重量への構造的対応の必要性、

安定供給の確保（特に更新時）
➢ 次世代型太陽電池の早期の社会実装（再掲） ＜経産省・環境省＞

2030年度2023年度

60.0％

36.5％

20

31.4％

2022年度
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風力発電の導入状況

21

⚫ 洋上風力発電は、足下では、再エネ海域利用法等に基づき、着床式洋上風力発電を中心に、これまでに
5.1GWの案件が形成されたほか、有望区域や準備区域が多数存在しており、2030年目標（5.7GW）に
向けて取組が進展している。

⚫ 陸上風力発電は、2030年目標（17.9GW）に対して、2024年12月末時点の導入量は6.0GW、
FIT/FIP認定済未稼働の容量は10.2GWに達している。

注）再エネ海域利用法、港湾法等に基づく設備容量等を記載。
※ 導入量については、港湾法等に基づき実施している発電事業で稼働済みの設備容量を記載。

導入量

4.2GW

追加導入量 

1.8GW

導入目標

17.9GW

未稼働量

10.2GW
未稼働量

6.8GW

2019年度末
(エネ基策定時点)

2024年12月末 2030年度

11.9GW

※ 導入量は、FIT前導入量2.6ＧＷを含む。
※ FIT/FIP認定量及び導入量は速報値。
※ 入札制度における落札案件は落札時点の認定量として計上。

（GW）

導入量
6.0GW

導入量

4.2GW

【陸上風力発電の導入状況】

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

導入目標

5.7GW

2019年度末
(エネ基策定時点)

2030年度

（GW）

2024年12月末

0.01GW※

5.4GW

導入量及び
公募済容量

5.1GW

0.2GW
（港湾法案件）

1.8GW
（第２R）

事業者選定済

1.7GW
（第１R）

事業者選定済

0.3GW※

1.１GW
（第３R）

事業者選定済

【洋上風力発電の導入状況】



【施策】 環境アセスメントの対象の適正化等（2.0GW）
【省庁】 経済産業省、環境省

【導入状況】 【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【環境省・経産省】
➢ 2021年10月31日に、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令を公布

し、環境影響評価法の対象となる風力発電所の第1種事業の規模を「1万kＷ
以上」から「5万kＷ以上」に、第2種事業の規模を「7,500kW以上1万kW
未満」から「3.75万kW以上5万kW未満」に引き上げる措置を実施。

【導入量の把握方法】
【課題】環境アセスメント対象規模のプロジェクトの、適正な環境配慮と地域との

共生を前提とした着実な導入
➢ 環境アセスメントの着実な実施による環境の保全。
➢ 環境配慮が確保された陸上風力発電の導入を促進するため、環境影響の懸念が
小さい適地へ、事業を立地誘導するための方策を検討。

2030年度
導入目標

2020～2024年度
の導入量

（GW）

➢ 再エネ特措法におけるFIT/FIP認定情報から集計

 ※環境影響評価法の対象事業の規模を引上げ後（2021年10月31日以
降）にFIT/FIP認定を受けた事業のうち、発電出力0.75万kW～5万
kWの案件は、30件・0.8GW 。
これらの案件は、いずれも2020年度～2023年度において未運開
であるため、上記グラフでは「（ー）」としている。
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【施策】 改正温対法による促進（0.6GW）
【省庁】 環境省

【導入状況】

【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【環境省】

➢ 2022年度より地域脱炭素化促進事業制度が施行。制度の利用促進に向け、

✓ 地方環境事務所に地域脱炭素創生室を設置し、地方公共団体の伴走支援を実施。

✓ 「環境アセスメントデータベース」及び「再生可能エネルギー情報提供システム」を通じ

て、再エネポテンシャル情報・環境情報を提供する等、技術的支援を実施。

✓ 促進区域内の再エネ事業に、環境省補助事業の採択における加点措置等を実施。

✓ 風力促進区域設定に向け、これまで25自治体のゾーニングに係る財政支援を実施。

ゾーニングの結果については、各地方公共団体において公表。

➢ 2025年度に都道府県と市町村が共同で促進区域を設定できることとする等の改正
法が施行。

➢ 2025年３月時点で、６自治体（※）が風力促進区域を設定。
※北海道知内町・北海道江差町・北海道せたな町・熊本県球磨村の促進区域における風力発電導入

目標の合計は約0.6GW。

【導入量の把握方法】

【課題①】 促進区域設定に係る市町村の負担軽減・広域連携
➢ 引き続き、地方公共団体によるゾーニングに対して財政支援・伴走支援を実施。ゾー

ニング結果の公表及び促進区域の設定を後押しする。都道府県の関与強化を通じて、
より広域での検討を促し、促進区域設定を加速させる。

【課題②】 促進区域における事業創出
➢ 引き続き、事業者に対して、促進区域内における再エネ設備の導入調査に対する財

政支援を実施する。
➢ 地域脱炭素化促進事業制度の活用に関する誘導措置やインセンティブ強化等の対

応を検討する。加えて、国として案件形成支援の強化を図る。
➢ 地方公共団体により公表された認定地域脱炭素化促進事業計画等。
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0.6
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1

(GW)

0.6GW   

（ー）

2030年度
導入目標

2020～2024年度
の導入量

23



0

0.5

1

1.5

2

2.5

【施策】 系統増強等（陸上風力発電）（2.0GW）
【省庁】 経済産業省

【導入状況】 【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【経済産業省】
➢ 広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）の策定（令和5年3月）
➢ GX脱炭素電源法（令和5年5月成立）による資金調達の環境整備
➢ ノンファーム型接続の導入による、再エネの円滑な系統接続
➢ 再エネ出力制御の抑制に向けた、新たな対策パッケージの取りまとめ（令和5年

12月）
➢ 地内系統の計画的な整備に向けた制度面の検討
➢ 長距離海底直流送電システム実用化に向け、令和３年度補正予算（50億円）

等により、北海道本州間連系設備（日本海ルート）における海底地形等の実地
調査を実施し、整備に向けた検討を加速

➢ 地域間連系線の整備に向けた計画等の策定及び整備（計12.2GW）
• 東北東京間連系線増強、北海道本州間連系設備増強、東京中部間連

系設備増強（2.1GW→3GWへの運用容量拡大）の工事着工（計
6.2GWの運用容量拡大）

• 中部関西間連系線増強に向けた基本要件の決定及び事業実施主体等
の決定（約3GWの運用容量拡大）

• 中国九州間連系設備増強に向けた基本要件の決定（1GWの運用容量
拡大）

• 北海道本州間連系設備（日本海ルート）増強に向けた基本要件の決
定（2GWの設備容量拡大）

【導入量の把握方法】

2030年度
導入目標

2020～2024年度
の導入量

2.0GW

（GW）

➢ 2020～2023年度に運用容量を拡大した地域間連系線として、東京中部連
系設備（1.2GW→2.1GWの0.9GW（※）分を増強）があるが、同連系
設備の増強が大規模電源停止リスクへの対応を想定したものであったことや、
その寄与は陸上風力発電設備の運転開始の状況にもよるところ、本増強だけ
をもって陸上風力発電導入量を直接的に定量分析することは困難。

（※）一般的には、運用容量を決定する系統の制約要因が異なるため、運用
 容量は順方向と逆方向の潮流で異なる場合があるが、ここでは両方向
を比較してより大きい運用容量を導入量として採用。

【課題①】大規模な地域間連系線等の整備における資金調達
➢ 大規模な地域間連系線の整備に関するファイナンスの在り方等についての

検討を深めていく。
➢ 地内系統の計画的な整備に向けた制度面の検討を進める。

【課題②】系統混雑に伴うノンファーム電源の出力制御の発生を見据えた、混雑管理
  手法の在り方

➢ 今後の混雑管理に向けて、各電源種に対応可能な出力制御機器の仕様の検
討や、必要な系統情報の公開・開示を推進していく。

➢ 中長期的には市場主導型の混雑管理手法についても検討を深めていく。

【課題③】海底直流送電に関する技術開発
➢ 令和5年度から実施しているNEDO事業により、海底直流送電の敷設に必要な敷

設船の設計、防護工法に関する技術開発を進める。

（ー）
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【施策】 系統増強等（洋上風力発電）（2.0GW）
【省庁】 経済産業省

【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【経済産業省】
➢ 広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）の策定（令和5年3月）
➢ GX脱炭素電源法（令和5年5月成立）による資金調達の環境整備
➢ ノンファーム型接続の導入による、再エネの円滑な系統接続
➢ 再エネ出力制御の抑制に向けた、新たな対策パッケージの取りまとめ（令和5年

12月）
➢ 地内系統の計画的な整備に向けた制度面の検討
➢ 長距離海底直流送電システム実用化に向け、令和３年度補正予算（50億円）

等により、北海道本州間連系設備（日本海ルート）における海底地形等の実地
調査を実施し、整備に向けた検討を加速

➢ 地域間連系線の整備に向けた計画等の策定及び整備（計12.2GW）
• 東北東京間連系線増強、北海道本州間連系設備増強、東京中部間連

系設備増強（2.1GW→3GWへの運用容量拡大）の工事着工（計
6.2GWの運用容量拡大）

• 中部関西間連系線増強に向けた基本要件の決定及び事業実施主体等
の決定（約3GWの運用容量拡大）

• 中国九州間連系設備増強に向けた基本要件の決定（1GWの運用容量
拡大）

• 北海道本州間連系設備（日本海ルート）増強に向けた基本要件の決
定（2GWの設備容量拡大）

【課題①】大規模な地域間連系線等の整備における資金調達
➢ 大規模な地域間連系線の整備に関するファイナンスの在り方等についての

検討を深めていく。
➢ 地内系統の計画的な整備に向けた制度面の検討を進める。

【課題②】系統混雑に伴うノンファーム電源の出力制御の発生を見据えた、混雑管理
  手法の在り方

➢ 今後の混雑管理に向けて、各電源種に対応可能な出力制御機器の仕様の検
討や、必要な系統情報の公開・開示を推進していく。

➢ 中長期的には市場主導型の混雑管理手法についても検討を深めていく。

【課題③】海底直流送電に関する技術開発
➢ 令和5年度から実施しているNEDO事業により、海底直流送電の敷設に必要な敷

設船の設計、防護工法に関する技術開発を進める。

【導入量の把握方法】

➢ 2020～2023年度に運用容量を拡大した地域間連系線として、東京中部連
系設備（1.2GW→2.1GWの0.9GW（※）分を増強）があるが、同連系
設備の増強が大規模電源停止リスクへの対応を想定したものであったことや、
その寄与は洋上風力発電設備の運転開始の状況にもよるところ、本増強だけ
をもって洋上風力発電導入量を直接的に定量分析することは困難。

（※）一般的には、運用容量を決定する系統の制約要因が異なるため、運用
 容量は順方向と逆方向の潮流で異なる場合があるが、ここでは両方向
を比較してより大きい運用容量を導入量として採用。

0

0.5

1

1.5

2

2.5

【導入状況】

2030年度
導入目標

2020～2024年度
の導入量

（GW）

2.0GW
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【施策】 ハンズオンサポートの実施等（再エネ海域利用法に基づく案件形成と公募の実施）（2.0GW）
【省庁】 経済産業省、国土交通省、環境省

【導入状況】

【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【経産省・国交省】
➢ 「洋上風力産業ビジョン」（2020年、官民協議会）において、政府として2030年

10GW、2040年30～45GWの案件形成目標を設定。
➢ 現在、再エネ海域利用法に基づき、沿岸海域における着床式を中心に、年平均

1GW超のペースで10箇所の促進区域を創出（合計4.6GW）。
➢ 2022年5月にJOGMEC法を改正し、JOGMECがセントラル方式の一環と

して、設備の基本設計に必要な風況や地質構造の調査を実施する業務を追
加。現在、6区域において調査を実施中。

【導入量の把握方法】

【課題①】案件形成の加速化
➢ 再エネ海域利用法の対象範囲を、現行の領海からEEZまで拡大する改正法案

について今国会で審議中。法案成立後、運用ルール等を整備していく。
➢ EEZにおいてもJOGMECによるセントラル調査（風況・海底地盤等）を実施し

ていくとともに、その実施体制の強化を図る。
➢ 改正法案の中で、環境面について、EEZも含め国が環境調査を行い、併せて事

業者による環境アセス手続を合理化する改正事項を盛り込み、環境保全を図り
つつ円滑な事業を促進していく。

➢ 浮体式洋上風力の案件形成目標等を含む戦略を策定することで、国内外から更
なる投資を呼び込む魅力的な市場を創出していく。

【課題②】研究開発・実証
➢ グローバルな課題である、コストを抑えつつ量産化する技術等の確立に向けて、研

究開発・大規模実証を実施するとともに、欧州を中心とした有志国とグローバル
に連携し、規格・国際標準等に関する議論を推進。

【課題③】人材育成
➢ 地域における人材育成拠点の整備を推進。加えて、産業界による人材育成枠

組を構築し、大学・高専等の教育研究機関と広く連携。

【課題④】サプライチェーン構築
➢ 浮体式等洋上風力について、GXサプライチェーン補助金を活用し、事業者の設

備投資を支援。

2030年度
導入目標

2020～2024年度
の導入量

（GW）

➢ 再エネ海域利用法に基づく案件のうち、運転開始済の案件のみを計上。
➢ なお、再エネ海域利用法の公募における選定事業者の計画のうち、2030
年までに運転開始を計画している案件の出力の合計は、第1ラウンド
（1.7GW）、第2ラウンド（1.8GW）及び第3ラウンド（1.1GW）
の合計４.６GW。

※その他、港湾法等に基づき、合計0.5GWのプロジェクトが進行しており、洋
上風力全体で合計5.1GWの案件を形成。
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地熱発電の導入状況

⚫ 地熱発電については、JOGMECによる先導的資源量調査を2020～2023年度で全国延べ82件（地表調
査74件、掘削調査8件）で実施するなどしてきたが、新規導入量が少なく、足下の導入容量は0.6GW。

⚫ 調査/掘削や地元調整などの事業開発に長期間を要すると想定される中で、2030年目標（1.5GW）との
乖離が見られる状況となっている。

※ 導入量は、FIT前導入量0.5GWを含む。
※ FIT/FIP認定量及び導入量は速報値。
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【地熱発電の導入状況】
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【施策】 JOGMECによるリスクマネーの供給・先導的資源量調査や掘削技術開発の成果の共有等を実施（0.3GW）
【省庁】 経済産業省、環境省

【導入状況】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【経産省】
➢ 令和６年度当初予算において、地熱発電に向けた資源量調査や理解促進、

技術開発等事業（121億円）を実施等、継続した支援政策を実施。
➢ 2020～2024年度の間で、JOGMECにて地熱ポテンシャルを確認するため自

然公園を除く地域にて地表調査（6件）とボーリング調査（9件）を実施し、
調査結果を事業者に提供。

➢ 2020～2024年度の間で、JOGMECにて事業者が行う地表調査・掘削調査
について41件の助成支援を実施。

➢ JOGMECにて、地熱発電における開発リスク低減に向けた技術開発を実施。
2020～2024年度の間で、11件の技術の実証及びガイドライン・報告書を公
表。また、そのうち4件の技術が実際の現場にて実装。

【導入量の把握方法】 【課題①】初期段階の開発リスク低減
➢ 事業者にとって最も開発ハードル・リスクが高い地表・掘削調査に対する

JOGMECによるリスクマネーの供給など開発初期段階における支援を重点的
に実施。

【課題②】地熱開発特有の諸課題への対応
➢ 「地熱開発加速化パッケージ」に沿って、地熱連絡会を設置し、ステークホルダー

の理解醸成、掘削コストの高騰や高い掘削リスク、温泉法や自然公園法・森林
法といった規制など、地熱開発における課題を関係省庁が連携して、解決に向
けて官民で議論を実施。

➢ 2020～2024年度の再エネ特措法におけるFIT/FIP導入量のうち、自然
公園内を除いたものを合計して算定。

➢ なお、2020～2024年度の間、JOGMEC地熱ポテンシャルを把握するため
のボーリング調査（自然公園内以外で９件（3.9万kW相当））を実施し
ている（未運転開始のため上記の導入量には含めていない）。

0.3GW

0.01GW

2020～2023年度
の導入量

2030年度
導入目標

(GW)

【ミックス策定から現在までの取組内容】

※上記の「2020～2023年の導入量」には、2019年度末時点でFIT認定済の事業を含む。
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【施策】 自然公園内を中心とした、JOGMEC自らが行う「先導的資源量調査」の実施等（0.5GW）
【省庁】 経済産業省、環境省

【経産省】
➢ 令和６年度当初予算において、地熱発電に向けた資源量調査や理解促進、

技術開発等事業（121億円）を実施等、継続した支援政策を実施。
➢ 2020～2024年度の間で、JOGMECにて地熱ポテンシャルを確認するため自

然公園内にて、地表調査（60件）とボーリング調査（3件）を実施し、調査
結果を事業者に提供。

【環境省】
➢ 令和3年９月に自然公園法及び温泉法の運用見直しを行い、国立・国定公

園内の地熱開発の取扱い通知及び温泉資源の保護に関するガイドライン
（地熱発電関係）を改正。また、全国の地熱資源の豊富な地域の地方環境
事務所等に、地熱発電に特化した専門官を配置し、地域共生型の地熱開発
の推進に繋げる。

【課題①】地熱ポテンシャルの把握
➢ 国立・国定公園など自然公園内を中心とした、資源量調査が未実施の地点を

重点的に調査し、地熱ポテンシャルの調査結果を事業者に提供するとともに、事
業化につなげる。

➢ 「地熱開発加速化パッケージ」に沿って、地熱フロンティアプロジェクトを通じて関
係省庁が連携し、自然公園内等の有望エリアでの開発促進に向けて、
JOGMEC自らが噴気試験までを含む資源調査を実施して、初期の開発リスク
の低減につなげる。

【課題②】関係法令の適切な運用等
➢ 運用を見直した関係法令の適切な運用等を通じ、自然公園における地域との

合意形成の促進や自然環境との調和が図られた優良事例の件数の増加に繋
げる。
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【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【導入量の把握方法】

【ミックス策定から現在までの取組内容】
(GW) 【導入状況】

➢ 2020～2024年度の再エネ特措法におけるFIT/FIP導入量のうち、自然
公園内のものを合計して算定。

➢ なお、2020～2024年度の間、JOGMEC地熱ポテンシャルを把握するため
のボーリング調査（自然公園内で３件（９万kW相当））を実施している
（未運転開始のため上記の導入量には含めていない）。
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【施策】 旧ミックス達成に向けた施策強化 ※50億kWh
【省庁】 経済産業省、環境省

【経産省】
➢ 令和６年度当初予算において、地熱発電に向けた資源量調査や理解促進、

技術開発等事業（121億円）を実施等、継続した支援政策を実施。
➢ 地熱発電事業において、地元関係者の理解促進に向けて、地熱開発モデル地

区、シンポジウム、地方自治体地熱研究会、人材育成などを通じた地熱事業の
広報活動を実施。

➢ 世界でまだ社会実装されていない新たな発電方法である超臨界地熱発電等の
発電方法の確立に向けた研究を実施。

【課題①】地熱推進のための広報活動
➢ 地熱発電事業において、地元関係者（特に温泉事業者等）の理解促進に向

けて、地熱（熱水）を利活用した発電事業等のメリットや具体的な地域貢献等、
地熱発電との共存共栄のイメージを伝えるため、広報活動及び実証的な地熱
活用事業への支援等を通じて、更なる理解醸成を図る。

【課題②】技術開発の促進
➢ 超臨界地熱発電等の新たな発電方法など、抜本的な地熱発電の導入拡大に

向けて、実際に調査井掘削など実証段階の技術開発に移行し、社会実装に向
けてより具体的な技術開発を進めていく。

➢ 「地熱開発加速化パッケージ」に沿って、次世代型地熱推進官民協議会を設置
し、次世代型地熱技術の開発および早期の国内実証を目指し、具体的なロー
ドマップを策定していく。

➢ 2020～2024年度に再エネ特措法に基づくFIT/FIP認定を受けたリプレー
ス事業での増出力分（2,000kW）について、設備利用率74.8％と仮定
して発電量を算定。

2020～2023年度
の導入量

2030年度
導入目標

50億kWh

0.1億kWh

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【導入量の把握方法】

【ミックス策定から現在までの取組内容】
【導入状況】(億kWh)
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2020～2024年度
の導入量

0.1億kWh
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中小水力発電の導入状況

⚫ 中小水力発電については、直近の約４年間で0.2GWの導入量があり、また、FIT/FIP認定済の未稼働量
も0.3GW存在している。

⚫ 残された開発可能地点が奥地化し、開発期間も長期化する傾向がある中で、2030年目標（10.4GW）の
実現には、今後約６年間で0.4GWの導入が必要である。

31

※ 導入量は、FIT前導入量9.6ＧＷを含む。
※ FIT/FIP認定量及び導入量は速報値。

【中小水力発電の導入状況】

2019年度末
(エネ基策定時点)

2024年12月末 2030年度

導入量

9.8GW

追加導入量 0.2GW

導入目標

10.4GW

未稼働量

0.3GW

未稼働量

0.2GW

0.4GW

（GW）

導入量
10.0GW

導入量

9.8GW



【施策】 既存設備の最適化・高効率化/長時間流入量予測技術の活用等による効率的な貯水池運用の実施（80億kWh）
【省庁】 経済産業省・国土交通省

【導入状況】 【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【経済産業省】
➢ 既存設備有効活用支援事業において、既存設備の出力向上や、レジリエンス

向上等の工事を支援。また、同事業において、既存設備の余力調査やデジタル
技術や流入量予測システム等を用いた貯水池の運用高度化に係る調査を支援。
（1.0億kWh増）

➢ 民間等による既存設備の更新・運用改善等が進展。（2.9億kWh増）
➢ 令和３年４月に「水力発電設備における保安管理業務のスマート化技術導入

ガイドライン」を策定。ICT、IoT等による設備の遠隔保守を促進し、保守･点検
業務の効率化により、発電停止期間の短縮･発電電力量の増加といった効果が
見込まれる。

【国土交通省】
➢ 国土交通省及び水資源機構が管理している多目的ダムにおいて、最新の気象

予測技術を活用したダムの運用高度化の試行を2022年度から実施。（0.2億
kWh増（2024年度実績））

【導入量の把握方法】
【課題①】既存設備のリプレース等による最適化・効率化
➢ 引き続き、既存設備の出力向上やレジリエンス向上等の調査・工事を支援。

【課題②】デジタル技術や運用改善等による効率的な貯水運用
➢ 発電ダムの運用改善。
➢ 最新の気象予測技術を活用したダムの運用高度化の取組を実施可能な全て

のダムに拡大。
➢ 流域単位での水力発電の増強等に取り組む流域総合水管理を推進。

（億kWh）

➢ 以下の合計により算出。
• 補助事業（既存設備有効活用支援事業）の実績報告書に基づくもの
• 業界団体等（電気事業連合会、公営電気事業経営者会議、水力発

電事業懇話会、大口自家発電施設者懇話会水力発電委員会）を対
象としたアンケート調査に基づくもの

• ダムの運用高度化の試行実績（2024年度）に基づくもの

1億kWh

80億kWh

2.9億kWh

0.1億kWh 0.2億kWh
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2030年度
導入目標

2020～2024年度
の導入量

3.8億kWh
既設設備

支援

民間等
既設更新等

多目的ダムの
運用高度化
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多目的ダムの
運用高度化

民間等
既設更新等

既設設備
支援4.1億kWh

0.9億kWh

2.8億kWh

2020～2023年度
の導入量



【施策】 旧ミックス達成に向けた施策強化（50億kWh）
【省庁】 経済産業省・国土交通省・農林水産省

【導入状況】 【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【導入量の把握方法】 【課題①】既存ダムのかさ上げ等
➢ 多目的ダムのかさ上げ等に合わせた発電電力量の増加。

【課題②】発電未利用ダムへの発電施設の設置
➢ 多目的ダムにおける発電施設の設置。
➢ 農業用ダム等における発電施設の設置。

【課題③】その他施設への発電施設の設置
➢ 農業水利施設、水道施設、工業用水道施設、下水道施設等における発電機

の設置。

（億kWh）

【経済産業省】
➢ 既存ダムへの発電機の設置などの内容を含む、水循環政策における再エネの導

入促進に向けたロードマップの策定。
➢ 発電未利用ダムへの発電施設の設置について、発電ポテンシャル調査を実施。
➢ 水循環政策等における再エネ導入の促進による、工業用水道施設における発

電施設の設置。

【国土交通省】
➢ 水力発電の導入促進による、発電未利用の多目的ダムにおける発電施設の設

置。（0.05億kWh）
➢ 水循環政策等における再エネ導入の促進による、水道施設における発電施設

の設置。

【農林水産省】
➢ 農業農村整備事業による農業水利施設における発電施設の設置。（0.25億

kWh）

0.05億kWh

50億kWh

0.25億kWh

0

20

40

60

2030年度
導入目標

2020～2023年度
の導入量

多目的ダム
発電施設の設置

農業水利施設
発電施設の設置

0.3億kWh

➢ 以下の合計により算出。
• 発電未利用の多目的ダムにおける発電施設の設置実績に基づくもの
• 農業水利施設における発電施設の設置実績調査に基づくもの

※上記の「2020～2023年度の導入量」には、2019年度末時点でFIT認定済の事業を含む。
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多目的ダム
発電施設の設置

農業水利施設
発電施設の設置

0.2億kWh

0.19億kWh

0.05億kWh

2020～2024年度
の導入量
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バイオマス発電の導入状況

⚫ バイオマス発電については、直近の導入量が8.1GWとなっており、現時点で、2030年目標（8.0GW）を
超える導入が実現している。

⚫ 大規模事業は、2017年度～2018年度頃に再エネ特措法に基づく認定量が急増したが、直近のFIP入札
における入札量がゼロとなるなど、近年では、新規の案件組成が見られない状況が継続している。

⚫ 中小規模事業は、2012年のFIT制度開始以降、地域の木材等を有効に利活用しながら、緩やかに継続的
な導入拡大が進んでいるが、近年では、燃料の需給が逼迫しており、事業の安定継続が課題となっている。
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※ 導入量は、FIT前導入量2.3ＧＷを含む。
※ FIT/FIP認定量及び導入量は速報値。
※ 入札制度における落札案件は落札年度の認定量として計上。

（GW）

2019年度末
(エネ基策定時点)

2024年12月末 2030年度

導入量

4.5GW

追加導入量

3.6GW

導入目標

8.0GW

未稼働量

2.6GW

未稼働量

6.3GW

導入量

4.5GW

導入量
8.1GW
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【施策】 国産木質バイオマス利活用の拡大やバイオマス燃料の持続可能性確保（0.08GW）
【省庁】 経済産業省・農林水産省

【経済産業省・農林水産省】

➢ 森林・林業基本計画（2021年6月閣議決定）に基づき、森林資源の保続が
担保された形での国産木質バイオマスの利用を促進。

➢ 2021年度から「木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム
構築支援事業」を実施し、林野庁とも連携し、建材用途と競合しない木質バイ
オマスの植林・伐採等を実証。

➢ バイオマス持続可能性WGにおいて、バイオマス燃料の持続可能性確保について
議論を進め、ライフサイクルGHG排出量基準の策定等を行い、 2023年度から
制度運用を開始。

【課題①】国産木質バイオマス燃料の安定供給
➢ 国産の未利用木質資源の有効活用に向けて、未利用となる枝等の活用や、林

地残材の効率的な収集・運搬システムの構築を推進。

【課題②】国産木質バイオマス燃料のポテンシャル拡大
➢ 木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業

の事業成果の普及により、燃料材の資源量増加を目指す。

【課題③】バイオマス燃料のライフサイクルGHGを含めた持続可能性の確保
➢ ライフサイクルGHG排出量基準の適用や自主的取組の促進等による持続可能

性確保の推進。

【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【導入量の把握方法】

➢ 国産木質バイオマス（燃料材）の2019年生産量実績（693万㎥）から、
2023年生産量実績（1,132万㎥）までの増加量は、439万㎥。

➢ この増加量について、エネルギーミックスが想定する木材量当たりの発電容量
（木材10万㎥あたり4,000kW）で換算して算定。

【導入状況】（GW）

0.08GW

0.18GW

2030年度
導入目標

2020～2024年度
の導入量

※上記の「2020～2023年度の導入量」 及び「2020～2024年度の導入量」には、2019年度末時点で
FIT認定済の事業を含む。
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0.13GW

2020～2023年度
の導入量



【施策】 廃棄物発電の導入加速（0.6-0.7GW）
【省庁】 環境省

【ミックス策定から現在までの取組内容】

【更なる導入拡大に向けた課題と今後の取組】

【環境省】
➢ 廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業を通じた支援を

実施（2020年度以降、15件以上実施）するとともに、循環型社会形成推進
交付金等を通じて廃棄物発電などのエネルギー回収型廃棄物処理施設の整

備に係る支援を行った。

➢ 令和２年度より「廃棄物処理×脱炭素化によるマルチベネフィット達
成促進事業」を実施（毎年8～10件程度）。これにより、高効率な廃熱
のエネルギー回収や廃棄物燃料製造の廃棄物処理にかかる設備導入に
対して事業経費の一部を補助を実施した。2023年度完成したエネル
ギー回収事業は4件、廃棄物燃料製造事業は2件となった。

【導入量の把握方法】

【課題①】人口減少などによる廃棄物量の減少
➢ 廃棄物の量が減少する中、3R+Renewableの取組によってもなお残る焼却せ

ざるを得ない廃棄物からのエネルギー回収を推進するため、循環型社会形成推
進交付金等を通じ、エネルギー回収型廃棄物処理施設の整備に係る支
援を引き続き行う。

【課題②】焼却処理施設の発電能力の向上
➢ 廃棄物処理の広域化や施設の集約化の推進による施設の大規模化等を通し

て、焼却処理施設の発電能力を向上させるとともに、エネルギー回収効率のより
高い施設整備について、引き続き循環型社会形成推進交付金や令和７年度
以降は地域共生型廃棄物発電等導入促進事業を活用し支援する。

➢ 一般廃棄物処理事業実態調査及び産業廃棄物処理施設状況調査報告
書より、新たに使用開始した焼却施設等の発電容量からバイオマス比率を
用いて推計。

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

【導入状況】

2030年度
導入目標

2020年度~2023年度
の導入量
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（GW）

0.05 GW

2020年度~2022年度
の導入量

0.01GW
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１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性

37



第７次エネルギー基本計画（抄）

38

（イ）地域との共生

（ｂ）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化

 2024年に施行された改正再エネ特措法に基づき、地域住民との適切なコミュニケーションを図るため、説明会の開催等による
周辺地域の住民への事業内容の事前周知を認定基準とした。また、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する関係法令
違反を早期に是正するため、違反事業者等に対してFIT・FIP交付金を一時停止する措置を導入した。併せて、森林法におけ
る林地開発許可等、災害の危険に直接影響を及ぼし得るような土地開発に関わる許認可について、2023年10月から、再エ
ネ特措法の認定手続を厳格化し、FIT・FIP認定申請の要件とした。

 さらに、2023年に施行された改正電気事業法に基づき、小規模な太陽光発電設備に技術基準の適合維持義務を課す等
の規律強化を行った。

これらの措置等を実効的に講じるため、2024年度から、全国の再生可能エネルギー発電施設に対して現地調査を行う体制を
構築する等、執行体制の強化を図っており、引き続き、適正に対応する。

（ｃ）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進

 全国の地方公共団体を対象とした連絡会等を開催するなど、地方公共団体との連携を強化し、地域と共生した再生可能エ
ネルギーの導入を図る地方公共団体の条例の策定等を促進する。



①許認可の認定
申請要件化

➢森林法や盛土規制法等の災害の危険性に直接影響を及ぼし得るような土地開発に関わる許認可について、
許認可取得を再エネ特措法の申請要件とするなど、認定手続厳格化。

②違反防止・
早期解消

➢違反の未然防止・早期解消を促す仕組みとして、事業計画や関係法令に違反した場合にFIT/FIP交付金を留
保する措置といった再エネ特措法における新たな仕組みを導入。認定取消しの際の徴収規定の創設。

➢これまでに森林法、農地法、盛土規制法違反等の太陽光発電事業（計379件）に対して、一時停止措置を講
じた。森林法違反の４件については違反状態が解消されたことが確認できたため、措置を解除。

③廃棄等費用へ
の対応

➢2022年7月から廃棄等費用の外部積立てを開始。事業者による放置等があった場合、廃棄等積立金を活用。

➢2030年代半ば以降に想定される使用済太陽光パネル発生量ピークに計画的に対応するためパネル含有物質の情
報提供を認定基準に追加する等の対応を実施。使用済太陽光パネルの大量廃棄を見据え、リユース、リサイクル及び
最終処分を確実に実施するための制度検討を連携して進めていく。

④住民との丁寧な
コミュニケーション

➢再エネ特措法の申請において、説明会の開催など周辺地域への事前周知の要件化（事業譲渡の際の変更認定
申請の場合も同様）。事前周知がない場合には認定を認めない。

不十分な管理で放置されたパネル 景観を乱すパネルの設置柵塀の設置されない設備土砂崩れで生じた崩落

＜地域でトラブルを抱える例＞

地域と共生した再エネ導入のための事業規律強化（2024年再エネ特措法改正等）
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※直近では、本年５月に、大規
模事業を含む森林法違反の 
太陽光発電事業（９件）に
対する交付金の一時停止措置
を実施。
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＜これまでに実際に現地調査で見つかった不適切事案＞

⚫ 2024年度には、事業規律違反や関係法令違反が疑われる不適切案件に対する現地調査（全国1,300
件）を実施。そのうち、約1,000件に行政指導等を実施している。

（※）なお、2024年３月26日付けで、総務省から「太陽光発電設備等の導入に関する調査」を踏まえ、トラブル等の未然防
 止に向け、発電設備への現地調査を強化すること等が勧告された。上記の現地調査は、こうした勧告等を踏まえたもの。

⚫ 現地調査等を通じて違反の実態が確認された場合には、保安監督部、関係省庁、自治体にプッシュ型で情
報提供を行うとともに、事案に応じて、再エネ特措法に基づく指導・FIT/FIP交付金の一時停止・認定取消
し等の措置を厳格に講じていく。

管理不十分な状態で下草に覆われたパネル 基礎が露出し浮いている太陽光発電設備

（参考）不適切案件に対する現地調査の強化の状況

盛土が大きく崩落した太陽光発電設備



分散型電源のサイバーセキュリティ対策について
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⚫ 第87回電力・ガス基本政策小委員会（2025年3月31日）では、小規模太陽光発電設備（※1）の
PCSについて、系統連系手続におけるサイバーセキュリティ対策の確認として、IoT製品のセ
キュリティ機能を評価・可視化するJC-STAR★１制度（※2）が活用できないか、同制度の普及状
況を踏まえつつ、官民で連携して検討していくこととされた。併せて、小規模太陽光発電設備に
限らない分散型電源においてJC-STAR★1制度を活用できないか検討していくこととされている。

⚫ さらに、分散型電源固有の脅威や特性、PCSに必要な機能を考慮したPCS独自の★2以上の適合
基準の整備についても併せて検討していくこととされた。

⚫ なお、関連する取組として、分散型電源を管理するアグリゲーターが行うセキュリティ対策の強
化として、今年５月に、ERABサイバーセキュリティガイドラインの改定が行われている。

(※1) 電気事業法上、サイバーセキュリティ確保に特化した明確な技術基準適合義務が規定されていない50kW未満の太陽電池発電設備（一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物
に該当する太陽光発電設備）を指す。
(※2) IPA「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度（JC-STAR）」 https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html
(※3) 出典：第87回電力・ガス基本政策小委員会（2025年3月31日）資料７

JC-STAR制度の概要（※3）

https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html


１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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第７次エネルギー基本計画（抄）
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（イ）地域との共生

（ｃ）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進

 加えて、地球温暖化対策推進法に基づく地域脱炭素化促進事業制度により、促進区域の設定及び地域共生型の再生可
能エネルギーの導入を推進するため、人材・情報・資金の観点での地方公共団体への支援を強化し、制度の一層の活用を進
める。国は、少なくとも100箇所の地域で、2025年度までに脱炭素先行地域を選定し、地方創生に資する脱炭素化の先行的
な取組を2030年度までに実現するとともに、全国各地で、地方公共団体が複数年度にわたり複合的に実施する屋根設置太
陽光発電などの自家消費・地域消費型の再生可能エネルギー、蓄電池、ZEB・ZEH、EV等の導入を重点的に加速させる。

   災害の激甚化が進む中で、各地域における国土強靱化の観点も踏まえ、防災力・レジリエンスの強化に資する避難施設・防災
拠点等の公共施設等への再生可能エネルギー及び蓄電池の導入を積極的に推進する。
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脱炭素先行地域の選定自治体
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋
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重点加速化事業の計画策定状況
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋



（参考）地域脱炭素推進交付金
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環境省提供資料



47

第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋

温対法に基づく地域脱炭素化促進事業制度（促進区域の設定状況①）
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温対法に基づく地域脱炭素化促進事業制度（促進区域の設定状況②）

第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋
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温対法に基づく地域脱炭素化促進事業制度（促進区域の設定状況③）

第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋
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（参考）地域脱炭素化促進事業制度活用促進のための取組
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋



51

地域脱炭素を通じた地域共生型再エネの導入
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋
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地域脱炭素化促進事業制度に関する課題と対応
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋
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地域脱炭素に関する今後の取組方針
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋
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（イ）地域との共生

（ｄ）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化

 再生可能エネルギー発電設備の適正な廃棄等を担保するため、事業用太陽光発電設備の廃棄等費用について、2022年
７月から、原則として源泉徴収的な外部積立てを求めており、本制度を着実に運用していく。

 また、太陽光パネルについて、2030年代後半以降の排出量の増加に対応するため、リユース・リサイクル・廃棄処分が徹底し
て行われるよう、義務的リサイクル制度を含めた新制度の構築に向けて検討を進める。



⚫ 発電事業実施後の適正な廃棄・リサイクルに対する地域の懸念が高まっている。

⚫ 廃止された太陽光発電設備が事業実施後に不適切に管理又は放置された場合、ガラス面の破損等の状況

によっては、感電や飛散、含有物質の流出等が発生する可能性がある。
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適正な廃棄・リサイクルへの懸念

資源エネルギー庁の情報提供フォームに寄せられた主な相談内容（2024年3月時点）

懸念の種類 内容

故障・管理不全 パネルが一部破損したまま廃棄・修繕されていない。

有害物質 台風等の災害時に鉛等の有害物質が流出しないか懸念。

将来の懸念

個人の事業者であるため、20年後に適正に廃棄されるのか心配。

事業者からの説明が不十分であるため、不信感が強く、将来廃棄される
か懸念。

※相談全体の約9割は太陽光に関するもの

419

404

201

143

112

244

適正な事業実施（柵塀・標識、メンテナンス、廃棄等）

地元理解（対話不足、関係法令・条例違反等）

安全確保（構造強度不足、パネル飛散等）

分割・土地権原

国民負担増（未稼働措置逃れ、太陽光無断増設）

その他

土砂崩れで生じた崩落

不十分な管理で放置されたパネル



⚫ 太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを担保するため、エネルギー供給強靱化法による改正再エネ特措法
（2020年６月成立）において、10kW以上の事業用太陽光発電設備の廃棄等費用の積立制度について
措置。原則、源泉徴収的な外部積立てを行うこととしている。

⚫ 積立時期は、調達期間/交付期間の終了前10年間（20年間の調達期間のうち、後半の10年間）となっ
ており、FIT制度開始から10年が経過する2022年７月に、最も早い事業の積立てが始まっている。

太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度

原則、源泉徴収的な外部積立て

♦ 対 象：10kW以上すべての太陽光発電（複数太陽光発電設備設置事業を含む。）の認定案件

♦ 金 額：調達価格/基準価格の算定において想定してきている廃棄等費用の水準

♦ 時 期：調達期間/交付期間の終了前10年間

♦ 取戻し条件：廃棄処理が確実に見込まれる資料の提出

※例外的に内部積立てを許容（長期安定発電の責任・能力、確実な資金確保）

太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度の概要

（注）10kW未満の太陽光発電設備については、家屋解体時に適切に廃棄されると想定されることを踏まえ、本制度の対象外としている。
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⚫ 太陽光発電設備リサイクルWGのとりまとめ（2025年３月28日）においては、風力発電設備についても、適
切な廃棄に関する地域の懸念の高まりや、８割近くの事業者が廃棄等費用を積み立てていない状況を踏ま
え、原則として、FIT/FIP制度における廃棄等費用積立制度の対象とすることが適切であるとされている。

⚫ 具体的には、原則、源泉徴収的な外部積立を求めることとした上で、廃棄等費用が確実に確保される蓋然性
が高く、長期安定発電の責任・能力を担うことが可能と認められる場合には、太陽光発電設備と同様に、一
定の例外を認めることとし、詳細については本小委員会において議論を深めることとされている。

⚫ これを踏まえ、次回以降の本小委員会において、風力発電設備の廃棄等費用積立制度について、検討を行
うこととしてはどうか。

※なお、風力発電設備のリサイクルについては、まずは、主に風車ブレードに用いられているGFRP等のリサイクル技術の確立に取
り組むこととし、将来の再資源化に向けて、引き続き、必要な取組を進めていくこととされている。
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風力発電設備の適正な廃棄等について

＜「不適切案件に関する情報提供フォーム」への通報内容（風力発電関係）＞
※2024年10月時点。通報件数64件。1つの相談内容を複数の項目でカウントしているため、総相談件数と一致しない。

出所：資源エネルギー庁作成。再エネ特措法施行規則に基づく
定期報告のデータを集計（開示不同意件数も含む）。

10%

13%

77%

積立完了 積立中 積立していない

＜風力発電設備の廃棄等費用の積立状況＞

（ｎ＝1,408）

具体的な通報内容の例

• 3年以上メンテナンスを実施していない風車
がある、事業者に連絡しても返答なし。

• 設備が損壊しており危険な状態。
• 標識が設置されていない。
• 建設廃材を適切に廃棄せず、不法に埋設
している。

設備が損壊しており標識
が不存在・問合せへの返
答も無いといった放置が疑
われる事案、メンテナンス
未実施の不適切管理の
事案が含まれる。

20

17

13

9

3

3

16

建設廃材の不
法投棄事案が
含まれる。



⚫ 太陽光パネルの推計排出量は2030年代半ばから顕著に増加し、最大50万ｔ/年程度（うち、既設の太
陽光パネルは40万ｔ/年程度）まで達する見込み。これが全て直接埋立処分された場合、 2022年度の最
終処分量（速報値）863万ｔ/年に対して約5％に相当する。

⚫ 個別リサイクル法の枠組みにより処理されている自動車や家電４品目の現在の処理量と比較しても、太陽光
パネルも将来的には同程度の排出が見込まれており、リサイクルを着実に進めなければ、最終処分量の大幅
な増加につながるおそれがある。

⚫ 上記を踏まえ、太陽光発電設備リサイクルWGにおいて、太陽光パネルの適正な廃棄・リサイクルへ向けた制
度のあり方を検討し、2025年３月28日にとりまとめを実施。
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太陽光パネルの排出量予測（推計結果）

【（参考）各個別リサイクル法におけるリサイクルの状況】
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排出見込量（万t）

太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ 取りまとめ
（2025年３月28日）を一部修正

法律名 現状の再資源化の状況

自動車リサイクル法（Ｒ５年度実績） 製造業者等による自動車シュレッダーダストの処理実績：約45万ｔ（約240万台分）

家電リサイクル法（Ｒ５年度実績） 製造業者等による再商品化等処理重量：約57万ｔ
（参考）製造業者等による処理台数：エアコン約369万台、テレビ約359万台、

    冷蔵庫・冷凍庫約337万台、洗濯機・衣類乾燥機約385万台

小型家電リサイクル法（Ｒ５年度実績） 認定事業者による処理量：約９万ｔ



⚫ 太陽光パネルのリサイクルを行っている中間処理業者を対象に環境省が調査(※１)を行ったところ、リサイクル費
用（解体撤去、収集運搬を除く。）の水準は8,000円～12,000円/kWに分布。

（※1）9事業者を対象に調査。一般的な太陽光パネルを250W/枚、20kg/枚と仮定。

⚫ 今後の排出量の増加に伴い稼働率が上がることでリサイクル費用の低減が見込まれるが、加えて、着実にリサイ
クル技術の開発を進めていくとともに、費用効率的なリサイクル技術の実装や、再生材の利用拡大により、社
会全体のリサイクルコストを下げていくことが必要。
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（参考）太陽光パネルのリサイクル費用の低減
太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ 取りまとめ
（2025年３月28日）を一部修正

＜パネル分離技術の分類＞ <パネルセパレータプロセス><低温熱分解法>

(株)トクヤマ ソーラーフロンティア(株)
アルミ、銅、ガラス
金属など有価物は売

却

＜NEDOの技術開発＞
➢ 2014年度より太陽光パネルの高度なリサイクル技術に関する技術開発を実施。2018年度には分解処理
コスト約5,000円/kW以下(※２)を達成。2024年度には、大量排出の前提条件の下、分解処理コスト約
3,000円/kW以下、資源回収率80％以上を見込む分離技術の開発を完了。

➢ 2025年４月時点で、分離処理コストの更なる低減（2029年度に2,000円/kW以下）を目指した技術
開発の公募を実施中。

（※２）分解処理コスト＝（処理費用（設備費、光熱水費、人件費など）ー 有価物売却益）÷ 想定処理量
  相当量の太陽光パネルを処理し、回収した資源が売却できるといった一定の条件下。



１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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（イ）地域との共生

（e）長期安定電源化

 FIT・FIP制度に基づき国民負担による支援を受けて導入された電源が、調達期間及び交付期間の終了後も、次世代にわた
り長期安定的に事業継続されるよう、関係事業者等の行動指針を整理した上で、同指針に基づき、再生可能エネルギー発電
事業に対する再投資やリパワリングを促すとともに、長期安定電源の担い手として責任あるプレイヤーを長期安定適格太陽光
発電事業者として認定し、同事業者への事業集約を推進していく。
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再生可能エネルギーの長期安定電源化に向けた課題

⚫ FIT/FIP制度に基づき国民負担による支援を受けて導入された既設再エネ電源が、調達期間/交付期間の
終了後も長期安定的に事業を継続することが重要。

⚫ 2024年11月に、再エネ長期安定電源化に向けた関係者の行動指針（アクションプラン）を取りまとめたとこ
ろであり、本アクションプランに基づき、関係者が具体的な行動を取ることで、再エネを50年、更には100年という
長期にわたって社会に根差す主力電源として定着させていくことが重要。

2012/2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

2020
年度

・・・

容量 676.8万kW 836.7万kW 814.8万kW 544.3万kW 474.5万kW 490.6万kW 487.8万kW 499.9万kW ・・・

件数 123,984件 152,780件 115,943件 72,565件 53,352件 54,821件 49,172件 33,323件 ・・・

2032～2036年度に調達期間/交付期間が終了：約2,900万kW（29GW）・約46万件

【FIT/FIP制度における事業用太陽光の導入容量・導入件数（年度別）】

（注）2024年３月末時点の速報値。



【政府の取組状況】

➢ 2025年４月１日に、改正再エネ特措法施行規則を施行し、「長期安定適格太陽光発電事業者」の認定
制度を開始。５月末時点において、既に複数の事業者から申請がなされている状況。

➢ 2025年４月１日に、FIT/FIP制度の「事業計画策定ガイドライン（太陽光）」を改訂し、太陽光の長期
安定電源化の観点から発電事業者が遵守すべき事項等を追加。また、太陽光の運転費用報告（10kW
以上）を見直し、調達期間/交付期間終了後の事業継続に関する計画概要の報告等を追加。

※ 事業売却希望である事業者のうち、公表に同意する者については、順次、事業売却希望である旨を公表予定。

➢ 太陽光発電設備からの銅線ケーブル盗難が増加している状況等を受け、警察庁において｢金属盗対策に関
する検討会｣を立ち上げ、2025年１月に報告書を取りまとめるとともに、同年３月には｢盗難特定金属製
物品の処分の防止等に関する法律案｣を閣議決定し、国会に提出。

【事業者団体】

➢ 太陽光発電協会（JPEA）及び再生可能エネルギー長期安定電源推進協会（REASP）において、
太陽光発電事業者向けに、自然災害や盗難被害ヘの重要・有効な対策を整理した｢太陽光発電リスク対
策チェックシート｣等を取りまとめ、2024年10月に公表。

再エネの長期安定電源化に向けた関係者の取組状況（例）
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⚫ 再エネの長期安定電源化に向けて、適切な再投資等を行いながら、次世代にわたって自立的な形で、太陽
光発電を社会に定着させる役割を担うことのできる責任ある太陽光発電事業者について、「長期安定適格
太陽光発電事業者」として、経済産業省が認定する。 2025年４月１日より認定申請を受付開始。

⚫ 「長期安定適格太陽光発電事業者」は、多極分散構造にある太陽光発電を集約し、集約した事業を効率
的に運用していくことが期待されている。この点を踏まえ、地域との共生や国民負担の抑制は大前提としつつ
も、事業集約や集約した事業の効率的な運用を促進するための施策を講じる。

（※）「長期安定適格太陽光発電事業者」の認定要件や支援策については、制度の活用状況、事業集約の進展状況等を踏
 まえ、制度開始後においても、必要に応じて見直しを検討する。

（参考）「長期安定適格太陽光発電事業者」の概要
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※ 適格事業者においては、子会社等を通じた出資・保有などの形態による事業実施も想定される。
 このため、企業グループの親会社等に適格事業者の認定を付与する際に、①一部の要件については、その子会社等も含めて要件適合性の判定を行った
上で、②子会社等も適格事業者への支援策を受けられるようにする。企業グループの判断は、再エネ特措法の「密接関係者」の定義によることとする。

「長期安定適格太陽光発電事業者（適格事業者）」の概要

【適格事業者の認定要件】

① 地域の信頼を得られる責任ある主体であること

② 長期安定的な事業の実施が見込まれること

③ FIT/FIP制度によらない事業実施が可能であること

【適格事業者への施策】

① FIT/FIP変更認定時の説明会等の取扱い

② 電気主任技術者に係る統括制度の利用拡大

③ パネル増設時における廃棄等費用の積立時期の取扱い

④ 事業売却希望者情報の先行公開

※ 再投資・事業集約化へのファイナンスや保険付保を円滑化するため、本制度の有
 効な活用策等について、引き続き、金融機関・保険事業者等の関係プレイヤーと
 対話を進めていく。

第72回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年２月３日）資料１を一部修正
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※ 警察庁「令和６年の犯罪情勢」（令和７年２月）

（参考）盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案（概要）

窃取された銅線ケーブル 警察からの情報提供の例

法律（案）の概要

１ 特定金属くず※買受業に係る措置
※ 当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属

 (銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くず

▶ 特定金属くず買受業の届出義務（罰則あり）

▶ 買受けの相手方の本人確認義務、当該本人確認事項等に関する

記録の作成・保存義務

▶ 取引記録の作成等

• 特定金属くずの買受けに係る相手方の氏名、内容等に関する

記録の作成・保存義務

▶ 警察への申告義務

• 買受けに係る特定金属くずが盗品に由来するものである疑いが

あると認めたときの警察官への申告義務

▶ 特定金属買受業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告

徴収及び立入検査等

２ 犯行用具の隠匿携帯の禁止
▶ ケーブルカッター等のうち犯行使用のおそれが大きい工具の正当な理由なき

隠匿携帯を禁止（罰則あり）

３ 盗難の防止に関する情報の周知
▶ 金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する盗難防止に資する情報の周知

ケーブルカッター

ボルトクリッパー

金属盗に用いられる犯行用具

金属盗認知件数の推移

➢ 令和６年の金属盗の認知件数は令和２年の約４倍

➢ 令和６年の金属盗の被害額は、約140億円（窃盗全体の約２割)

➢ 太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗の被害状況について、
 令和６年の認知件数は7,054件

66



⚫ 再エネの長期安定電源化に向けては、災害・盗難等の事業リスクに備え、設備の改修やメンテナンスを適切に
実施するとともに、リスクが発現した際の事業継続性を担保する観点から、保険ヘの加入が重要である。

 ※ FIT/FIP制度では、2020年４月より、出力10kW以上の太陽光発電設備について保険ヘの加入を努力義務化しているが、現時点では、特に

低圧事業を中心に保険加入率が低いとの指摘もある。

⚫ 近時においては、自然災害の増加や銅線ケーブル盗難の急増等を背景に、保険料の高騰や免責金額の増加、
保険の新規引受の停止といった事態も発生している。

⚫ こうした課題の解決には、太陽光発電業界全体として、以下の好循環を生み出すことが重要と考えられる。

（１）個々の事業における災害・盗難等の事業リスクを適切に評価

（２）評価の向上に資する有効かつ効率的な対策の実施

（３）高評価の事業に対する適切な保険の引受け

⚫ そのためには、保険事業者、事業者団体、事業評価者等の関係プレーヤーが相互の連携・協力関係を強化し、
こうした好循環を生み出す民間ビジネスベースの枠組み作りを進めていくことが重要ではないか。

保険事業者・事業者団体等が連携した災害・盗難リスク等への対応
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【関係プレイヤーの連携・協力関係のイメージ】 事業者団体（太陽光発電協会）
① 「太陽光発電事業の評価ガイド」について、保険事業者の意見も踏まえて

災害・盗難リスクの評価の観点を追加し、統一的な事業評価基準として
更に高度化。

② 事業評価者が策定する具体の評価基準の信頼性を担保するため、「太陽
光発電事業の評価ガイド」への準拠を確認する枠組みを創設。

事業評価者・O＆M業者
③ 保険事業者と連携して、保険をインセンティブとした事業評価ビジネスや、

評価向上に向けたコンサルティング、O&Mサービス等を提供。

保険事業者
④ 事業評価者と連携して、評価向上へのインセンティブ（高評価事業への

保険引受条件の緩和や保険料の割引等）を提供。
⑤ 「太陽光発電事業の評価ガイド」について、自社の保険審査も踏まえ、統一

的な事業評価基準としての高度化を支援。

事業者団体

発電事業者
（事業の現所有者・集約先）

保険事業者

O&M業者

①統一的な事業評価基準

事業評価者

⑤

②

③

④

③

具体の評価事案
を踏まえたフィード
バック



１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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（ウ）国民負担の抑制等

 我が国の再生可能エネルギーの発電コストは、着実に低減が進んできてはいるものの、国際水準と比較すると依然高い。また、
2024年度の再生可能エネルギー賦課金は2.7兆円に達すると想定されている。国民負担の抑制を図るため、再生可能エネル
ギーのコストを競争力ある水準に低減させ、自立的に導入が進む状態を早期に実現していく。

   具体的には、FIT・FIP制度における入札制の活用等を推進するとともに、 FIT・FIP制度を前提としないビジネスモデルによる再
生可能エネルギー発電事業を推進する。また、 FIT・FIP認定後の迅速な事業実施を促すため、 FIT・FIP認定の失効制度等を
着実に運用していく。



国民負担の抑制
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⚫ 再エネ賦課金は、再エネ特措法に基づき、再エネ電気の買取費用等から、再エネ電気を売電した場合に得ら
れる収入を減じて計算。2025年度の水準は、3.98円/kWh。

⚫ 2012年度～2014年度に認定された相対的に高い価格の事業用太陽光が買取総額全体の大半を占める。

⚫ 国民負担の抑制を図るため、再エネコストを競争力ある水準に低減させ、自立的に導入が進む状態を早期に
実現していく。具体的には、FIT/FIP制度における入札制の活用等を推進する。また、FIT/FIP認定後の迅
速な事業実施を促すため、FIT/FIP認定の失効制度等を着実に運用していく。

※四捨五入の関係で合計と内訳は必ずしも一致していない。
※2012年度から2025年度までの買取総額及び賦課金総額見込みの推移
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（参考）2023年の発電コスト試算
発電コスト検証ワーキンググループによる報告書（2025年2月7日） 資料１より抜粋
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（参考）2040年の発電コスト試算
発電コスト検証ワーキンググループによる報告書（2025年2月7日） 資料１より抜粋
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（参考）統合コストの一部を考慮した2040年の発電コスト試算
発電コスト検証ワーキンググループによる報告書（2025年2月7日） 資料１より抜粋



（参考）FIT/FIP制度における調達価格/基準価格の推移
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⚫ 2022年4月施行の再エネ特措法改正により、FIT/FIP認定後の迅速な事業実施を促すため、一定の期限ま
でに運転開始に向けた一定の進捗が見られない未稼働案件について、認定を失効する制度を導入。

⚫ これまでに、約８万件／約７GWの事業が失効している。引き続き、一般送配電事業者や自治体等とも連携
しながら、適切かつ円滑に制度を運用していく。

FIT/FIP認定の失効制度による国民負担抑制

失効済 認定案件（未稼働）

失効年度 失効期限日の属する年度

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度～

認定年度
件数

（件）
容量

（万kW）
件数

（件）
容量

（万kW）
件数

（件）
容量

（万kW）
件数

（件）
容量

（万kW）
件数

（件）
容量

（万kW）
件数

（件）
容量

（万kW）

2012年度 1,679 19 0 0 354 14 75 0.4 7 0.03 9 57

2013年度 12,223 124 151 1 2,810 25 46 4 240 3 23 68

2014年度 7,112 94 0 0 1,470 21 7 0.4 25 0.3 10 21

2015年度 5,507 61 0 0 1,031 17 15 0.05 32 0.5 1 1

2016年度 13,539 79 0 0 1,267 10 12 0.2 8 0.1 4 8

2017年度 1,563 11 0 0 175 3 0 0 0 0 0 0

2018年度 13,677 84 0 0 3,418 26 0 0 0 0 0 0

2019年度 0 0 8,070 43 0 0 3,427 25 0 0 2 6

2020年度 0 0 0 0 3,172 27 0 0 426 21 1 0.1

2021年度 0 0 0 0 0 0 3,490 35 0 0 240 10

2022年度 0 0 0 0 0 0 0 0 1,538 40 29 9

2023年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898 33

2024年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 27

合計 55,300 471 8,221 44 13,697 144 7,072 65 2,276 65 1,980 240

＜事業用太陽光の未稼働案件の失効期限毎の件数・容量＞ （注）2025年４月１日時点の速報値。
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⚫ FIT/FIP制度は、再エネのコスト競争力が他電源と比べてまだ十分ではない段階において、国民負担により価格支
援を行うことで導入拡大を図り、導入拡大によるスケールメリット・習熟効果等を通じてコストダウンを実現していく制度。

⚫ このため、将来的にFIT/FIP制度がない状態でも新規の電源投資が進展する状況までコストダウンを実現していくこ
と、すなわち、再エネ自立化を実現していくことが支援の前提である。昨年度の調達価格等算定委員会では、こうした議
論を行い、FIT/FIP制度で支援対象となっている全電源について、将来的な自立化を目指すことを明確化した。

➢ 将来的には、資本費＋運転維持費が自立化水準（※）となることを目指すことが必要。

➢ 運転維持費のみで自立化水準（※）を超えている電源は、将来の自立化のみならず、FIT/FIP期間終了後の長
期安定的な稼働にも課題がある。

（注）昨年度の調達価格等算定委員会では、大規模バイオマスについて、発電コストの大半を燃料費が占めるというコスト構造にあり、将来的な自立
   化が見通しづらい状況などを踏まえ、2026年度以降、FIT/FIP制度の支援の対象外とした。

再生可能エネルギーの自立化に向けて
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（※）卸電力市場価格＋環境価値の水準が目安となる。



⚫ FIT/FIP制度では、2017年度に入札制度を導入し、それ以降順次対象範囲を拡大することで、事業者間の競
争によるコスト低減の加速化を図ってきた。とりわけ事業用太陽光発電においては、入札制度によるコスト低減が
実現してきたところ。こうした中で、直近の入札では、卸電力市場価格を下回る価格での落札が生じている。

⚫ こうした中で、非FIT/非FIPでの導入も増加しており、FIT/FIP入札への参加件数は減少傾向にある。件数が
減少する場合であっても、入札システムの保守・運用費用等の事務コストは一定程度要することが課題となる。

⚫ この中で、FIT/FIP制度において、効率的・効果的にコスト低減を促していくためには、どのような制度のあり方が
適当か。現時点で入札対象となっている各電源について、上限価格や落札価格の水準、入札件数等を踏まえつ
つ、①入札制度を継続するか、②入札ではなく政府が一律の調達価格/基準価格を設定する方法とするか、
今年度の調達価格等算定委員会で御議論いただくこととしてはどうか。

FIT/FIP制度における入札制度の活用のあり方
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＜事業用太陽光の入札結果＞

事業用太陽光

第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回 第21回 第22回 第23回

実施時期
2022年度
第１四半期

2022年度
第２四半期

2022年度
第３四半期

2022年度
第４四半期

2023年度
第１四半期

2023年度
第２四半期

2023年度
第３四半期

2023年度
第４四半期

2024年度
第１四半期

2024年度
第２四半期

2024年度
第３四半期

2024年度
第４四半期

入札対象 FIT250kW以上1,000kW未満・FIP1,000kW以上 FIT250kW以上500kW未満・FIP500kW以上 FIP250kW以上

募集容量 50MW・175MW 50MW・175MW 50MW・175MW 50MW・175MW 105MW 110MW 105MW 134MW 93MW 107MW 93MW 93MW

上限価格
10.0円/kWh
事前公表

9.88円/kWh
事前公表

9.75円/kWh
事前公表

9.63円/kWh
事前公表

9.5円/kWh
事前公表

9.43円/kWh
事前公表

9.35円/kWh
事前公表

9.28円/kWh
事前公表

9.20円/kWh
事前公表

9.13円/kWh
事前公表

9.05円/kWh
事前公表

8.98円/kWh
事前公表

入札容量
（件数）

25MW・129MW
(39件・5件）

12MW・14MW
(18件・10件）

11MW・137MW
(17件・11件）

16MW・16MW
(25件・9件）

120MW
(35件)

69MW
(55件)

178MW
(61件)

312MW
(127件)

118MW
（59件）

34MW
（22件）

56MW
（23件）

144MW
（43件）

平均入札
価格

9.93円/kWh・
9.87円/kWh

9.79円/kWh・
9.81円/kWh

9.70円/kWh・
9.73円/kWh

9.59円/kWh・
9.56円/kWh

9.36円
/kWh

9.30円
/kWh

8.84円
/kWh

6.83円
/kWh

7.28円
/kWh

8.08円
/kWh

8.17円
/kWh

6.33円
/kWh

落札容量
（件数）

25MW・129MW
(39件・5件）

12MW・14MW
(18件・10件）

11MW・137MW
(17件・11件）

16MW・16MW
(25件・9件）

105MW
(20件)

69MW
(55件)

105MW
(33件)

134MW
(29件)

93MW
(47件)

34MW
（22件）

56MW
（23件）

93MW
（5件）

平均落札
価格

9.93円/kWh・
9.87円/kWh

9.79円/kWh・
9.81円/kWh

9.70円/kWh・
9.73円/kWh

9.59円/kWh・
9.56円/kWh

9.34円
/kWh

9.30円
/kWh

8.55円
/kWh

5.11円
/kWh

6.84円
/kWh

8.08円
/kWh

8.17円
/kWh

5.06円
/kWh

調達価格
決定方法

応札額を調達価格として採用（pay as bid 方式）
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再エネ価値が適切に評価される環境の整備

⚫ 今後の再エネ導入に当たっては、FIT制度から自立した形（FIP制度・非FIT/非FIP）での導入を想定し
ている。また、既認定FIT電源についても、「将来的には全ての電源についてFIP移行が望ましい」という政策
方針の下、FIP移行を促進するための事業環境整備を強力に推進しているところ。

⚫ こうした中で、再エネ発電事業者が長期安定的に事業を実施するためには、再エネ電源が有する再エネ価値
が適切に評価されて取引されることが重要となる。

① 現在、成長志向型カーボンプライシングの制度整備を段階的に発展させているところであり、2026年度から
は、より実効可能性を高めるため、排出量取引を法定化することとしている。カーボンプライシングは、相対
的に再エネ電源のコスト競争力を高める効果があると評価できる。

② 非化石価値取引市場については、約定価格が上限値となっている回もあるが、これまでの多くの入札で、売
入札量が買入札量を上回り、約定価格は下限値に張り付いている状況。相対契約の交渉に当たっては、
こうした約定価格が実質的な「価格指標」として参照されているとの指摘もある。再エネ電源投資を促進し
ていく観点から、適正な再エネ価値の価格形成のあり方について、どのように考えるか。

③ 省エネ法等に基づき、特定事業者等（原油換算で1,500kl/年以上のエネルギーを使用する事業者
等）に非化石電気使用の目標と実績の定期報告（開示は任意）を求めている。こうした規律について、
より実効的な仕組みとするには、どのような施策が必要か。

⚫ また、相対取引（個別のPPA）については、欧州の事例も参考としつつ、大規模な再エネ発電事業の実施
に伴うリスクを再エネ発電事業者と需要家の間で適切にシェアすることが可能な契約のあり方の検討（モデ
ル条項の提示などを含む。）を進めていくこととしてはどうか。



（参考）成長志向型カーボンプライシングの段階的発展
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⚫ GX推進の観点からGX推進戦略に基づき20兆円規模の先行投資支援を行うと同時に、GX投資の促進
が特に重要な多排出企業を対象に排出量取引制度を段階的に導入することとしている。

⚫ 具体的には、

◼ 2023年度より、自主参加型の枠組みであるGXリーグにおいて、排出量取引制度を試行的に開始。

◼ 2026年度からは、より実効可能性を高めるため、排出量取引を法定化（全量無償で排出枠を交付）。

◼ 2033年度からは、カーボンニュートラルの実現に向けた鍵となる発電部門の脱炭素化の移行加速に向け、
発電部門について段階的にオークション※を導入。

参加

目標設定

目標達成

自主

自主

自主

政府が定める基準に従って、割当量を算定

2023.4

第１フェーズ 第2フェーズ 第3フェーズ

排出量取引市場の本格稼働試行

割当量以上の排出を行った場合の排出枠の調達を義務化

＜GX-ETSの段階的発展のイメージ＞

更なる発展

一定規模以上の排出事業者を対象に義務化

発電部門の対策強化
（段階的にオークション導入）

GX-ETS
2026年度

※ 企業に割り当てられる排出枠を無償で交付せず、企業が必要とする分を政府が売り渡す方法。



⚫ 2016年、高度化法において小売電気事業者等の非化石電源比率の目標（自ら供給する電気の非化石
電源比率を2030年度に44％以上にすること）が設定され、目標達成を促すため、非化石価値取引市場
が創設された（2018年５月より取引開始）。

⚫ 約定価格が上限値となっている回もあるが、これまでの入札の大半の回で、売入札量が買入札量を上回り、
約定価格が下限値に張り付いている状況。

（参考）非化石価値取引市場の状況
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高度化法義務達成市場（非FIT再エネ指定あり）オークション結果の推移



（参考）省エネ法に基づく定期報告制度の概要
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⚫ 省エネ・非化石エネルギーへの転換の取組を促進するため、 2023年4月に施行された改正省エネ法では、特
定事業者等※の定期報告において、非化石エネルギーの使用状況等の定期の報告を求めることとされた。また、
開示に同意する者の定期報告情報を開示する制度も措置されたところ。
※事業者全体のエネルギー使用量（原油換算値）が合計して1,500kl/年度以上の大規模需要家

⚫ また、再エネ特措法に基づく再エネ賦課金減免制度（電力多消費事業者への特例措置）においても、事業者
の省エネ努力に応じて減免率を設定することに加え、非化石エネルギーの使用状況等の情報開示を行うことが
今年度の減免認定事業者（昨年度申請分）より要件化された。

第66回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2024年8月7日）資料3より抜粋

図.定期報告情報の開示制度イメージ 本開示制度の利点

企業は既にある報告書ベースのた
め負担感なく参画できることに加
えて、対外的に法に基づく質の高
い情報を発信できる。

投資家など読み手においては一覧
性を持って評価しやすくするツール
として有効活用が期待される。
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⚫ 省エネ法等に基づく定期報告義務のある特定事業者等を含め、エネルギー多消費事業者について、非化石
電気比率の2030年度目標値と2023年度実績値を整理した結果は以下のとおり。

➢ 2030年度目標値（横軸）については、大半の事業者が、現時点において56％（2030エネルギーミッ
クスにおける非化石電源の比率）を下回る状況となっている。

➢ 2023年度実績値（縦軸）については、2030年度まで７年間のタイムラグがある点には留意が必要では
あるが、2030年度目標値とは乖離のある事業者が多い状況。

（参考）省エネ法等に基づき報告された非化石電源比率の目標と実績
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56%
（2030年エネルギーミックス非化石電源比率）

2
0

2
3
年
度
実
績
値

2030年度目標値

再エネ賦課金の減免認定を受けていない者
再エネ賦課金の減免認定を受けている者

80-100％
656者（5％）

60-80％
305者（3％）

40-60％
607者（5％）

20-40％
7482者（62％）

0-20％
3025者（25％）

0-56％
9582者（79％）

56-100％
2493者（21％）

2030年度目標達成

2030年度目標未達



１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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第７次エネルギー基本計画（抄）
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（エ）電力市場への統合

（a）総論

 再生可能エネルギーの主力電源化にあたり、出力の変動する再生可能エネルギーの電力市場への統合を進めるため、揚水発
電や蓄電池の活用など、調整力の確保を進めていく。さらに、再生可能エネルギーの導入余地が大きい地域と需要地をつなぐ地
域間連系線の整備を推進する。また、再生可能エネルギーを最大限に活用する観点から、その出力制御量の抑制に取り組む。

 その上で、再生可能エネルギーの電力市場への統合にあたっては、社会全体での統合コストの最小化が重要となる。この観点か
ら、FIP制度の更なる活用を通じて、再生可能エネルギー発電事業者が自ら電力市場の需給状況に応じた行動（蓄電池によ
る供給シフト等）を取るように促すとともに、地域に賦存する再生可能エネルギーの地産地消を推進していく。

（b）FIP制度の更なる活用

 FIP制度は、再生可能エネルギーの電力市場への統合の鍵となるものであり、電力システム全体のコスト低減、再生可能エネ
ルギーの出力制御量の抑制等にも寄与することから、制度の更なる活用を進める。具体的には、FIT電源とFIP電源の需給バラ
ンスの確保への貢献の度合いと公平性の確保の観点から、優先給電ルールにおける出力制御の順番を見直す。併せて、FIP電
源に係る蓄電池の活用や発電予測などへの支援を強化する。



⚫ FIP制度は、投資インセンティブを確保しながら、電力市場のメカニズムを活用しつつ、再エネ電源の電力市
場への統合を図るもの。2022年４月に制度を開始した。

⚫ FIP制度における発電事業者収入は、電力市場での売電価格等にプレミアムを加えたものが基本となるため、
市場価格に連動。

⚫ FIP制度を活用する事業者は、例えば、市場価格が低い時間帯に蓄電池等に蓄電した電気を、市場価格
が高い時間帯に供給することが期待される。

FIP制度の導入
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調達価格

市場価格 市場価格

朝 昼 夜 朝 昼 夜

プレミアム

FIT制度における発電事業者収入 FIP制度における発電事業者収入

調達価格 × 発電量
（売電価格 ＋ プレミアム）× 発電量

＋ 非化石価値取引の収入

※プレミアムは月ごとに算定。

供給シフト
（蓄電池等）

プレミアム ＝ 基準価格（※１）－参照価格（※２）－非化石価値相当額（※３）
（※１）FIT制度の調達価格と同水準に設定。交付期間にわたって固定。
（※２）市場価格をベースに、月ごとに機械的に算定。
（※３）再エネ発電事業者が自ら非化石価値取引を行い、その収入が再エネ

発電事業者に帰属することを前提に、非化石価値相当額を割引。



（参考）FIP制度の活用状況（2024年12月末時点）

電源種

新規認定 移行認定 合計

出力
（MW）

件数
出力

（MW）
件数

出力
（MW）

件数

太陽光 587 799 351 764 938 1,563

風力 1,188 34 243 20 1431 54

地熱 0 0 0 0 0 0

水力 185 33 78 11 263 44

バイオマス 61 8 438 32 499 40

合計 2,020 874 1,110 827 3,130 1,701

※ 2024年12月末時点。バイオマス発電出力はバイオ比率考慮後出力。
※ 2024年12月末時点で、FIT/FIP制度全体の認定量に占めるFIP認定量の割合は約3％。
※ 「移行認定」は、当初FIT認定を受けた後に、FIP制度に移行したものを指す。

⚫ 2024年12月末時点のFIP認定量は、新規認定・移行認定を合わせて、約3,130MW・1,701件。

⚫ 2024年3月時点の認定量（約1,761MW・1,199件）から、容量は1.8倍／件数は1.4倍となっている。

⚫ 新規認定・移行認定の件数については、太陽光発電が最も多いが、新規認定では水力発電、移行認定で
はバイオマス発電の利用件数が多い傾向。
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（参考）FIP制度の活用状況（2024年12月末時点）
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＜FIP制度開始以降の認定件数推移 ＞
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新規認定 移行認定

⚫ FIP認定件数は、 2023年度下半期に大きく増加しており、2023年12月に、本小委員会においてバランシ
ングコストの見直し案について議論を実施（2024年４月から新制度開始）したことなどによるFIP制度の
活用を検討する事業者の行動を後押しした効果が一定程度見られた。

＜FIP制度開始以降の認定件数推移 ＞
（件）

【2024年12月末時点】
1,701件（新規874件、移行827件）



FIP制度の更なる促進

⚫ 2022年４月に開始したFIP制度は、再エネ発電事業者の収入が電力市場価格と連動することなどから、再
エネ発電事業者に需給に応じた電力供給を促すことができ、再エネの電力市場への統合の鍵となる。2024
年12月末時点のFIP認定量は、新規認定・移行認定を合わせて、約3,130MW（1,701件）となるなど、
一定のFIP制度の活用が進んでいる。

⚫ 他方で、将来的には全再エネ電源のFIP移行が望ましく、FIP制度の更なる活用促進に向けて、不断の事
業環境整備を行っていく。このため、政府として、以下の事業環境整備等を実施していく。

 ⑴ 優先給電ルールにおける出力制御順の見直し（電源の性質と公平性を踏まえた措置）

 ⑵ 事業環境整備の更なる推進

① FIP制度における更なる情報開示の推進

② FIP併設蓄電池における系統放電の拡大

③ FIP移行案件の事後的な蓄電池設置時の価格算定ルール

④ 供給シフトの更なる円滑化（バランシングコスト）

⑤ 非化石証書の直接取引の拡大

 ⑶ アグリゲーション・ビジネス等の活性化

① アグリゲーターとFIP事業者のマッチング・プラットフォームの設立

② 関連プレーヤーの理解醸成等を促進する勉強会の開催

③ FIP電源の需給調整に資する系統用蓄電池の導入促進

⚫ 同時に、FIP促進に向けては、官民が協調して取り組む必要がある。事業者団体（太陽光発電協会）は、
本小委員会において、業界としてのロードマップとアクションプランを早期に策定することを表明したが、その
策定作業は遅滞している。速やかに検討を行い、それらに従って取組を進めていくことを期待したい。
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FIP電源

FIT電源

2％
0％

25％

2022年4月
（FIP開始）

供給シフトのための
環境整備

早ければ2026年度中から
出力制御順の適正化

（FIT電源→FIP電源）

現在

FIP比率①火力(石油、ガス、石炭)の出力制御、
揚水・蓄電池の活用

②他地域への送電（連系線）

③バイオマスの出力制御

④太陽光、風力の出力制御

⑤長期固定電源※（水力、原子力、
地熱）の出力制御

※出力制御が技術的に困難

③④それぞれのカテゴリでFIT電源→FIP電源の順とする。

FIP制度の更なる促進（出力制御順の見直し）

⚫ 再エネ最大導入（kWhベース）を図るため、以下①②を組み合わせ、FIP制度への更なる移行を促していく。

① FIT電源とFIP電源の間の公平性を確保するため、優先給電ルールにおける出力制御の順番を、2026
年度又は2027年度に、FIT電源→FIP電源の順とする。2025年４月に出力制御に係るガイドラインを
改正し、この点を明確化した。

② 将来的には全再エネ電源のFIP移行が望ましいが、まずは一定の電源（FIT/FIP全体の約25％（※１））

がFIP電源に移行するまでの間、集中的に、FIP電源に係る蓄電池の活用や発電予測などへの支援を強
化（※２）し、FIP電源への移行を後押しする。

（※１）FIT移行状況や出力制御の状況を踏まえ、施策効果の検証、目標の更なる引上げ等を不断に検討していく。
（※２）①の措置によりFIT電源の出力制御率が増加する（再エネ買取量が減少する）ことに伴う国民負担減少分の範囲内

で、バランシングコストを増額（2025年度は＋1.00円/kWh）。

⚫ これにより、FIP電源（太陽光・風力）は、当面、出力制御の対象とならない（※３）。他方、FIT電源の出
力制御確率は増加することとなる。

  （※３）ただし、余剰が特に大きい日や制御回数が多いエリアでは、FIT電源に対する制御の後、FIP電源が制御される。



⚫ 電力需給に応じた再エネ電気の供給シフトに資するFIP電源併設蓄電池の更なる活用促進のため、第69
回の本小委員会（2024年9月30日）や関係審議会（制度検討作業部会）での議論を踏まえ、2025
年４月より、以下の制度措置を講じている。

➢ FIP制度に移行した再エネ発電設備について、蓄電池の併設による供給タイミングのシフトを促進するた
め、事後的に蓄電池を設置した場合に、新たな価格算定ルールを適用（左下図）。

➢ また、蓄電池の稼働率の向上・FIP制度の活用促進に繋げていくため、FIP電源に併設する蓄電池に対
する系統側からの充電を認めた上で、認定発電設備由来の電気量についてFIPプレミアム交付の対象
とし、2025年4月発電分から非化石価値を認定（右下図）。
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a

c

b

✓ 最新価格：従前の価格＝a：b+c の面積の比率
✓ 過積載率に応じて、ピークカット電力量割合の想定値を設定し、

a：b+c の面積の比率を求めることとする
✓ 実態と比して過剰な国民負担が発生しないようにする。

FIP移行案件に事後的に蓄電池を設置した
場合の価格算定ルール

FIP制度の更なる促進（併設蓄電池に係る制度見直し）

※PCSより太陽電池側に蓄電池を設置した場合のルール

①の放電量のうち、認定発電設備に由来する電気量

＝

系統充電時の認定発電設備由来電気量の算定式

①×
③

②＋③



⚫ FIP制度では、再エネ発電事業者が自ら環境価値を販売する仕組みとし、再エネ発電事業者が市場で得る
収入であると整理している。このため、再エネ発電事業者が非FIT証書を売却しやすくなることは、FIP制度
の促進に繋がりうる。

⚫ 非FIT証書は、原則として高度化法義務達成市場において小売電気事業者により購入されるものであるが、
再エネ価値に対する需要家のニーズも踏まえ、新設FIP電源又は2022年度以降に営業運転を開始した
FIT電源がFIP電源に移行した場合について、発電事業者と需要家の間での直接取引が認められている。

⚫ 需要家と発電事業者の直接取引が進展している状況を踏まえて、2021年度以前に営業運転を開始した
FIT電源がFIP電源に移行した場合についても、2025年1月発電分から、発電事業者と需要家間の直接
取引が認められた。
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発電事業者
卸電力取引市場

小売電気事業者 需要家

発電事業者と需要家間の直接取引

FIP制度の更なる促進（非化石価値の直接取引の拡大）
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FIP制度の更なる促進（その他）

⚫ FIP制度の更なる促進に向けて、以下のとおり様々な施策を措置しているところ。

① FIP制度を活用する事業者の予見性を高める観点からは、FIP制度の運営に当たって、再エネ発電事業者や関連プレー
ヤーの事業検討等に資する情報は、可能な限り開示していくことが重要。こうした考え方の下、これまでにも、本委員会に
おいてFIP制度の先行的な活用事例を紹介してきたほか、プレミアムの値を計算するためのシミュレーション・ツールを資
源エネルギー庁HPで公表するなど、様々な取組を進めてきた。2025年２月には、参照価格やその諸元（前年度平均
市場価格、当年度/前年度の月間平均市場価格等）について、エリアごと・月単位で開示した。

② 小規模事業者をはじめとする再エネ発電事業者にとって、アグリゲーターは必ずしも身近な存在ではなく、FIP制度の更なる
活用を促進する上では、アグリゲーターとFIP事業者のマッチングを進めることが重要となる。このため、再エネ発電事業者
がアグリゲーターに円滑にアクセスできるよう、全国のアグリゲーターのFIP事業者向けのアグリゲーションのプランを資源エ
ネルギー庁HPで公開することで、新たなマッチング・プラットフォームを創設する。

【新たな情報開示（①関係）の概要】

※ 出典：電力広域的運営推進機関HP
https://saiene.occto.or.jp/acc601v0100



１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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更なる出力制御対策の必要性について

⚫ 再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、出力制御エリアは全国に拡大。2025年6月現在、東京電力PG
管内を除く全てのエリアで再エネの出力制御が発生。

⚫ 出力制御は、電力の安定供給確保のためには必要な措置であるが、再生可能エネルギー導入の妨げとなら
ないよう、出力制御量を可能な限り抑制することが不可欠であり、経済産業省では、これまで、2021年12
月、2023年12月に出力制御の抑制に向けた対策パッケージを策定し、各種施策を講じてきている。

⚫ 再生可能エネルギーの導入量は拡大する中でも、2023年度から2024年度では全国大での出力制御量
は減少。他方、再生可能エネルギーの更なる導入拡大に向けては、電源間の公平性を確保しつつ、更なる
出力制御量の抑制が重要となる。このため、これまで取りまとめたパッケージも踏まえつつ、新たな対策を検
討していくことが必要ではないか。

⚫ 今後、どのような対策が考えられるか、関係審議会（次世代電力系統WG）で議論することとしてはどうか。
具体的には、以下のような論点が考えられるか。

① 出力の変動する再エネ電源の主力電源化に資する脱炭素型の調整力である系統用蓄電池について、
再エネ発電量に連動した運用の在り方

② 出力制御量の可能な限りの抑制を前提とした上で、制御量の増加に伴う太陽光発電の各出力制御
対象区分間の公平性の確保（例：当面の間出力制御の対象外と整理されている区分の取扱い）。
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①火力(石油、ガス、石炭)の出力制御、
揚水・蓄電池の活用

②他地域への送電（連系線）

③バイオマスの出力制御

④太陽光、風力の出力制御

⑤長期固定電源※（水力、原子力、
地熱）の出力制御

＜優先給電ルールに基づく対応＞

⚫ 電力系統においては、常に電気を使う量と発電する量（需要と供給）のバランスを維持することが必要。このバラ
ンスが崩れると、周波数に乱れが生じ、最悪の場合は大規模停電につながり得る。

⚫ そのため、優先給電ルールに基づき、火力電源の出力制御や連系線、揚水、蓄電池の活用等の対応を図りつつも、
なお供給が需要を上回る場合、再エネ電源の出力制御を行っている。

⚫ また、再エネ導入拡大の観点から、2023年12月に本小委員会で取りまとめた「出力制御対策パッケージ」に基づき、
以下のような様々な出力制御対策を講じている。

  ＜出力制御対策パッケージの例＞

① 地域間連系線の増強や運用見直し

② 火力発電の最低出力の見直し（50％→30％）

③ 需要面の対策（例：電気料金メニューの多様化・家庭用蓄電池/ヒートポンプの導入による需要シフト）

※出力制御が技術的に困難

＜電力需給のイメージ＞

（参考）再生可能エネルギーの出力制御について
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第１回次世代系統WG（2025年1月23日）
資料２－１より抜粋

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

出力制御率 ※1
[制御電力量]

0.3％
[0.20億
kWh]

2.2％
[3.8億
kWh]

0.009％
[0.03億
kWh]

0.4％
[0.7億
kWh]

2.1％
[0.4億
kWh]

0.4％
[0.4億
kWh]

2.8％
[2.8億
kWh]

2.4%
[1.3億
kWh]

6.1％
[10.4億
kWh]

0.2％
[0.01億
kWh]

(エリア全体がオンライ
ン化した場合)
出力制御率
[制御電力量]

0.2%
[0.15億
kWh]

1.4%
[2.5億
kWh]

0.002%
[0.006億

kWh]

0.3%
[0.5億
kWh]

1.8％
[0.3億
kWh]

0.1％
[0.1億
kWh]

2.6％
[2.5億
kWh]

2.1%
[1.1億
kWh]

6.1％
[10.4億
kWh]

0.1%
[0.009億

kWh]

連系線利用率 ※2 50% 85%
-80%

（受電）
-20%

（受電）
5%

-20%
（受電）

20% 35% 80% ー

(‘24年度短期見通し)
出力制御率 ※1

0.04% 2.1% ー 0.35% 1.0% 1.7% 3.8% 4.0% 6.2% 0.06%

(‘24年度短期見通し)
連系線利用率 ※2

50%

北本-
50%(受電)
/東北東京

80%

ー
-20%

（受電）
5%

-20%
（受電）

０% 35% 85% ー

※1 出力制御率［%］＝変動再エネ出力制御量［kWh］÷(変動再エネ出力制御量［kWh］＋変動再エネ発電量［kWh］)×100
※2 主に（低需要期の）直近実績を踏まえ算定。
※3 関西は淡路島南部地域を除く、四国は淡路島南部地域を含む。 出典：各エリア一般送配電事業者

（参考）2025年度の各エリアの再エネ出力制御の短期見通し
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（参考）出力制御対策パッケージ（2023年12月取りまとめ）



（参考）再エネ電源の発電量に連動した遠隔蓄電池への系統充電の実証

⚫ 遠隔蓄電池の活用による出力制御量の低減に向けた取組として、再エネ電源の発電量と連動して、遠隔地
にある系統用蓄電池に充電する蓄電システムの実証事例が出てきている。

⚫ 複数個所の太陽光発電所における発電量の計測データについて、遠隔地にある蓄電所に連携し、同時間
帯において、発電量と連動した電力量を遠隔地の系統用蓄電池に充電することで、複数の太陽光発電所
の発電量と系統用蓄電池の充電量を一致させる蓄電システムの構築に向けた実証が実施されている。

⚫ こうした実証事例等も踏まえた蓄電池の運用について検討していくことも考えられるか。

送配電
事業者

系統用蓄電池

発電所B

指令 

発電所A
送配電
事業者

系統用蓄電池

発電所B

新たな運用例

発電量に応じて充電

発電所A

現行 

指令

指令

※系統用蓄電池と発電所Aが同一事業者所有の場合

指令

指令

98

✕

✕ ✕

✕



99

（参考）太陽光発電における出力制御対象区分



１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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（エ）電力市場への統合

（ｃ）再生可能エネルギーの地域活用

  地域に賦存する再生可能エネルギーの地産地消は、災害時のエネルギーの安定供給の確保や地域活性化の観点から重要
である。また、再生可能エネルギーの出力変動について、需給に近接した脱炭素化された調整力等による調整がなされることで、
統合コストの抑制が見込まれる。

このため、発電に近接した工場や家庭等で再生可能エネルギー電気を消費するモデルや、需要地内では消費し切れない再生
可能エネルギー電気を地域内で消費するモデルなどを推進するとともに、FIT制度に基づく「地域活用要件」を通じて自家消費や
地域一体的な電源の活用を促す。

（５）次世代電力ネットワークの構築

  ③ 系統・受給運用の高度化

（イ）蓄電池・ディマンドリスポンス（ＤＲ）の活用促進

 電力システムの柔軟性を供出するにあたり、蓄電池は、再生可能エネルギー等で発電された電力を蓄電し、夕方の需要ピー
ク時などに電力供給できるほか、迅速な応答性を有する調整電源として、ＤＲは需給バランスを確保するための需要側へのア
プローチ手段として重要である。（中略）このため、支援措置における事業規律を確保するための要件等の検討や収益性の評
価等を通じ、安全性や持続可能性が確保された蓄電池の導入を図ること等が必要である。

 蓄電池やヒートポンプ給湯機、コージェネレーション等の分散型エネルギーリソース（DER）の普及等に伴い、これらを活用した
ＤＲも進展している。今後、製造事業者等に対して目標年度までにDRready機能を具備した製品の導入を求める仕組みの
導入、スマートメーターのＩоＴルートを利用したＤＲ実証、蓄電・蓄熱等を活用した電力貯蔵システムやコージェネレーション、
負荷設備、蓄熱槽等のＤＥＲを活用したアグリゲーションビジネスの促進等を行い、ＤＲの更なる普及を図ることが必要である。
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系統用蓄電池の接続検討等の受付状況

⚫ 系統用蓄電池の接続検討等の受付状況として、接続検討受付が約9,500万kW（2023年12月末比で
約3.5倍）、接続契約受付が約800万kW （2023年12月末比で約2.7倍）となっている。

⚫ エリア別の接続検討については、2023年12月末時点と比べて、特に東北、東京、中国、九州が増加が顕著
である。

第２回 電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会 次世代系統WG
（2025年３月17日） 資料２より抜粋
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北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

接続検討（万kW)

接続契約（万kW）

系統用蓄電池の接続検討等の受付状況
（2024年12月末時点、括弧内の数字は2023年12月末時点からの増減）（万kW）

（※）一般送配電事業者において集計したデータを元に、資源エネルギー庁において作成。
（※）接続検討のすべてが系統接続に至るものではない。
（※）数値は小数点第１位を四捨五入した値。
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2024年度系統用蓄電池等蓄電システム導入支援事業 採択結果

⚫ 系統用蓄電システムについて、27案件（補助金額約346億円相当）を交付決定。

第４回 定置用蓄電システム普及拡大検討会
（2025年1月30日） 資料４より抜粋
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長期脱炭素電源オークションの第２回入札の結果における蓄電池の約定状況

⚫ 長期脱炭素電源オークションの第２回入札では、脱炭素電源の募集量500万kWのうち、蓄電池は合計
137.0万kWが落札した。

長期脱炭素電源オークション約定結果 （応札年度：2024年度）
電力広域的運営推進機関（2025年4月28日）作成資料より
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定置用蓄電システムの課題と今後の取組の方向性

⚫ 定置用蓄電システムの健全な普及拡大に向け、導入進展による環境変化を踏まえ、「安全性・持続可能性
の確保」、「早期の運転開始」、「事業収益性の確保」という課題に対する取組を進めていく。

第４回蓄電池産業戦略推進会議
（2025年３月12日）資料６を一部修正

安全性・
持続可能性の

確保

早期の
運転開始

事業収益性の
確保

過度な価格競争に陥り、安全性や持続可能性が損なわれる懸
念がある。
• 火災などの設備の安全性のリスク
• サイバー攻撃などのサイバーセキュリティのリスク
• 特定地域依存などのサプライチェーンの安定化に対するリ

スク

系統用蓄電システムについて、系統連系申込の急増等により
運転開始までのリードタイムが長期化し想定通りに導入が進
まない懸念がある。
• 系統連系の手続きが長期化するリスク
• 系統連系の工期が長期化するリスク

各蓄電システムのユースケ―スにおいて、導入メリット・収
益性が確保できず導入が進まない懸念がある。
• 業務・産業用蓄電池についてはユースケ―ス、導入メリッ

トの評価が困難であり導入が進まないリスク
• 系統用蓄電池については市場予見性、導入費用の見通しが

立てにくく導入が進まないリスク

導入支援補助金等において安全性や
持続可能性に関わる要件を設定する
ことで事業規律を確保するとともに、
多様な蓄電システムの導入促進によ
り特定技術・地域依存を低減し、健
全な蓄電システムの導入を促進する。

早期連系追加対策（順調流接続ルー
ル等）や供給余力マップ等の情報の
有効活用の推奨等を通じ、定置用蓄
電システムの早期の運転開始を促進
する。

定置用蓄電システムにおけるユース
ケ―スの類型化や経済的な導入メ
リットを整理するとともに、導入支
援補助金等の政策検討に反映し導入
促進に繋げていく。

課題 現状 今後の取組の方向性



DRの更なる普及に向けた取組

⚫ 工場等においては、契約電力が大きい需要家は、DR実施によるコスト削減や脱炭素等のメリットがあることに
加え、小売電気事業者にとっても、単価の高い発電所からの調達量を減らす、インバランスを回避するといった
メリットがあり、DRが普及してきている状況。

⚫ 一方、契約電力が小さい需要家は、これらのメリットが小さいことに加え、リソースのDR活用も負担となり、DR
の普及が進んでいない状況。

⚫ 家庭等においては、そのDRポテンシャルを活用するため、

A）【事業者】これらのリソースを遠隔制御（もしくは自動制御）できるアグリゲーター等のサービスが多数
存在している

B）【市場等】これらのDRが電力市場等で有効に活用されている

C）【機器】住宅等に設置される様々なリソースに遠隔制御機能が標準的に具備されている

といった「DRready」環境の創出に向けた取組を進めている。

⚫ A)【事業者】については、分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業等を経て、多数の機器を
一度に制御する技術の高度化等が進展しており、低圧のDRリソースを活用してサービスを行うアグリゲータ
等も着実に増加している状況。一方、その制御に必要な通信や機器にかかるコストがDR普及の妨げとなっ
ている。

⚫ B)【市場等】については、電力・ガス基本政策小委員会において、システム改修等が順調に進むことを前提に
需給調整市場における低圧小規模リソースの活用等を2026年度より開始される方針。今後、低圧小規模
リソースのDR活用を促すため、そのベースラインの計算方法等について、関係者が参考とすべき基本原則と
なる具体的な指針を定める必要。
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DRの更なる普及に向けた取組

⚫ C)【機器】については、製造事業者等に対して、目標年度までにDRready機能（DR対応できる機能）を具
備した製品の導入を求める仕組みの導入に向け、ヒートポンプ給湯機の要件（案）を決定した。今後は、家
庭用蓄電池やハイブリッド給湯機といった機器についても順次検討が必要。

⚫ このような状況も踏まえ、将来的にDRリソースが自立的に導入されるよう、DRリソースのコストダウンを図って
いくために、各需要家が保有しているDRに適したリソースのDR対応化への支援や、DRに活用可能な家庭用、
業務・産業用蓄電システムの導入への支援を令和６年度補正予算において措置済み。

⚫ 今後は、将来の蓄電池・DRの導入量のシナリオ分析等も踏まえ、これらの支援策の継続・強化を図っていく。

【DRの普及拡大に向けた今後の取組（案）】

○ 2040年度におけるエネルギー需給の見通しを前提に、蓄電池・DRの導入量の変動要因となる主要

なファクターを分析、特定し、その影響度も評価する。

○ 上記評価も踏まえ、支援策の強化（予算規模、事業期間等の拡大）を検討する。

○ スマートメーターのIoTルートを利用したDR実証により、制御に必要な通信や機器の低コスト化等

を目指す。

○ エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス（ERAB）ガイドラインを改定する。

○ 家庭用蓄電池やハイブリッド給湯機といった機器のDRready要件を検討・決定する。
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（参考）DRの更なる普及に向けた取組

⚫ 家庭、業務・産業用の蓄電池の普及拡大に向けたコスト低減のため、蓄電システムから得られる収益により投
資回収できる水準として、家庭用蓄電システムは７万円/kWh、業務・産業用蓄電システムは６万円
/kWhを2030年度の目標価格として設定。

⚫ 2030年度目標価格の達成に向け補助実績等を参考に各年度の目標価格を設定し、DRに対応した家庭、
業務・産業用蓄電システムの導入支援事業ではその価格を補助上限とすることで、コスト低減を促してきたと
ころ。

⚫ 本取組により、目標価格達成に向け、価格水準は順調に低減してきている。

家庭用蓄電システムの目標価格推移 業務・産業用蓄電システムの目標価格推移

2030年度
目標価格

6万円/kWh※4

価格
（工事費含む）

（税抜）
約24万円
/kWh※1

12.0万円
/kWh※2

・ ・ ・

価格
（工事費含む）

（税抜）

2030年度
目標価格

7万円/kWh※3

約19万円
/kWh※1

13.5万円
/kWh※2

※1 補助実績等から算出。
※2 補助実績等を参考に設定した各年度の目標価格であり、補助事業における補助上限価格。
※3 太陽光発電の自家消費により得られる収益から試算。具体的には、電気の購入価格は27～29円/kWh、太陽光発電の容量4.7kW、太陽光の売電価格は6～10円/kWhの家庭において、蓄電容量が3～

13kWhである 蓄電システムを導入し、10年又は15年で投資回収するケース、それぞれ電池劣化を考慮するケースと考慮しないケースにおいて試算した結果から設定。
※4 ピークカット、電源Ｉ´での活用、太陽光発電の自家消費により得られる収益から試算。

・ ・ ・

14.1万円
/kWh※2

15.5万円
/kWh※2

16.0万円
/kWh※2

19.0万円
/kWh※2

… …
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（参考）スマートメーターのＩоＴルートを利用したＤＲ実証

⚫ ヒートポンプ給湯機をはじめとする電気需要の大きい機器に対して、DRreadyに必要な機能（通信機能や
セキュリティ要件等）を具備することを求めることや小売事業者に対してDRに資する経済的インセンティブの
提供を促す等、DRの普及促進に向けた各種制度設計を実施している。一方、家庭におけるDRが普及が進
まない要因の一つとして、機器とサーバーからの指令をつなぐ通信機器の費用（通信費を含む）が高価であ
り、コストがかかることが挙げられる。

⚫ 一般送配電事業者は、特定計量制度に基づく特例計量器データの活用に向けて、IoTルートを構築。IoT
ルートは、上り情報のみならず、下り情報（On/Off制御等の情報）も伝送可能であり、IoTルートを活用
した下り情報の伝送による機器制御（DR）の可否を検証する。
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（参考）機器のDRready制度の方向性
第46回省エネルギー小委員会
（2024年９月３日）事務局資料より抜粋
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（参考）ヒートポンプ給湯機のDRready要件（案）
第４回DRready勉強会
（2025年1月28日）事務局資料より一部修正
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（参考）昼の電力需要創出に向けたモデル実証（概要）
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋
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（参考）昼の電力需要創出に向けたモデル実証（事例①）
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋
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（参考）昼の電力需要創出に向けたモデル実証（事例②）
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋



１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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（５）次世代電力ネットワークの構築

  ③ 電力ネットワーク（系統）の増強

（ア）地域間連系線や地内基幹系統等の整備

  これまで、既存系統を効率的に活用するため、ノンファーム型接続の推進等により、活用可能な送電容量の拡大を進めてきた。
こうした取組を引き続き推進しつつ、再生可能エネルギーの更なる導入拡大と電力の安定供給を実現するため、系統の増強を進
めていく。地域間連系線については、再生可能エネルギーの導入等に計画的に対応するため、広域連系系統のマスタープランを踏
まえて整備を進め、費用を再生可能エネルギー賦課金や全国の託送料金等を通じて負担する仕組みを導入している。こうした制
度の下、北海道・本州間の海底直流送電や中国九州間連系設備（関門連系線）の整備など、今後10年間程度で、過去
10年間（約120万ｋＷ）と比べて８倍以上の規模（1,000万ｋＷ以上）で整備を目指しており、資金調達等の課題に対
応するための必要な制度的措置等を検討していく。

   また、今後、再生可能エネルギーの更なる導入や大規模電力需要の局地的な立地が見込まれる中、地域間連系線の整備の
在り方の見直しが必要になる可能性がある。このため、広域連系系統のマスタープランについて、将来の再生可能エネルギーの
導入状況や大規模需要の立地状況等を踏まえた見直しの検討を進めていく。

   加えて、再生可能エネルギーを最大限活用するとともに、自然災害時等のレジリエンスを強化し、電力の安定供給を確保するた
めには、地内基幹系統等を効率的に整備することも重要である。これまで地内基幹系統は、エリアの一般送配電事業者が整備し
てきたが、更なる計画的整備のため、地域間連系線と一体的に整備するものや広域的取引に資するものは、電力広域的運営
推進機関の関与の下で、一般送配電事業者が整備を進めることとした。こうした中、再生可能エネルギーの導入等に資する地
内基幹系統等についても、これまで以上に効率的な整備が必要となる。このため、各エリアの一般送配電事業者等が、より効率
的・計画的に整備を進めるための仕組みを検討するとともに、再生可能エネルギー電源の立地地域の負担とその全国への裨益を
踏まえ、エリアを越えた費用負担の仕組みも検討していく。これらと合わせ、無電柱化の推進等の対応も進める。



⚫ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素化の要請がより一層強まる中、地域間連系線の整備は、
再エネの大量導入と電力のレジリエンス強化につながるもの。

⚫ このため、再エネ適地と需要地を結び、国民負担を抑制しつつ再エネの導入を図るとともに、首都直下地震
等により首都圏等に集中立地するエネルギーインフラが機能不全に陥った場合のバックアップ機能の強化を
図るため、全国大での送電ネットワークの増強を進めることが必要。

地域間連系線の整備の状況と今後の方向性

中部

関西

北海道

東京

北陸 東北

九州

中国

四国

沖縄

関西中国間九州中国間

中国四国間

関西四国間

中部関西間

210万kW → 300万kW
(2027年度中予定)

東京中部間

周波数変換設備60Hz

50Hz

120万kW → 210万kW
(2021年3月運転開始)

573万kW※
→ 1028万kW※
(2027年度中予定)

東北東京間

北海道本州間

90万kW → 120万kW
(2027年度中予定)

60万kW → 90万kW
(2019年3月運転開始)

東地域増強

関門増強

300万kW→600万kW
（2030年6月運転開始予定）

北陸関西間

中部北陸間

過去10年間で整備してきたもの

現在整備中のもの

計画策定プロセス中のもの
（基本要件策定済）

120万kW

再エネ
ポテンシャル

再エネ
ポテンシャル

※整備計画策定時点
の想定であり、電源や
別工事の動向等を踏
まえて、段階的に運用
容量が拡大する見通し
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第１回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会

（2025年５月23日）資料７ 一部修正
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（参考）地域間連系線の整備の状況・課題について

⚫ 現在、電力広域機関では、マスタープランを踏まえ、東地域（北海道本州間海底直流送電）や西地域（関
門連系線）の系統整備に向けた計画策定プロセスを進めている。

⚫ いずれの整備も、事業実施主体の組成やケーブルの敷設方法、先行利用者との調整等の課題があるが、特に
ファイナンス面の課題が顕在化している。

➢ 北海道本州間海底直流送電については、送電事業のライセンスを取得したSPC（特別目的会社）を組成し、
プロジェクト自体の収益性に着目したプロジェクトファイナンスにより資金を調達することを軸に検討されている。
プロジェクトのリスクに応じた適正なリターンや、資金の量的な確保の課題について、引き続き検討を深めてい
く。

➢ 関門連系線については、一般送配電事業者等が事業実施主体となることが想定されているが、本プロジェクト
は、総額3,700～4,100億円程度の巨額な事業。事業実施主体の資金調達・費用回収の在り方が課題
となっている。

北海道本州間海底直流送電 関門連系線

概算工事費※ 1.5～1.8兆円 3,700～4,100億円

概算工期※ 6～10年程度 6～9年程度

事業実施主体
SPC等が想定

（北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグ
リッド、電源開発送変電ネットワークが有資格事業者となっている）

一般送配電事業者等
（中国電力ネットワーク株式会社、九州電力送配電株式会社、

電源開発送変電ネットワーク株式会社が有資格事業者となっている）

※基本要件策定（2024年4月3日）時点

第80回 電力・ガス基本政策小委員会
（2024年9月9日） 資料４ 一部修正
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地内系統の計画的な整備を促す仕組み
第１回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会（2025年5月23日）資料６



大規模系統整備に係る資金調達の円滑化等

120

第１回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会（2025年5月23日）資料６
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（参考）地域間連系線に関する整備等計画の認定スキーム

⑤
・電力広域機関の貸付
・特定系統設置交付金

➀
広域系統整備計画
の策定

②
整備等計画の作成

③
認定の申請

④
整備等計画
の認定

電力広域機関 事業実施主体 経済産業大臣

③

④

②
整備等計画

⑤

・本計画の円滑かつ確実な実施
を確保することが、特に重要か
・計画の実施期間、実施体制等
が適切に設定されているか

➀
広域系統
整備計画

⚫ 系統整備に要する費用の資金調達の環境整備として、先般成立したGX脱炭素電源法において、新たに事業
実施主体が作成する整備等計画を経済産業大臣が認定するスキームが新設されることとなった。当該認定を
受けた事業者は、特定系統設置交付金や電力広域機関からの貸付を受けることができることとなる。

※認定の対象となる送電線等は、こう長が100km以上又は送電容量が100万kW以上の連系線となっている。

第63回電力・ガス基本政策小委員会
（2023年６月27日） 資料４ 一部修正



１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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第７次エネルギー基本計画（抄）
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② 太陽光発電

（ア）基本的考え方

太陽光発電については、国土面積当たりの太陽光の導入容量は主要国最大となるなど、我が国において導入が着実に進展し
ている。さらに、自家消費や地産地消を行う分散型エネルギーリソースとして、地域におけるレジリエンスの観点でも活用が期待
される。また、一定程度導入コストの低減が進んだことにより、FIT・FIP制度によらずに事業を実施する形態も生じてきている。

   一方で、太陽光発電の年間導入量は、地域と共生しながら効率的に事業が実施できる適地の不足等を背景に、FIT制度導
入当初に比べ低下している。さらに、発電量が時間帯や天候に左右されるといった特性を踏まえる必要もある。

   こうした中で、更なる導入拡大にあたっては、地域との共生と国民負担の抑制を前提とし、需給近接型での導入が可能な建
築物の屋根や壁面の有効活用を追求していくことが重要である。

また、太陽光パネルの生産については、2000年代後半以降、急激に事業環境が変化する中で、官民双方において、需要創出
や投資の面で必ずしも十分な規模とスピードでの対応ができず、我が国はシェアを大きく減少させた。これを教訓として、次世代型
太陽電池について、国内に強靱なサプライチェーンを構築し、産業競争力の強化を図ることが重要である。



第７次エネルギー基本計画（抄）
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② 太陽光発電

（イ）屋根設置太陽光発電

   今後の太陽光発電の導入拡大にあたっては、まずは、比較的地域共生がしやすく、自家消費型で導入されることで系統負荷の
低い屋根設置太陽光発電のポテンシャルを更に積極的に活用していく。

 公共部門については、国が率先して、2030年に設置可能な建築物等の約50％、更には、2040年に設置可能な建築物
等の100％に太陽光発電設備を設置することを目指す。この実現に向け、政府の新築建築物への太陽光発電設備の最大限
設置を徹底するとともに、既存ストックや公有地等への設置も推進する。さらに、工場・オフィス等の民間部門については、ZEBや
自家消費型事業の普及拡大、省エネ法に基づく定期報告制度の活用、既存ストック対策の充実、建材一体型設備の導入等を
進める。また、投資回収の早期化や設置者の与信補完の観点から、FIT・FIP制度の調達期間・交付期間の在り方を検討する
とともに、関係省庁が連携して必要な支援を検討する。

 また、住宅用太陽光発電については、2050年において設置が合理的な住宅・建築物には太陽光発電設備が設置されてい
ることが一般的となることを目指し、これに至る2030年において新築戸建住宅の６割に太陽光発電設備が設置されることを
目指す。この確実な達成に向けて、建売戸建及び注文戸建住宅に係る住宅トップランナー基準として、一定割合の太陽光発電
設備の設置を求め、住宅への太陽光発電設備の設置を促進する。
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公共部門への太陽光発電の導入 第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）環境省資料より抜粋
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（参考）公共部門における今後の取組方針
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）環境省資料より抜粋



省エネ法に基づく定期報告制度の概要（再掲）
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⚫ 省エネ・非化石エネルギーへの転換の取組を促進するため、 2023年4月に施行された改正省エネ法では、特
定事業者等※の定期報告において、非化石エネルギーの使用状況等の定期の報告を求めることとされた。また、
開示に同意する者の定期報告情報を開示する制度も措置されたところ。
※事業者全体のエネルギー使用量（原油換算値）が合計して1,500kl/年度以上の大規模需要家

⚫ また、再エネ特措法に基づく再エネ賦課金減免制度（電力多消費事業者への特例措置）においても、事業者
の省エネ努力に応じて減免率を設定することに加え、非化石エネルギーの使用状況等の情報開示を行うことが
今年度の減免認定事業者（昨年度申請分）より要件化された。

第66回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2024年8月7日）資料3より抜粋

図.定期報告情報の開示制度イメージ 本開示制度の利点

企業は既にある報告書ベースのた
め負担感なく参画できることに加
えて、対外的に法に基づく質の高
い情報を発信できる。

投資家など読み手においては一覧
性を持って評価しやすくするツール
として有効活用が期待される。
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需給近接型太陽光に対する初期投資支援スキーム

⚫ 比較的地域共生がしやすく、自家消費型で導入されることで系統負荷の小さい、屋根設置太陽光発電のさ
らなる活用の促進が重要。

⚫ 国民負担が増えない範囲の中で、住宅用太陽光、事業用太陽光（屋根設置）の初期投資の支援を行う
期間・価格について、自家消費の促進にも配慮しつつ、投資回収の早期化効果の最大化を図る。

【住宅用太陽光（2025年度上期 認定）】 【事業用太陽光・屋根設置（2025年度上期 認定）】
FIT/FIP価格

10年

【住宅用太陽光（2025年度下期 認定）】 【事業用太陽光・屋根設置（2025年度下期 認定）】

FIT/FIP価格

20年

20年

10年

4年 5年
※棒グラフの大きさはイメージ。
※FIT/FIP価格やFIT/FIP期間は認定年度によって変わり得る。

FIT/FIP価格 FIT/FIP価格

15円/kWh

24円/kWh

8.3円/kWh

19円/kWh

8.3円/kWh

11.5円/kWh

運転開始後
年数

運転開始後
年数

運転開始後
年数

運転開始後
年数



屋根設置太陽光発電（住宅トップランナー制度）
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第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）国土交通省資料より抜粋
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② 太陽光発電

（ウ）地上設置太陽光発電

   地上設置太陽光発電については、地方公共団体による再生可能エネルギー導入の目標設定を促すとともに、目標の達成に向
け、地域脱炭素化促進事業制度の活用による具体的な再生可能エネルギー促進区域の設定（ポジティブゾーニング）等を
推進する。

 また、農地についても、優良農地の確保を前提に、営農が見込まれない荒廃農地への再生可能エネルギーの導入拡大を進
める。さらに、発電と営農が両立する営農型太陽光発電については、事業規律や適切な営農の確保を前提として、地方公共団
体の関与等により適正性が確保された事業の導入の拡大を進める。加えて、空港、道路、鉄道、港湾等のインフラ空間等を活
用した太陽光発電の導入拡大を図る。

 さらに、FIT・FIP制度を前提としない自家消費モデルや需要家等が遠隔地に発電設備を設置し長期契約等に基づき受電
する仕組み等による再生可能エネルギー発電事業についても、導入を推進する。
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適切な営農型太陽光発電の導入促進 第69回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会
（2025年６月２日）農林水産省資料を一部加筆
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地域と共生した営農型太陽光発電の導入拡大

第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）環境省資料より抜粋
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（参考）脱炭素先行地域における営農型太陽光発電の事例①
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）環境省資料より抜粋
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（参考）脱炭素先行地域における営農型太陽光発電の事例②

第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）環境省資料より抜粋



公共インフラへの導入拡大（鉄道分野）
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第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）国土交通省資料より抜粋
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（参考）鉄道分野における再エネ導入拡大に向けた取組
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）国土交通省資料より抜粋
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公共インフラへの導入拡大（港湾分野） 第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）国土交通省資料より抜粋



公共インフラへの導入拡大（道路分野）
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第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）国土交通省資料より抜粋
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（参考）道路法等の一部を改正する法律 第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）国土交通省資料より抜粋



140

第66回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2024年８月７日）国土交通省資料より抜粋公共インフラへの導入拡大（空港分野）
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⚫ 佐賀県や岩手県等において、地域の再エネ等を活用しつつ産業団地整備を行う動きが生まれている。産業
団地というインフラの整備に併せて、各地の土地を有効に活用し再エネ導入を行うことは、再エネ電気活用・電
気料金抑制・産業立地を通じた雇用創出など、地域経済に裨益する効果も大きい。引き続き、こうした再エ
ネ導入モデルを推進していくことが重要。

公共インフラへの導入拡大（産業団地）



民間企業による自家消費型太陽光の促進
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第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）環境省資料より抜粋
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② 太陽光発電

（エ）次世代型太陽電池の早期社会実装

   太陽光発電の適地が限られる中、従来設置が進んでいなかった耐荷重性の低い建築物の屋根や建物の壁面等への設置を進
める観点から、2024年11月に次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会において策定した「次
世代型太陽電池戦略」に基づき、軽量・柔軟等の特徴を兼ね備えるペロブスカイト太陽電池の早期の社会実装を進めていく。
具体的には、2025年までに20円/kWh、2030年までに14円/kWh、2040年までに10円～14円/kWh以下の水準を
目指して技術開発を進める。

また、国内において強靱な生産体制を確立させることが重要であり、2030年を待たずにGW級の構築を目指す。官民関係者
が総力を挙げて、世界に引けを取らない規模とスピードで、量産技術の確立、生産体制整備、需要の創出に三位一体で取り
組み、2040年には約20GWの導入を目標とする。

   海外市場にも本格的な展開を図るとともに、国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）等の専門機関とも連携
し、信頼性評価等に関する国際標準の策定を目指す。



生産体制整備 需要創出 量産技術の確立

産業競争力の実現 海外展開

✓国際標準策定での連携が見込める高度研究機関を有する
国（米・独・伊・豪など）や早期に市場立ち上げが期待できる
国から順次展開。

✓次世代型太陽電池の信頼性評価等に関する国際標準の早
期策定。

✓同志国とともに価格によらない要素（脱炭素、安定供給、資
源循環等）を適切に反映していく仕組みを構築。

✓2040年には約20GW導入を目指す。

✓先行的に導入に取り組む重点分野（施工
の横展開可能、追加的導入、自家消費率高）

へ来年度から導入補助により投資予見
性の確保。

✓政府機関・地方自治体や環境価値を重
視する民間企業が初期需要を牽引。

✓サプライチェーンの中で特に重要なものは、国内で強靱な生産
体制を確立、世界への展開を念頭に様々な主体を巻き込む。

✓特許とブラックボックス化した全体の製造プロセスを最適に組
み合わせ、サプライチェーン全体で、製造装置を含め技術・人
材の両面から戦略的に知的財産を管理。

✓フィルム型は、製造～リサイクルまでのライフサイクル全体で
の付加価値を競争力につなげる。

✓GI基金を活用し、2025年20円
/kWh、2030年14円/kWhが
可能となる技術を確立。2040年に
自立化可能な発電コスト10円（※） 

～14円/kWh以下の水準を目指す。
（※）研究開発の進展等により大幅なコスト低減をする場合

✓既存シリコン太陽電池のリプレース需
要を視野に入れ、タンデム型の開発
を加速。

✓GXサプライチェーン構築支援補助金
も活用し、2030年までの早期に
GW級の生産体制構築を目指す。

✓早期に国内市場の立ち上げ（一部
事業者は来年度から事業化開始）。

✓様々な設置形態に関する実証を進め、
施工方法を確立。ガイドライン策定も
検討着手。

144※政策の前提となる状況（海外・技術開発等）を絶えずモニタリング、随時柔軟に政策のあり方を見直す

⚫ 太陽電池産業を巡る過去の反省も踏まえ、官民が連携し、世界に引けを取らない「規模」と「スピード」で、量
産技術の確立・生産体制整備・需要創出を三位一体で進める。

⚫ 官民協議会において、「次世代型太陽電池戦略」として取りまとめ、その内容を「第７次エネルギー基本計画」
の議論に反映済。

次世代型太陽電池の早期社会実装

「次世代型太陽電池戦略」の概要



⚫ 量産技術の確立に関しては、2025年度までに20円/kWh、2030年度までに14円/kWhが可能となる技
術確立を進めているところ。

⚫ 様々な設置形態での社会実装を念頭に置いたユーザーと連携した実証を進めるべく、昨年３月公募開始し、9
月に積水化学工業、東京電力HDの実証を採択済。

⚫ 事業化後の大規模導入や海外展開を想定して、一定規模以上の量産構想を有することや、実証テーマに関
する必須要件を設定。製造事業者を主体としつつ、社会実装の加速に向けて、多様なプレーヤーによる社会実
証の加速を期待。

次世代型太陽電池の早期社会実装 - ①量産技術の確立について

145
エネコートテクノロジーズ株式会社：

物流倉庫での実証

積水化学工業株式会社：
風力発電所への設置（上）

関西・大阪万博バスターミナルへの設置（下）

株式会社アイシン：自社安城工場敷地内施設における実証（右は設置完了イメージ図）

＜実証による成果＞
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次世代型太陽電池の早期社会実装 - ②生産体制の構築

⚫ ペロブスカイト太陽電池について、2030年を待たずにGW級の量産体制構築を目指す。次世代型太陽電池
の導入拡大と産業競争力の強化に真に資するものに支援対象を重点化し、強力に投資促進していく。

⚫ 積水化学工業では、新会社を設立の上で、5年間で3145億円の投資を行い、GW級のライン構
築を目指していく。大阪府堺市にて、2027年度には、100MW級の製造ラインが稼働予定。

⚫ 引き続き、ペロブスカイト太陽電池に関するサプライチェーン全体の強靱化を進め、GX実現に
向けた投資を促進していく。

＜積水化学工業＞

出所：積水化学HP

100MWの生産ライン新設を決定。
2030年まで追加投資を行いGW級のライン構築を目指す。

2026年までに年間190MW、2029年までに年間
500MW弱の発電量に相当するレーザパターニング
装置の生産体制の構築のため、京都に工場を増設。

＜片岡製作所＞

ペロブスカイト太陽電池レーザパターニング装置
出所：片岡製作所HP

ロールtoロールでの生産
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次世代型太陽電池の早期社会実装 - ③需要の創出 ～大都市における導入目標～

⚫ ペロブスカイト太陽電池の早期の社会実装に加え、事業者の一定の投資予見性を確保し、生産体制構築を
促す観点から、その需要の創出を行う。量産化による価格低減、更なる導入拡大につながる好循環の形成
を目指す。

⚫ 東京都では、独自の支援策を実施するとともに、2040年に２GWの導入目標に向けたロードマップを策定。
官民協議会に参加いただいている各自治体においても、今年度より次世代型太陽電池の社会実装に向けた
施策の整備が本格化している。

⚫ 今後、 GW級の導入が期待できる他の大都市圏においても 、導入目標を設定していく。

＜都内導入目標の設定＞

製品開発を後押しし、早期実用化を推進

積極的な導入・需要創出により量産体制構築に貢献

＜目標達成に向けた当面の取組＞

② 民間事業者への導入支援

 次世代型ＳＣの設置費用を10／10補助 [対象]  機器費･施工費

① 都有施設への先行導入

 設置事例の蓄積と情報発信により、多様な主体の取組を推進

③ 開発支援
 都有施設を活用した実証場所の提供や開発企業向けに経費を助成

目標設定により投資予見性を確保し、
事業者の量産体制構築を促進

④ 普及拡大に向けた広報展開を実施
 開発事業者や導入支援対象事業者等と連携した広報を展開

設置事例の蓄積により施工方法等を確立

◆ 2035年目標：約１GW
（都有施設：約１万kW※）

（参考）国の導入目標：約20GW

※次世代SC以外の壁面設置できるPVも含む

0

1

2

2024 2035 2040

（GW）

◆ 2040年目標：約２GW

東京都の導入目標と取組



次世代型太陽電池の早期社会実装 - タンデム型太陽電池

ペロブスカイト

ヘテロ接合型シリコン

出典：
NRELBestResearch-
CellEfficiencyChart
を一部加工

結晶シリコン

OPV

CIGS

CdTe

セルの発電効率（最高記録）の推移について

⚫ タンデム型太陽電池とは、吸収波長帯の異なる材料を積層させ、高効率な光電変換を行う太陽電池。
従来のシリコン太陽電池と比べると変換効率が1.5～2倍程度になる次世代技術。

⚫ ペロブスカイトタンデム太陽電池は、全体の発電効率を左右するペロブスカイト自体の性能向上（均一な塗布、
耐久性向上）に加え、積層させるボトムセルの表面加工が課題となる。

⚫ 官民協議会において、研究開発の先の社会実装を見据え、時間軸を踏まえた産業戦略・重点を置くべき市場・
技術目標などについて、議論を行っているところ。

タンデム型
（ペロ/Si）

ペロブスカイト/シリコン
タンデム型太陽電池の例

ペロブスカイト太陽電池

太陽光のスペクトル

トップセル
太陽電池

ボトムセル
太陽電池

148出典：（株）カネカ提供資料を一部加工

⚫ 入射光の反射損失を低減す
るために凹凸構造（ペロブスカ
イト太陽電池の膜厚の約10
倍）を形成するための表面加
工やトップセルの成膜技術の
高度化が重要。

シリコン太陽電池の表面構造

出典：産総研



１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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第７次エネルギー基本計画（抄）
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③ 風力発電

（ア）基本的考え方

   風力発電の導入に関し、陸上では、開発しやすい平野部での適地が減少している。また、洋上では、北海道や東北地方などの
導入ポテンシャルの高い地域が存在することに加え、陸上に比べて大規模開発が可能となる一方で、欧州に比べて急峻な地形・
複雑な地層であるほか、風速が相対的に小さい地点があるなどの日本の地理的特性がある。この中で、地域と共生しつつ適地を
確保することが課題である。さらに、地元との調整や環境アセスメントなどへの対応により、導入までのリードタイムは長い。

 風力発電の更なる導入拡大に向けては、北海道などの風力発電の適地と需要地を結ぶ送電網の整備が重要となる。広域
連系系統のマスタープランを踏まえ、北海道・本州間の海底直流送電を始めとする地域間連系線の整備等を進める。

（イ）洋上風力発電

   洋上風力発電は、今後コスト低減が見込まれる電源として、我が国の電力供給の一定割合を占めることが見込まれ、急速なコ
ストダウンと案件形成が進展する海外と同様、我が国の再生可能エネルギーの主力電源化に向けた「切り札」である。また、事業
規模が大きく、産業の裾野も広いことから、建設やＯ＆Ｍ等を通じ雇用創出にも貢献するなど、経済波及効果が期待される。

 こうした点を踏まえ、再エネ海域利用法に基づく公募制度等を通じて、2030年までに10GW、2040年までに浮体式も含む
30GW～45GWの案件を形成することを目指す。このため、引き続き、初期段階から政府等が関与し、より迅速・効率的に地
盤等の調査や適時の系統接続の確保等を行う仕組み（セントラル方式）の対象海域を拡大するとともに、促進区域の指定の
際に国が海洋環境調査を行う仕組みを検討する。さらに、地域間連系線や港湾等のインフラ整備を計画的に進めていく。また、
投資が大規模かつ総事業期間が長期間にわたることから、収入・費用の変動リスクに対応できる強靱な事業組成を促進し、洋上
風力発電への電源投資を確実に完遂させるために必要な規律強化や環境整備を進める。加えて、我が国の広大な排他的経
済水域においても洋上風力発電設備を設置することができるよう必要な制度環境の整備を行う。また、大型風車の設置・維持
管理に必要な基地港湾の着実な整備や効率的な運用を図るとともに、関係船舶の確保に向けた取組を進める。

 その上で、洋上風力発電の大量導入と関連産業の競争力強化の「好循環」を実現するには、国内に競争力があり強靱なサプ
ライチェーンを形成することが重要である。産業界においては、国内調達比率を2040年までに60％とする目標が掲げられている。
特に浮体式洋上風力発電について、技術開発によるコスト低減と量産化、生産・設置基盤や最適な海上施工方法の確立を通
じ、国内サプライチェーンの強化や国際展開を進めるとともに、産業界と教育・研究機関が連携した人材育成を強力に推進する。



再エネ海域利用法に基づく公募制度等を通じた案件形成
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第68回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2024年９月11日）資料７を更新



世界的インフレ等による洋上風力への影響

⚫ 洋上風力発電は、欧州を中心に開発が加速する中、2022年頃からの世界的な資材価格の高騰や、サプラ
イチェーン逼迫、金利上昇などの影響を受け、開発コストが大幅に上昇。

⚫ 英米を始め世界各国にプロジェクトの変更が発生し、各国の導入見通しが大幅減。

・事業者：バッテンフォール社(スウェーデン)
・出  力：140万ｋW
コスト約40％上昇（約760億円の損失を
計上） 

【事業撤退】2023年7月

・事業者：JERA社（日本）
・出  力：200万ｋW
コストが約30%上昇。JERA社は事業権
益譲渡を発表。 

【事業中断】当分先送り 台湾

・事業者：オーステッド社（デンマーク）
・出  力：220万ｋW（2海域の合計）
コスト上昇(約6100億円の損失を計上) 

【事業撤退】2023年7月

英国

米国

＜世界各国の主なプロジェクト変更事例＞ ＜世界の洋上風力の導入見通し（2024～2028年合計）＞

⚫ 世界的に洋上風力の事業計画の延期、入札制度の見直しが行われており、導入見通しは
2年前の想定より約30％の大幅減。

⚫ 日本は規模は小さいが着実な導入が評価され、導入見通しが微増。

[各国を取り巻く状況]
英国：2023年9月に実施した洋上風力公募にて応札者0に
米国：2025年に就任したトランプ大統領により、洋上風力プロジェクトの新規及び更新の停止
台湾：過酷なローカルコンテンツにより事業者が敬遠
韓国：入札制度や法規制の未整備による事業の不確実性が顕在

出典：Wood Mackenzie、MHIベスタスジャパン

16.6 19.8英国

7.1 15.8米国

5.2 7.4台湾

5.5 7.0ドイツ

4.6 5.0ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ

2.3 4.0ｵﾗﾝﾀﾞ

1.5 2.7韓国

1.6 1.3日本

日本を除くほとんどの洋上先進国
が下方修正（コンサル予測値）

63GW⇒44GW（30％減）

■2022年12月時点の予測値（単位：GW）

■2024年6月時点の予測値（単位：GW）
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⚫ 我が国における再エネ主力電源化の実現を確実なものとしていく観点から、引き続きコスト低減・迅速性を重視
しつつ、収入・費用の変動といった環境変化に対して強靱な事業組成を促し、洋上風力発電への電源投資を
確実に完遂させることを主軸として、国民負担に中立的な形で、事業実施の確実性を高めるための規律強
化・環境整備を2024年11月にとりまとめた。

⚫ 具体的には、撤退や遅延を抑止する①保証金制度を見直し、収入・費用の変動等に伴うリスク分担のあり方と
いう観点から②価格調整スキームの導入。

大規模電源投資を確実に完遂させるための環境整備
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日本（現行） 日本（見直し案）

保
証
金

第１次保証金
（不当な入札の
防止）

500円/kW 500円/kW

第2次保証金等
（確実な事業実
施の担保①）

5,000円/kW 10,000円/kW

第3次保証金等
（確実な事業実
施の担保②）

13,000円/kW 24,000円/kW

運開遅延金
保証金の全額没収
（評価点が下がる場

合のみ）

～６カ月   4,000円/kW
６～12か月  8,000円/kW
12～18カ月 16,000円/kW
18～24か月 20,000円/kW
24か月～ 24,000円/kW

撤退違約金 全額没収 全額没収

＜保証金制度の見直し＞ ＜価格調整スキームの導入＞



浮体式を含めた洋上風力分野における産業政策の方向性

①世界的なインフレへの対応・魅力
的な国内市場の創出

（インフレへの対応）
⚫ 事業者による洋上風力大規模投

資を完遂させるための更なる環
境整備

※入札後の物価変動リスクに応じて価格を
最大40％まで調整するスキームを次回の
公募から導入

（国内市場の創出）
⚫ 領海内における着実な案件形成

や広大なEEZへの市場拡大

⚫ 浮体式に特化した案件形成目標
の検討

②国内産業・技術基盤の充実

（技術基盤の充実）
⚫ グリーンイノベーション基金を活

用した浮体式洋上風力の技術開発

（国内産業基盤の充実）
⚫ 人材育成の推進、港湾インフラ・

関係船舶確保等の検討や国内外か
らの投資を呼び込むためのGXサプ
ライチェーン補助金を活用した設
備投資支援

⚫ 既存の取組の深化に加え、産業界
目標である国内調達比率の検討

③グローバル市場の拡大・獲得

（アジア市場の獲得）
⚫ 日本の優位性を高めアジアにお

ける輸出拠点となるための海外
連携・展開目標の検討

（グローバル市場への拡大）
⚫ 欧州を始めとした洋上風力先進

国との連携による技術力強化

⚫ 業界協調による共通基盤開発を
通じて標準化の議論を主導

⚫ 2025年４月から「洋上風力の産業競争力強化に向けた浮体式産業戦略検討会」において、浮体式に関する
産業戦略に関する議論を行っているところ。

⚫ インフレ等に対して事業実施の確実性を高めるための環境整備を進めているが、更なる環境整備を進めるとと
もに、国内産業を強化していくことが必要である。この厳しい状況をむしろ技術・サプライチェーン面で海外にキャッ
チアップする好機と捉え、以下のような取り組みを軸とした浮体式に関する産業戦略を官民で作り込んでいく。
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再エネ海域利用法に基づく公募制度等を通じた案件形成

④経済産業大臣及び国土交通大臣は、協議会において協議が調った事項と整合的であること等の許可基準に

適合している場合に限り、設置を許可することができる。

③経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮の地位の付与を受けた事業者、利害関係者等を構成員とし、発電

事業の実施に必要な協議を行う協議会を組織するものとする。

②募集区域に海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者は、設置区域の案や事業計画の案を提

出し、経済産業大臣及び国土交通大臣による仮の地位の付与（仮許可）を受けることができる。

①経済産業大臣は、自然的条件等が適当である区域について、公告縦覧や関係行政機関との協議を行い、

募集区域として指定することができる。

※ EEZにおける洋上風力等に係る発電設備の設置を禁止し、募集区域以外の海域においては設置許可は行わない。

⚫ 排他的経済水域（EEZ）への洋上風力発電設備の設置について、長期間の設置を認める制度を創設。
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※ 促進区域（領海及び内水）及び募集区域（EEZ）の指定等の際に、海洋環境等の保全の観点から、環境大臣
が調査を行うこととし、これに伴い、環境影響評価法の相当する手続を適用しないこととする。



国内産業・技術基盤の充実（GI基金を活用した技術開発）

①次世代風車技術開発

③洋上風力関連
電気システム技術開発

②浮体式基礎製造
・設置低コスト化技術開発

④洋上風力運転保守
高度化事業

要素技術開発［総額385億円］
（フェーズ１,〈2021~30年度〉）

浮体式洋上風力発電実証［総額850億円］（フェーズ2, 〈2024~30年度〉）

⑤（更なる高度化に向けた）
共通基盤技術開発

＜グリーンイノベーション基金プロジェクト［総額1,235億円］＞

採択テーマ 実施予定先

低コスト化による
海外展開を見据えた
秋田県南部沖
浮体式洋上風力実証事業

丸紅洋上風力開発株式会社
東北電力株式会社
秋田県南部沖浮体式洋上風力株式会社
ジャパン マリンユナイテッド株式会社
東亜建設工業株式会社
東京製綱繊維ロープ株式会社
関電プラント株式会社
JFEエンジニアリング株式会社
中日本航空株式会社

愛知県沖
浮体式洋上風力実証事業

株式会社シーテック
カナデビア（旧：日立造船）株式会社
鹿島建設株式会社
株式会社北拓
株式会社商船三井

秋田県南部沖

愛知県田原市・
豊橋市沖

太字：幹事企業

⚫ 浮体式洋上風力は、欧州を中心に小規模プロジェクトが進展（いずれのプロジェクトも、10MW以下の中規模風車・10機

程度、水深100ｍ程度に設置するもの）。また、グローバルにはコスト低減・大量生産手法の確立が共通課題。

⚫ こうした点を踏まえ、日本では、直近の取組として、浮体式の早期社会実装に向けて、グリーンイノベーション
基金を活用し、大型風車を用いた領海内における実証事業を実施し、コスト低減・大量生産に向けた技術を
確立していく。

⚫ 同実証事業に向け、都道府県から当省へ提案があり、漁業組合等関係者の同意が得られた４海域を対象に
事業者を公募し、2024年6月に➀秋田県南部沖（幹事企業：丸紅洋上風力開発）、➁愛知県田原市
豊橋市沖（幹事企業：シーテック）の２事業を採択・公表した。

⚫ 浮体式洋上風力の更なる導入海域の拡大に向けて、技術開発・検証を進めていく。
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⚫ 洋上風力の事業開発を担う人材、エンジニア、専門作業員の育成に向け、カリキュラム作成やトレーニング施
設整備に係る支援を2022年度から実施。（令和6・7年度は洋上風力以外も含め各年度7.5億円）

⚫ 2024年4月から、支援を受けた事業者によるトレーニング施設が各地でオープン。2024年度以降も、
地域の高専等を含め産学が連携し、必要なスキルを取得するための政策支援を実施していく。

日本郵船

風と海の学校 あきた （秋田県男鹿市）

⚫ 秋田県立男鹿海洋高校の大水深プール等の
既存施設を活用し、各種機器の導入によって
訓練センターとして整備。

⚫ 作業員・船員向けの基本安全訓練や、シミュ
レータによる作業員輸送船の操船訓練を提供、
年間1,000人の修了生輩出を目指す。

⚫ 施設は男鹿海洋高校の生徒や近隣の小中学
生にも開放し、各種イベントも企画予定。

ウィンド・パワー・グループ

ウィンド・パワー・トレーニングセンター
（茨城県神栖市）

⚫ 鹿島港の洋上風力発電事業を実施する事業
者が整備したトレーニングセンター。洋上風力
発電設備の保守管理作業員を訓練するため
のプールや高所作業所を併設。

⚫ GWO認証を受けた施設で、基本安全訓練の
モジュールに準拠した育成プログラムを提供。年
間1,000人の受講生輩出を目指す。

GiraffeWork

ジラフワーク・トレーニングセンター
（神奈川県川崎市）

⚫ 労働安全の専門的な訓練に実績のあるマース
ク・トレーニング社（デンマーク）と提携した教
育プログラムを提供するトレーニングセンター。

⚫ GWO認証に基づく基礎安全訓練のほか、上
級救助訓練等の複数モジュールの育成プログラ
ムを提供し、GWO認証基準の要求事項品質
を維持する管理システムを整備。

※ GWO(Global Wind Organization)： 風車メーカーや発電事業者等が設立した、風力発電設備の作業者向け訓練プログラムの開発を行っている国際組織（写真は各社のHP等から引用）
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国内産業・技術基盤の充実（人材育成）



⚫ 我が国には、過去風車メーカーが存在していたことにより培われた風車部品サプライヤーの技術があり、先般の
第3ラウンドでは、国内調達比率※を最大限高めた風車モデルを計画する案件が創出。

※国内調達比率は、産業界において2040年に60%とする目標が掲げられている。

⚫ 更に、浮体式では日本の造船技術等の活用による浮体基礎の量産化等が見込める。

世界最大級のドライドックを保
有。造船事業で培った量産製
造ノウハウを活用し、部品製造
から完成品組立まで一気通貫で
施工・高速量産。2029年に年
間約30基の製造能力を整備。

TDK(株)：ナセル内発電機の磁石

国内初の洋上風車用ナセル組立。
ナセル内部品は1万点以上あり、
部品の国産化も狙う。2029年に
年間約30基の製造能力を整備。

国内初の洋上風車用タ
ワー生産ライン。国産高張
力鋼材の利用による軽量化
を狙う。2029年に年間約
30基の製造能力を整備。
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ナセル

ブレード

タワー

浮体基礎

係留索

ダイナミック
ケーブル

アンカー

＜浮体式洋上風力発電設備＞

(株)駒井ハルテック：風車タワー(富津工場(千葉))※

日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)：浮体基礎製造(若松工場(福岡))※

東芝ESS(株)：ナセル組立(京浜工場(神奈川))※

ナロック(株)：係留ロープ(量産工場(和歌山))※

着床基礎の量産に加え、
浮体基礎についても2028
年に年間約20基の製造
能力を整備。

大口径係留ロープを製造出
来る数少ないメーカー。
2030年に年間約30基分の
製造能力を整備。

濱中製鎖工業(株)：係留チェーン(兵庫)

世界で4社しかない鋼製チェーン
メーカー

発電機に必須となる磁石のグロー
バルサプライヤー

洋上風力発電 ー 国内産業・技術基盤の充実（サプライチェーン形成）

住友電気工業(株)、古河電気工業(株)：ダイナミックケーブル

電力ケーブルの
グローバルサプライヤー

※はGXサプライチェーン構築支援事業で支援

(株)大島造船：浮体基礎製造(香焼工場(長崎))※



＜諸外国＞

＜共同研究パートナー＞

共同
研究

＜研究機関／教育・研究機関／認証機関＞

ゼネコン・マリコン・材料/造船/重電メーカー等

連携

（欧州を中心に連携に向けて協議）

連携
共同研究

出典：Shutterstock

港湾工事 高炉 造船所

＜FLOWRA＞

⚫ 浮体式洋上風力技術研究組合（FLOWRA）は、浮体式洋上風力の広域かつ大規模な商用化や国内
産業創出等に貢献するため、国内の発電事業者が協調し、2024年３月に設立された技術研究組合。

⚫ グローバル展開や海外プロジェクトへの参入も視野に、欧州・米国等の海外諸機関と連携しながら、浮体式
洋上風力の低コスト化・量産化技術の確立に取り組む。

⚫ 具体的には、ゼネコン・マリコン・材料/造船/重電メーカー等と共同して、 ①風車・浮体一体システムの最適設
計手法の開発や、②規格の策定、標準化等を進めていく。
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英国 デンマーク ノルウェー オランダ EU 米国

※ 英国ORE Catapultと協力覚書を
締結(2025年3月)

※ デンマークDI(デンマーク産業連盟)
と協力覚書を締結(2025年4月)

グローバル市場の拡大・獲得（FLOWRAを核とした共通基盤開発）



国内産業・技術基盤の充実（FLOWCON）
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⚫ 大量急速施工や合理的な建設コストの実現を目的として、建設、鉄鋼、造船、揚重機の企業が集結して、本年
１月に浮体式洋上洋上風力建設システム技術研究組合（FLOWCON）を結成した。

第31回洋上風力促進WG（2025年３月10日）
参考資料６を更新



グローバル市場の拡大・獲得（洋上風力先進国との連携）
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日本 ー デンマーク
・洋上風力に関する基本合意書締結 
・締 結 日 ：2023年10月24日
・交 換 者 ：西村経済産業大臣

フレデリクセン首相
・連携内容：

浮体式洋上風力に係るアカデミア・規制機
関・産業界における連携、知見の共有、研究
の実施、成果の普及等。

日本 ー 英国
・洋上風力に関する協力覚書締結 
・締 結 日 ： 2025年3月7日
・交 換 者 ：武藤経済産業大臣

レイノルズ・ビジネス貿易大臣
・連携内容：

公的金融機関の支援を通じた企業協力の促進
や、共同技術開発、洋上風力のサプライ
チェーン構築等。

MOC in The Field of Offshore Wind

（冒頭抜粋）

LOI on Cooperation in establishing an 

International Innovation Centre （冒頭抜粋）

⚫ 風車産業に強みを有するデンマークに加え、洋上風力発電の導入量が世界２位で世界有数の経験・知見を
有している英国とも本年３月に政府間で覚書を締結。

⚫ 英国とは、研究機関間、企業間においても同時に覚書を締結した。



第７次エネルギー基本計画（抄）
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③ 風力発電

（ウ）陸上風力発電

   陸上風力発電については、事業実施への地域の懸念を背景に、運転開始に至っていない事業が存在している。こうした地域の
懸念に適切に対応した上で、導入を推進していく。具体的には、地方公共団体による再生可能エネルギー導入の目標設定を促
すとともに、目標の達成に向け、地域脱炭素化促進事業制度の活用による具体的な再生可能エネルギー促進区域の設定
（ポジティブゾーニング）等を推進する。また、国土保全及び環境保全の観点を前提としつつ、保安林について、ポジティブ
ゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進めるとともに、環境アセスメントについて、事業特性を踏まえた効果的・効率的な
アセスメントの実施を図るため、必要な措置を講じる。



地域脱炭素化促進事業制度に基づく風力発電の導入

⚫ 陸上風力発電は、国土の保全・保安、環境影響等の観点も踏まえ、地域と共生しながら導入を進めることが
重要。このため、地域脱炭素化促進事業制度の促進区域を活用し、地元での理解促進等のための協議会を
設置しつつ、ポジティブゾーニングを行っていくことが重要。

⚫ 2025年３月末時点で、風力発電に係る促進区域を設定している自治体は、全国で６自治体にとどまっており、
促進区域設定の加速化・優良事例の創出に向けて、国も前面に立って進めていくべきではないか。

⚫ なお、第７次エネルギー基本計画に基づき、国土保全及び環境保全の観点を前提としつつ、温対法に基づく地
域脱炭素化促進事業として認定された風力発電については、保安林の解除において、公益上の理由に該当す
る事業として扱われることとした。

【温暖化対策法に基づくポジティブゾーニングに向けた協議会（せたな町の例）】
第68回再エネ大量導入・次世代電力NW小委
員会（2024年９月11日）せたな町資料を抜粋
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（参考・再掲）温対法に基づく地域脱炭素化促進事業制度（促進区域の設定状況①）
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第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）環境省資料より抜粋（再掲）
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（参考・再掲）温対法に基づく地域脱炭素化促進事業制度（促進区域の設定状況②）
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）環境省資料より抜粋（再掲）
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（参考・再掲）温対法に基づく地域脱炭素化促進事業制度（促進区域の設定状況③）
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）環境省資料より抜粋（再掲）
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（参考・再掲）地域脱炭素を通じた地域共生型再エネの導入
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋
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（参考・再掲）地域脱炭素化促進事業制度に関する課題と対応
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋



169

（参考・再掲）地域脱炭素に関する今後の取組方針
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年5月27日）環境省資料より抜粋



（参考）地域脱炭素化促進事業制度における都道府県配慮基準

⚫ 地域脱炭素化促進事業制度では、適切な環境保全の観点から、国・都道府県が「除外すべき区域」として設定
した区域には、市町村は促進区域を設定することができない。

⚫ 2024年11月には、北海道が環境配慮基準を策定し、保安林をはじめとする様々な規制区域について、「促進
区域に含めることが適切でないと認められる区域」とされた。一方で、経過措置として、2025年５月10日まで
に、市町村が促進区域の設定の検討を必要と判断し、所定の報告を行った区域は、「促進区域に含めることが
適切でないと認められる区域」には含めないことも可能とされた。

⚫ その後、経済産業省・環境省が、北海道庁とも連携し、北海道内の市町村に対して個別説明等を実施し、各
市町村の制度等に対する理解醸成を図った結果、2025年５月10日までに、42市町村から北海道に対して
経過措置に係る所定の報告が行われた。特に経済産業省としては、風力発電事業者が検討している具体的な
適地候補のある市町村に重点的に個別説明を実施したところ。

⚫ 地域脱炭素化促進事業制度の運用に当たっては、引き続き、国と自治体の緊密な連携の下で進めていくことが
重要ではないか。
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国の基準

都道府県

市町村

除外すべき区域

国の基準
により除外

国の基準
により除外

除外すべき区域

市町村が考慮
すべき区域・事項

その他のエリア

市町村が
考慮すべき
区域・事項

その他のエリア

促進区域の候補となるエリア都道府県の基準により除外

（参考）地域脱炭素化促進事業制度における「除外すべき区域」の考え方



陸上風力発電に係る効果的・効率的な環境配慮に向けた検討

171

第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）環境省資料より抜粋
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（参考）環境影響評価法 改正法案の概要
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）環境省資料より抜粋



１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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第７次エネルギー基本計画（抄）
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④ 地熱発電

（ア）基本的考え方

   地熱発電は、安定的に発電を行うことが可能なエネルギー源であり、地域資源の有効活用を通じて産業振興や地域社会に貢
献し、地域活性化にも資するものである。日本の地熱資源のポテンシャルは世界第３位であるが、地熱発電の開発には、開発リ
スク・開発コストの高さ、リードタイムの長さ、地熱資源の有望地域の偏在による開発適地や系統接続の制約、地元との調整
や開発のための各種規制への対応等の課題がある。こうした課題を克服し、中長期的には競争力ある自立化した電源としてい
く。現状の４倍以上に地熱資源のポテンシャルを拡大する可能性がある次世代型地熱技術の開発も進める。

（イ）今後の課題と対応

   地熱開発の加速化のため、地熱資源の約８割が存在する自然公園内を中心に、経済産業省が選定した複数の有望地域に
おいて、「地熱フロンティアプロジェクト」を立ち上げる。選定された地域では、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）自らが、地熱資源の調査（噴気試験を含む。）を行い、調査データ等を事業者に提供し、掘削した井戸を事
業者の求めに応じて引き継ぐことで、事業者の開発リスクと開発コストの低減を図るとともに、政府も地域の関係者との調整を積
極的に支援する。また、「地熱開発加速化パッケージ」の実行に向けて、自然環境や温泉事業者への配慮を前提に、ステークホ
ルダーの理解醸成、掘削コストの高騰や高い掘削リスクへの対応、温泉法や立地条件等に応じた自然公園法・森林法等の各
種許認可手続への対応について、関係省庁が連携し、ワンストップでフォローアップに取り組む。また、様々なプレイヤーの地熱発
電への参画を促し、従来の手法にとらわれずに、小型で機動的な掘削機や発電所のモジュール化等による迅速な地熱の開発も
促進する。

   海外では、日本企業も参画し、熱水のない場所でも発電が可能なクローズドループや地熱増産システムなどの実証が進めら
れている。また、日本でも、NEDOや産総研等が、地下深くの高温・高圧な熱水を活用した超臨界地熱に関する調査を行ってい
る。抜本的な地熱発電の導入拡大を実現するため、こうした次世代型地熱技術について、2030年代の早期の実用化を目指
し、研究開発・実証を進め、事業化につなげる。

   地熱発電の導入をより短期間・低コストで、かつ円滑に実現できるよう、地域の理解促進、リスクマネーの供給、探査技術の
高度化等の掘削成功率や掘削効率の向上に資する技術開発などの取組を進める。

   今後、2040年に向けて地熱発電の導入を加速させていくための具体的な計画や目標等を策定する。

   さらに、発電後の熱水利用など、エネルギーの多段階利用を通じて、地域のエネルギー供給の安定を支える役割を担う地熱発
電の取組を推進する。JOGMECとの連携により、地熱発電技術の海外展開を促進する。



地熱開発加速化パッケージ

175

第１回次世代型地熱官民協議会
（2025年４月14日）資料４より抜粋



次世代型地熱官民協議会の設立

176

⚫ 第７次エネルギー基本計画では、安定的な発電・地域へ裨益する地熱発電について、様々な課題を克服して競
争力のある電源としていくことを明記。

⚫ 特に、地熱ポテンシャルを現状の４倍以上に拡大する可能性がある次世代型地熱技術の開発を進め、早期の実
証を目指すことや、地熱発電の導入加速に向けた具体的な計画や目標等を策定することとした。

⚫ 本年４月には、次世代型地熱官民協議会を設立し、同協議会の第１回会合（2025年4月14日）において、
抜本的な地熱発電の導入拡大を実現し、早期の実用化を目指すため、官民で議論し、資源エネルギー庁が令
和7年中に、次世代型地熱の社会実装に向けたロードマップ等を取りまとめることとされた。
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① 次世代型地熱の拡大
第１回次世代型地熱推進官民協議会
（2025年４月14日）資料４より抜粋
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② 次世代型地熱技術
第１回次世代型地熱推進官民協議会
（2025年４月14日）資料４より抜粋
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③ 事業リスクの低減
第１回次世代型地熱推進官民協議会
（2025年４月14日）資料４より抜粋



リスク低減の踏まえた制度的支援の見直しの検討

180
※各電源に適用される制度的環境や事業実施期間等は異なるが、各区分の最新年度の調達価格/基準価格におけるIRR（想定値）を比較しているもの。

洋上風力は、再エネ海域利用法適用案件。

⚫ 地熱発電については、その開発リスクの大きさを踏まえ、FIT/FIP制度では特に高いIRR（13％）で支援をしてきたと
ころであるが、2012年のFIT制度導入前から2024年12月末時点までの追加導入量が0.6GWと少なく、2030年度
導入目標（1.5GW）に対して乖離が見られる状況。

⚫ こうした中で、2024年11月13日の第43回資源燃料分科会で取りまとめられた「地熱加速化パッケージ」において、「地
熱フロンティアプロジェクト」として、JOGMECによる先導的資源量調査の実施・拡大を通じて国が初期段階の開発リ
スクを取ること等が示された。

⚫ こうした中で、地熱発電の2027年度以降の取扱いについては、関係審議会での開発リスク等に関する官民の役割・リス
ク分担の見直しの議論を踏まえて、FIT/FIP制度での支援を継続することが適切か、仮に継続する場合にリスク低減
の程度に応じたIRRをどう設定すべきか、今年度の調達価格等算定委員会において御議論いただくこととしてはどうか。

＜調達価格・上限価格などの算定におけるIRR＞

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

事業用太陽光住宅用太陽光 地熱陸上風力 洋上風力

4.0%
5.0%

13.0%

3.2%

5.0~6.0%



（参考）経済対策における地熱・中小水力発電支援（11月22日閣議決定）
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④ 次世代型地熱技術の発電コスト
第１回次世代型地熱推進官民協議会
（2025年４月14日）資料４より抜粋
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⑤ 課題と対応策
第１回次世代型地熱推進官民協議会
（2025年４月14日）資料４より抜粋



１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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第７次エネルギー基本計画（抄）

185

⑤ 水力発電

（ア）基本的考え方

   水力発電は、安定した出力を長期的に維持することが可能な脱炭素電源として重要である。また、地域に裨益する事業モデ
ルを構築することで、地域産業の活性化・地方創生に資する。しかしながら、開発コストや規制対応等に起因する開発リスクが
高いことに加え、堆砂の深刻化等による設備容量の減少、激甚化する豪雨災害等による被害、経年に伴う設備の老朽化も見
られる。また、地域との共生やコスト低減を図りつつ、自立化を実現していく必要がある。

（イ）今後の課題と対応

   水力発電の開発リスクの低減や適切な再投資・維持・管理を通じた活用の促進に向けて、長期脱炭素電源オークションを含む
容量市場やFIT・FIP制度等を通じて水力発電への電源投資を促進する。

   さらに、中小水力発電の導入検討段階等で必要となる流量調査や地元理解の促進等を支援する。中小水力発電の隠れた
開発ポテンシャルを明らかにするため、全国水系における開発可能な地点の広域的な調査や、地方公共団体主導の下での開
発地点候補の詳細調査・案件形成等を推進する。

   加えて、水力エネルギーを最大限活用するため、「流域総合水管理」の考え方も踏まえつつ、ダム・導水路等のインフラを所管す
る関係省庁と連携し、治水機能の強化と水力発電の促進を両立させるハイブリッドダムの取組として、ダムの運用の高度化、
既設ダムの発電施設の新増設、ダム改造・多目的ダムの建設を推進し、発電量の増加を図る。また、電力ダムも含めた複数ダ
ムの連携、既存設備のリプレースによる最適化・高効率化、発電利用されていない既存ダムへの発電設備の設置等を推進す
る。以上について、施策間での適切な役割分担を前提に、関係省庁で連携し対応していく。



⚫ 中小水力発電の新規開発促進に向け、引き続き、①開発に向けた初期段階調査における地形測量・流量
調査等の支援を実施するとともに、②地点選定等に有用な河川情報の一元化や、地域資源の活用等につな
がる優良事例集など基盤的な情報の整備・提供を進めていく。

自治体主導型などの中小水力発電の新規開発促進①

流量調査 地形測量

中小水力発電支援サイト 流量・流況データベース
（2024年12月~ 資源エネルギー庁HP）

➢ 地点選定等に有用な河川の流量・流況・水利権等
の情報について、関係省庁や地方公共団体、電力
会社等が保有する情報をデータベースで一元化。

中小水力発電の導入促進に向けた手引き・事例集
（2024年2月 資源エネルギー庁）

➢ 新規参入者向けに検討ポイントをまとめた手引きや、
事業性や地域共生などの課題を乗り越え、地域資
源の活用等につながる優良事例集を公表。

②基盤的情報の整備・提供

2024年度補助件数：26件

➢事業性評価事業：23件
※約4,000kWの有望開発地点を確認

北海道：2件
東北（青森、岩手、山形、福島）：8件
中部（新潟、福井、長野、岐阜、愛知）：9件
関西（兵庫）：1件
中国（鳥取）：1件
九州（熊本）：2件

➢地域共生支援事業：3件
中部（長野）：2件
九州（熊本）：1件

①初期調査等支援事業

186



➢ かつて昭和50年代頃に国主導により大規模に
行われた発電水力調査の結果を現代に蘇らせ
ると共に、新たな現地調査や最新の事業性評
価モデル等も加味した上で、全国水系の開発
可能地点の広域調査を実施し、隠れた開発ポ
テンシャルの見える化を目指す。

187

⚫ 中小水力発電の導入拡大に向けては、開発意欲のある主体への情報提供や地域理解の醸成を進め、開発
ポテンシャルを活かしていくことが課題。

⚫ こうした観点から、昨年秋の経済対策により、①全国100地点を念頭とした自治体主導の下での開発地点候
補の詳細調査・案件形成等への支援や、②全国水系の開発可能地点の広域調査を進めているところ。

自治体主導型などの中小水力発電の新規開発促進②

これまでの補助件数：4件（29地点）

➢１次公募：4件（29地点）
山形県：1件（1地点）
福島県：1件（1地点）
長野県：1件（26地点）
鹿児島県：1件（1地点）

➢２次公募：7件（7地点）の申請
採択審査の上、６月中旬に交付決定予定

➢３次公募：令和7年5月15日～6月25日

①中小水力発電自治体主導型
案件創出調査等支援事業

②中小水力発電
導入可能性調査事業

昭和50年代頃、オイルショック
の経験を踏まえ、大規模な発電
水力調査を実施

新たな現地調査や最新の
事業性評価モデル等を加味
開発ポテンシャルの見える化

流量調査を踏まえ、有望地点を自治体等が公表



（参考）経済対策における地熱・中小水力発電支援（11月22日閣議決定・再掲）
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既存設備のリプレース等による最適化・効率化

189

⚫ 既存の水力発電設備の多くは高度経済成長期から1990年代にかけて建設されてきた。コンピュータ解析・設
計技術が確立されておらず、簡易モデルによる設計及び模型を用いた水理試験が一般的であったほか、加工技
術も未達であり、複雑な形状の水車を製造することは不可能であった。

⚫ 近年では、デジタル技術を活用した詳細モデルによる解析・設計が可能になったほか、自動加工技術も進展し、
複雑な形状の水車を制作することが可能。これらの技術を活用することで、水力発電設備の効率の向上を図る
ことができる。

⚫ 出力増・発電電力量増を伴う設備更新等の費用の一部を支援することで、既存の設備を活用した水力発電の
導入促進を加速する。2024年度は、5件の調査・設計、8件の工事を支援。

最新の解析技術等を用い既存設備の性能を評価 解析結果等のデータに基づく最適設計による効率向上

水力発電設備の効率向上の取組



治水機能の強化と水力発電の促進を両立するハイブリッドダムの取組の推進

○ 気候変動への適応・カーボンニュートラルへの対応のため、治水機能の強化と水力発電の促進を両立させる
「ハイブリッドダム」の取組を推進。

(1) ダムの運用の高度化

気象予測も活用し、治水容量の水力発電へ
の活用を図る運用を実施。

・洪水後期放流の工夫
・非洪水期の弾力的運用 など

(2) 既設ダムの発電施設の新増設

既設ダムにおいて、発電設備を新設・増設
し、水力発電を実施。

(3) ダム改造・多目的ダムの建設

堤体のかさ上げ等を行うダム改造や多目
的ダムの建設により、治水機能の強化に加
え、発電容量の設定などにより水力発電を
実施。

治水容量

利水容量
（発電容量等）

洪水前に貯水位を低下
（事前放流等）

雨が予測されない場合
貯水位を上昇（運用高度化）

ダム改造、多目的ダム建設の推進により、治水機能を強化するとともに水力発電の促進を目指す

ダム運用高度化等の水力発電増強に関する事例集を活用し、増電を促進するとともに、条件の整ったダムより試行運用から本格運用を実施し、

全国の実施可能なすべてのダムで取組を実施

発電設備のイメージ

治水

発電

※「ダムの容量等の共用化」としては、例えば、利水容量の治水活用（事前放流等）、治水容量の利水活用（運用高度化）など。単体のダムにとどまらず、上下流や流域
の複数ダムの連携した取組も含む。ダムの施設の活用や、ダムの放流水の活用（無効放流の発電へのさらなる活用など）の取組を含む。

ダムのかさ上げによる
治水機能の強化と水力発電の増強

ハイブリッドダムとは
治水機能の強化、水力発電の増強のため、気象予測も活用し、ダムの容量等の共用化など※ダムをさら
に活用する取組のこと。

取組内容

• ケーススタディや民間事業者等の意見聴取を経て
事業スキーム等を検討し、令和6年6月に「事業者
公募の手引き」を公表。

• 国土交通省管理の湯西川ダム、尾原ダム、野村ダム
において、民間事業者の公募を実施中。10月の湯
西川ダムを皮切りに、順次、事業者を特定。

• 実施可能な全ての既設ダムに試
行を拡大し、本格運用へ移行。

• 更なる増電を図るため、長時間ア
ンサンブル降雨予測等の新技術を
活用するとともに、複数ダムの連
携運用を検討・実施。

治水

発電

発電

◎上記について官民連携で地域振興への支援にも取り組む

発電

令和７年度までの取組 令和８年度以降

• 国土交通省、水資源機構管理のダムを対象として、
令和４年度に試行開始。順次、試行ダム数を拡大。

• 本格運用に移行するためのルール化の検討。

• 特定した民間事業者と協定を締
結し、事業を推進。併せて、地域振
興への支援にも取り組む。

• 新たな案件形成に向けた調査・調
整を実施。

• 治水と発電、地域振興を両立させる事業内容を検
討。

• ダム改造、多目的ダム建設と合わ
せて増電を検討。

令和7年4月時点

令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

試行ダム数 6ダム 73ダム 76ダム 82ダム

増電量
（一般家庭の年間消費電力）

215万kWh
（約500世帯）

1,162万kWh
（約2,800世帯）

1,655万kWh
（約4,200世帯）

試行中

第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）国土交通省資料より抜粋
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（参考）ダム運用高度化の例（高山ダムにおける水位運用高度化）

⚫ 関西電力と水資源機構は、高山ダムにおいて、令和５年台風第７号に伴う出水において、令和5年8月17
日から9月7日にかけて、洪水調節容量に流水を一時的に貯留することで水位運用高度化操作を実施。

⚫ 通常の操作と比較して約1,064千m3の水を発電に有効利用し、発電電力量が約13.7万kWh増加（当該

設備の2022年度年間発電電力量（約1920万kWh）の1%程度に相当）。

（出典）関西電力、水資源機構のプレスリリースを基に資源エネルギー庁作成



（参考）デジタル技術を用いた既存発電ダムの運用改善

⚫ 長時間流入量予測などのデジタル技術の活用等により、効率的に貯水運用を行うことで、水力エネルギーの有
効活用を進めている事例もある。

流入予測へのAI技術の活用事例 予測流入量に基づく発電計画の高度化事例

⚫ 関西電力では、気象予測データの選定や流出解
析モデルを改良し流入量予測を行い、それに基づ
いた発電計画の高度化をシミュレーション。年間計
画時点で1～2％の発生電力量を増加させること
を確認。

⚫ 北陸電力では、過去のダム流入量や降雨実績をAI
エンジンに学習させるとともに、自社の予測ノウハウと
融合させることで、予測精度が大幅に向上することを
確認。また、予測結果を活用しでダム運用を最適化
することで、発電電力量を増加できることも確認。

出典：関西電力出典：北陸電力
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⚫ 現在、一般水力（自流式・貯水式）は、FIT/FIP制度において3万kW未満の新設・リプレース案件を対
象としている。

⚫ 長期脱炭素電源オークションの初回入札では10万kW以上の一般水力の新設・リプレース案件を対象として
いたが、3万kW以上の一般水力の新設・リプレース案件に対象を拡大し、2024年度に実施した第2回入札
より適用。

⚫ 2024年1月に行った初回オークションでは、揚水発電で3件（計57.7万kW）が落札。2025年１月に行った
第2回オークションでは、揚水発電で2件（計36.0万kW）、一般水力で１件（5.2万kW）が落札。

中小水力（3万kW未満）
※新規開発できる余地あり

大規模水力（3万kW以上）
※新たなダムは限定的。既設の維持が重要

一般水力
（自流式・貯水式）

揚水

FIT/FIP

長期脱炭素電源オークション

10万kW以上

長期脱炭素電源オークション

対象追加

長期脱炭素電源オークションにおける水力の支援対象



１．関係省庁による施策のフォローアップ

２．2040年を見据えた再生可能エネルギーの主力電源化
（１）電源横断的な課題と対応

① 地域との共生等
 （a）改正再エネ特措法等に基づく事業規律の強化
 （b）地元理解の促進に向けた取組/地域脱炭素の促進
 （c）再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルの運用徹底と制度化
 （d）長期安定電源化

② 国民負担の抑制とFIT/FIP制度からの自立化
③ 電力市場への統合
 （a）FIP制度の更なる活用
 （b）出力変動への対応
 （c）再生可能エネルギーの地域活用
 （d）電力ネットワークの次世代化

（２）各電源別の課題と対応
① 太陽光発電の施策の方向性
② 風力発電の施策の方向性
③ 地熱発電の施策の方向性
④ 水力発電の施策の方向性
⑤ バイオマス発電の施策の方向性
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第７次エネルギー基本計画（抄）
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⑥ バイオマス発電

（ア）基本的考え方

   バイオマス発電は、災害時のレジリエンス向上や地域産業の活性化を通じた経済・雇用への波及効果が大きいなど、地域分散
型、地産地消型のエネルギー源として多様な価値を有するエネルギー源である。

   一方で、発電コストの大半を収集・運搬等の燃料費が占める構造にあることに加え、昨今では燃料需給のひっ迫も見られ、
事業の安定継続が課題である。このため、地域の農林業等と連携してコスト低減や燃料安定調達等を進める。

（イ）今後の課題と対応

   国産木質バイオマス燃料の供給拡大に向け、関係省庁が連携し、林地残材等の更なる利用に向けた体制構築、各地域に
適した早生樹や広葉樹等の育林手法等の実証、適正な再造林等を推進する。また、環境、社会・労働、ガバナンス、食料との
競合、ライフサイクル温室効果ガスの排出量等の観点から持続可能性が確保されたバイオマス燃料の利用を求めていく。

   さらに、地域の農林業等と連携し、エネルギー変換効率の高い熱利用・熱電併給の地域内利用を推進するとともに、農山漁
村再生可能エネルギー法等を通じたエネルギーの地産地消を積極的に推進し、農林漁業の健全な発展と調和を図りつつ、家
畜排せつ物、下水汚泥、食品廃棄物等の有効利用を進める。

   大規模なバイオマス発電については、安定的かつ持続可能な燃料調達の確保やコスト構造を踏まえた将来的な自立化の可
能性が課題となっている中で、FIT・FIP制度による支援の在り方や、調達期間及び交付期間が終了した後のバイオマス発電
事業の継続の確保について検討を進める。



⚫ バイオマス発電は、第７次エネルギー基本計画において、発電コストの大半を収集・運搬等の燃料費が占める
構造にあることに加え、昨今では燃料需給のひっ迫も見られ、事業の安定継続が課題であるとされている。

⚫ この中で、FIT/FIP制度に基づく支援の前提として、①まずは、燃料費を含めた運転維持費が自立化水準未
満となることを目指してコスト低減を進め、②将来的には資本費を含めたコスト全体で自立化水準未満となる
ことを目指す必要がある。

バイオマス発電事業の安定継続に向けて①
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燃料費

燃料費以外の運転維持費

資本費

利潤（IRR相当分）

自立化水準（※）

燃料費

燃料費以外の運転維持費

資本費

利潤（IRR相当分）

調達期間/交付期間
終了後の事業継続
に向けて必要な水準

燃料費 

燃料費以外の運転維持費

資本費

利潤（IRR相当分）

自立化水準

OPEX

まずは燃料費を含めた運転維持費が
自立化水準未満となることを目指す

将来的にはコスト全体で
自立化水準未満となることを目指す

OPEX

（※）自立化水準は、卸電力市場価格＋環境価値の水準が目安となる。また、容量市場・需給調整市場により評価されるkW価値・ΔkW価値も踏まえる必要がある。

※図はイメージ



【大規模バイオマス（輸入材等）】

⚫ 主に輸入燃料を活用する大規模バイオマスについては、国際市場の需給や円安等の影響を強く受ける性質を踏まえ、2024年
度の調達価格等算定委員会では、以下の意見が取りまとめられており、この意見を踏まえて適切に対応していく。

• 新規の案件形成が大きく進むとは考えにくいこと等から、現在入札区分となっている一般木質等（10,000kW以上）及び
液体燃料（全規模）は、2026年度以降、FIT/FIP制度の支援の対象外とする。

• FIT/FIP期間終了後に、石炭火力等の火力発電へ転換することや事業廃止に至ることを抑止する必要があることから、定期
報告・変更届出による継続的なバイオマス比率の把握、一定以上のバイオマス比率の減少を指導・公表の対象とする等
の措置を講じるとともに、他の諸制度とも連携して、規制／支援的措置の両面から対応を検討する。

【国産木質バイオマス】

⚫ 主に国産木質バイオマスを活用するバイオマス発電について、長期の安定稼働を実現するためには、地域の林業等と連携し
て、コスト低減や燃料安定調達の確保を進めることが重要である。特に、FIT/FIP期間終了が本格化する2032年度に
向けては、国産木質バイオマス発電を自立化可能とする地域の林業等との連携事業モデルを創出していく必要がある。関
係省庁が連携し、国産木質バイオマスの供給拡大に向けた取組を進めることが重要。

① 林業の生産性向上や林地残材の有効活用等

• バイオマス活用推進基本計画や森林・林業基本計画に基づき、林業の生産性向上や原木の安定供給、林地残材の
有効活用等に向けた林業・木材産業施策を推進する。

② バイオマス燃料供給に向けた低コストな林業手法の確立

• NEDO「エネルギーの森実証事業」での成果等を踏まえ、地域の農林業との調和を図りつつ、建材用途と競合しない低
コストな林業手法が可能な早生樹等を活用したバイオマス燃料供給の実用化を目指す。
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バイオマス発電事業の安定継続に向けて②
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（参考）燃料材の安定供給に向けた林業・木材産業施策
第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）農林水産省資料より抜粋
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⚫ 新たな燃料ポテンシャルの開拓に資する「エネルギーの森」づくりを実現に向け、建材と競合しない広葉樹・早
生樹の植林、育林等の実証や、木質バイオマス燃料の製造・輸送システムの効率化の実証等を実施。

⚫ エネルギーの森実証事業では、全国20ヵ所以上の地域で、広葉樹・早生樹の実証を展開中。

事業イメージ

木材関連事業者
（林業・製材所等）

チップ・ペレット
製造事業者

木質バイオマス発電所等

燃料ポテンシャルの拡大
新たな燃料ポテンシャル（早生
樹等）を開拓・利用可能とする
“エネルギーの森”実証事業

製造・輸送等システムの
最適化
木質バイオマス燃料の安定
的・効率的な製造・輸送等
システムの構築に向けた実
証事業

燃料品質の安定化
木質バイオマス燃料の品
質安定化等に向けた調
査事業

温帯気候（西日本）

➢ 宮崎県都農町（ヤナギ）
➢ 奈良県五條市、明日香村、和歌山

県龍神村（センダン、ナラ類、カ
シ類、ヤナギ）

➢ 兵庫県宝塚市（広葉樹萌芽更新）
➢ 兵庫県佐用町、愛媛県久万高原町、

長崎県五島市（ユーカリ）

温帯気候（東日本日本海側）
➢ 福井県あわら市（コウヨウザン）

亜寒帯気候（北部）

➢ 北海道由仁町（クリーンラー
チ、ヤナギ）

➢ 岩手県盛岡市、一戸町（ヤナ
ギ、ポプラ、広葉樹萌芽更新、
ホオノキ、ユリノキ、ハンノ
キ、キリ）

亜寒帯気候（南部）
➢ 福島県いわき市（コウヨウザン、

チャンチンモドキ、ユリノキ）

温帯気候（東日本太平洋側）
➢ 千葉県富里市、山武市、大多喜町

（ユーカリ、コウヨウザン、ユリ
ノキ、センダン）

➢ 栃木県益子町等（早生キリ）
➢ 千葉県大多喜町、茨城県つくば市

（ヤナギ）
➢ 三重県松阪市、多気町等 （セン

ダン、ナラ類、カシ類）

内陸性気候
➢ 長野県大町市（広葉樹萌芽更新）

樹齢10年のユーカリ

ユーカリの植林・観測等

エネルギーの森実証における実証地域・樹種

移動式チッパーやコンテナ化による
運搬効率の向上等

（参考）木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業
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（参考）国産の未利用木質資源の有効活用 第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）農林水産省資料より抜粋
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（参考）森林資源のエネルギー利用 第73回再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会
（2025年５月27日）農林水産省資料より抜粋
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